
－107－ 

平成２５年第３回西予市議会定例会会期日程表 

 

会期９月２日（月）～９月２５日（水）    （会期２４日間） 
 

月  日 曜日 日   程 備  考 

 ９月 ２日 月 本会議（開会） 

・全員協議会（午前９時開会） 

・理事者提案説明（午前１０時開 

 会） 

・即決案件採択 

・各委員会協議会 

 ９月 ３日 火 休   会  

 ９月 ４日 水 休   会  

 ９月 ５日 木 休   会  

 ９月 ６日 金 休   会  

 ９月 ７日 土 休   会  

 ９月 ８日 日 休   会  

 ９月 ９日 月 本 会 議 
・代表質問・一般質問（午前９時 

 開会） 

 ９月１０日 火 本 会 議 
・一般質問（午前９時開会） 

・質疑・委員会付託 

 ９月１１日 水 休   会 

・決算審査事前学習会（一般会 

 計） 

・新市立病院建設特別委員会 

 ９月１２日 木 休   会 
・決算審査事前学習会（特別会 

 計） 

 ９月１３日 金 常任委員会  

 ９月１４日 土 休   会  

 ９月１５日 日 休   会  

 ９月１６日 月 休   会  

 ９月１７日 火 常任委員会  

 ９月１８日 水 常任委員会 予備日 

 ９月１９日 木 休   会  

 ９月２０日 金 休   会 ・討論通告〆切 

 ９月２１日 土 休   会  

 ９月２２日 日 休   会  

 ９月２３日 月 休   会  

 ９月２４日 火 休   会  

 ９月２５日 水 本会議（閉会） 

・全員協議会（午後１時開会） 

・委員長報告（午後２時開会） 

・質疑・討論・採決 
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       平成２５年第３回西予市議会定例会会議録（第１号） 

１．招 集 年 月 日 平成２５年９月２日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     会 平成２５年９月２日 

          午前１０時００分 

１．散     会 平成２５年９月２日 

          午後 ２時４３分 

１．出 席 議 員        

    １番  源   正 樹 

    ２番  井 関 陽 一 

    ３番  菊 池 純 一 

    ４番  田 中 徳 博 

    ５番  中 村 敬 治 

    ６番  二 宮 一 朗 

    ７番  兵 頭   学 

    ８番  小 野 正 昭 

    ９番  松 山   清 

   １０番  宇都宮 明 宏 

   １１番  松 島 義 幸 

   １２番  元 親 孝 志 

   １３番  沖 野 健 三 

   １４番  森 川 一 義 

   １５番  藤 井 朝 廣 

   １６番  浅 野 忠 昭 

   １７番  岡 山 清 秋 

   １８番  酒 井 宇之吉 

   １９番  兵 頭   勇 

   ２０番  山 本 昭 義 

   ２１番  梅 川 光 俊 

１．欠 席 議 員 

    な  し 

１．会議録署名議員 

   ２１番  梅 川 光 俊 

    １番  源   正 樹 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  九 鬼 則 夫 

   教  育  長  宇都宮 又 重 

   公営企業部長  平 野 松 市 

   会 計 管 理 者  井 上 謙 二 

   総務企画部長  河 野 敏 雅 

   産業建設部長  福 原 純 一 

   生活福祉部長  三 好 幸 二 

   教 育 部 長  内 藤 利 明 

   明 浜 支 所 長  宇都宮 松 夫 

   野 村 支 所 長  井 上 尚 喜 

   城 川 支 所 長  徳 居 隆 利 

   三 瓶 支 所 長  西園寺 良 徳 

   消防本部消防長  菊 池   直 

   総 務 課 長  宗   正 弘 

   財 政 課 長  道 山 升 文 

   企画調整課長  浅 野 信 也 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  井 関 通 夫 

   議 事 係 長  佐 藤 陽一郎 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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      議  事  日  程 

 １ 会議録署名議員の指名 

  （２１番 梅川光俊、１番 源 正樹） 

 ２ 会期の決定 

  （９月２日～９月２５日 ２４日間） 

 ３ 請願第  １号 産業廃棄物処理施設建設

反対を求める請願書 

 ４ 議案第 ８７号 平成２５年度西予市業務

用パソコン等の取得につ

いて 

 ５ 議案第 ８８号 西予市公共施設整備基金

条例制定について 

   議案第 ８９号 西予市子ども・子育て会

議設置条例制定について 

   議案第 ９０号 西予市が設置する一般廃

棄物処理施設に係る生活

環境影響調査結果の縦覧

等の手続に関する条例制

定について 

   議案第 ９１号 西予市税条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第 ９２号 西予市国民健康保険税条

例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第 ９３号 西予市予防接種実費徴収

条例の一部を改正する条

例制定について 

   議案第 ９４号 西予市簡易水道及び愛媛

県条例水道の設置に関す

る条例の一部を改正する

条例制定について 

 ６ 議案第 ９５号 市道路線の変更について 

   議案第 ９６号 市道路線の廃止について 

   議案第 ９７号 市道路線の認定について 

 ７ 議案第 ９８号 平成２５年度西予市一般

会計補正予算（第２号） 

 ８ 議案第 ９９号 平成２５年度西予市授産

場特別会計補正予算（第

２号） 

   議案第１００号 平成２５年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別

会計補正予算（第１号） 

   議案第１０１号 平成２５年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

補正予算（第１号） 

   議案第１０２号 平成２５年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第２号） 

   議案第１０３号 平成２５年度西予市後期

高齢者医療特別会計補正

予算（第２号） 

   議案第１０４号 平成２５年度西予市介護

保険特別会計補正予算

（第２号） 

   議案第１０５号 平成２５年度西予市農業

集落排水事業特別会計補

正予算（第２号） 

   議案第１０６号 平成２５年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第２号） 

   議案第１０７号 平成２５年度西予市簡易

水道事業特別会計補正予

算（第２号） 

   議案第１０８号 平成２５年度西予市上水

道事業会計補正予算（第

２号） 

   議案第１０９号 平成２５年度西予市病院

事業会計補正予算（第２

号） 

 ９ 認定第  １号 平成２４年度西予市一般

会計歳入歳出決算の認定

について 

１０ 認定第  ２号 平成２４年度西予市授産

場特別会計歳入歳出決算

の認定について 

   認定第  ３号 平成２４年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算の認定

について 

   認定第  ４号 平成２４年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

歳入歳出決算の認定につ

いて 

   認定第  ５号 平成２４年度西予市国民

健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定について 

   認定第  ６号 平成２４年度西予市後期

高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定について 

   認定第  ７号 平成２４年度西予市介護
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保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

   認定第  ８号 平成２４年度西予市農業

集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定につい

て 

   認定第  ９号 平成２４年度西予市公共

下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

   認定第 １０号 平成２４年度西予市簡易

水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

   認定第 １１号 平成２４年度西予市上水

道事業会計決算の認定に

ついて 

   認定第 １２号 平成２４年度西予市病院

事業会計決算の認定につ

いて 

   認定第 １３号 平成２４年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計決算の認定について 

１１ 報告第 １１号 平成２４年度健全化判断

比率の報告について 

   報告第 １２号 平成２４年度資金不足比

率の報告について 

   報告第 １３号 西予市土地開発公社の経

営状況について 

   報告第 １４号 株式会社野村町地域振興

センターの経営状況につ

いて 

   報告第 １５号 株式会社エフシーの経営

状況について 

   報告第 １６号 株式会社城川開発公社の

経営状況について 

   報告第 １７号 株式会社どんぶり館の経

営状況について 

   報告第 １８号 あけはまシーサイドサン

パーク株式会社の経営状

況について 

   報告第 １９号 株式会社グリーンヒルの

経営状況について 

   報告第 ２０号 財団法人宇和文化会館の

経営状況について 

   報告第 ２１号 西予ＣＡＴＶ（株）の経

営状況について 

追加 議案第１１０号 西予市消防団消防ポンプ

自動車の取得について 

   議案第１１１号 西予市消防署小型動力ポ

ンプ付水槽車の取得につ

いて 

   議案第１１２号 西予市立学校及び幼稚園

設置条例の一部を改正す

る条例制定について 
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本日の会議に付した事件 

 １ 会議録署名議員の指名 

 ２ 会期の決定 

 ３ 請願第  １号 産業廃棄物処理施設建設

反対を求める請願書 

 ４ 議案第 ８７号 平成２５年度西予市業務

用パソコン等の取得につ

いて 

 ５ 議案第 ８８号 西予市公共施設整備基金

条例制定について 

   議案第 ８９号 西予市子ども・子育て会

議設置条例制定について 

   議案第 ９０号 西予市が設置する一般廃

棄物処理施設に係る生活

環境影響調査結果の縦覧

等の手続に関する条例制

定について 

   議案第 ９１号 西予市税条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第 ９２号 西予市国民健康保険税条

例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第 ９３号 西予市予防接種実費徴収

条例の一部を改正する条

例制定について 

   議案第 ９４号 西予市簡易水道及び愛媛

県条例水道の設置に関す

る条例の一部を改正する

条例制定について 

 ６ 議案第 ９５号 市道路線の変更について 

   議案第 ９６号 市道路線の廃止について 

   議案第 ９７号 市道路線の認定について 

 ７ 議案第 ９８号 平成２５年度西予市一般

会計補正予算（第２号） 

 ８ 議案第 ９９号 平成２５年度西予市授産

場特別会計補正予算（第

２号） 

   議案第１００号 平成２５年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別

会計補正予算（第１号） 

   議案第１０１号 平成２５年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

補正予算（第１号） 

   議案第１０２号 平成２５年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第２号） 

   議案第１０３号 平成２５年度西予市後期

高齢者医療特別会計補正

予算（第２号） 

   議案第１０４号 平成２５年度西予市介護

保険特別会計補正予算

（第２号） 

   議案第１０５号 平成２５年度西予市農業

集落排水事業特別会計補

正予算（第２号） 

   議案第１０６号 平成２５年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第２号） 

   議案第１０７号 平成２５年度西予市簡易

水道事業特別会計補正予

算（第２号） 

   議案第１０８号 平成２５年度西予市上水

道事業会計補正予算（第

２号） 

   議案第１０９号 平成２５年度西予市病院

事業会計補正予算（第２

号） 

 ９ 認定第  １号 平成２４年度西予市一般

会計歳入歳出決算の認定

について 

１０ 認定第  ２号 平成２４年度西予市授産

場特別会計歳入歳出決算

の認定について 

   認定第  ３号 平成２４年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算の認定

について 

   認定第  ４号 平成２４年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

歳入歳出決算の認定につ

いて 

   認定第  ５号 平成２４年度西予市国民

健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定について 

   認定第  ６号 平成２４年度西予市後期

高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定について 

   認定第  ７号 平成２４年度西予市介護

保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 
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   認定第  ８号 平成２４年度西予市農業

集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定につい

て 

   認定第  ９号 平成２４年度西予市公共

下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

   認定第 １０号 平成２４年度西予市簡易

水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

   認定第 １１号 平成２４年度西予市上水

道事業会計決算の認定に

ついて 

   認定第 １２号 平成２４年度西予市病院

事業会計決算の認定につ

いて 

   認定第 １３号 平成２４年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計決算の認定について 

１１ 報告第 １１号 平成２４年度健全化判断

比率の報告について 

   報告第 １２号 平成２４年度資金不足比

率の報告について 

   報告第 １３号 西予市土地開発公社の経

営状況について 

   報告第 １４号 株式会社野村町地域振興

センターの経営状況につ

いて 

   報告第 １５号 株式会社エフシーの経営

状況について 

   報告第 １６号 株式会社城川開発公社の

経営状況について 

   報告第 １７号 株式会社どんぶり館の経

営状況について 

   報告第 １８号 あけはまシーサイドサン

パーク株式会社の経営状

況について 

   報告第 １９号 株式会社グリーンヒルの

経営状況について 

   報告第 ２０号 財団法人宇和文化会館の

経営状況について 

   報告第 ２１号 西予ＣＡＴＶ（株）の経

営状況について 

追加 議案第１１０号 西予市消防団消防ポンプ

自動車の取得について 

   議案第１１１号 西予市消防署小型動力ポ

ンプ付水槽車の取得につ

いて 

   議案第１１２号 西予市立学校及び幼稚園

設置条例の一部を改正す

る条例制定について 
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  開会 午前１０時００分 

○議長 皆さんおはようございます。 

 ただいまの出席議員は２１名であります。これ

より平成２５年第３回西予市議会定例会を開会い

たします。 

 三好市長より今定例会招集の挨拶があります。 

 三好市長。 

○三好市長 皆さんどうもおはようございます。 

 平成２５年西予市議会第３回の定例会の開会に

当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 ９月に入り秋の気配が感じられるようになって

まいりました。ことしの夏は、８月１２日に隣の

高知県四万十市で国内観測史上最高気温４１度が

記録されました。８月１０日から４日間連続で最

高気温４０度以上で観測史上初めて記録されまし

た。西予市でもこれまでにない猛烈な暑さが続い

た上で、梅雨明けからまとまった雨がほとんど降

らず、渇水対策本部設置の検討をしていたやさ

き、８月２４日から２６日にかけて恵みの雨が降

りましたが、渇水の解消となる量にはほど遠い状

況でありました。 

 しかしながら、一昨日の温帯低気圧に変わった

台風１５号の影響によりましてまとまった雨がも

たらされ、大変安堵をしているところでございま

す。 

 さて、皆さんもご存じのとおり、アメリカ大リ

ーグヤンキースのイチロー選手が日米通算４，０

００本安打という偉業を達成され、日本にも明る

い話題を提供されました。世界の舞台で活躍され

たイチロー選手は同じ日本人として誇らしく、野

球の実績とともに日米両国で後世にたたえられる

ことでありましょう。 

 一方、本市にとりましても、世界に誇れる明る

いニュースがありました。７月２日から７日にか

けてドイツのライプチヒで開催されました第４２

回技能五輪国際大会において、情報ネットワーク

施工職種部門の日本代表として三瓶町和泉出身の

宇都宮晋平さんが出場され、見事金メダルを獲得

されました。さらに、宇都宮さんは、日本選手の

中でも最も高い高得点に贈られるベスト・オブ・

ネーションとして、世界各国の全選手の中最も高

い得点を上げた選手に贈られるアルバート・ビダ

ル賞を日本人として初めて受賞する快挙を達成さ

れました。宇都宮さんは現在大阪の会社に勤めら

れておられますが、西予市からこのようなすばら

しい技術者が誕生し活躍されていることに対しま

してうれしく思いますとともに、大変誇りに思っ

ているところでございます。宇都宮さんの今後ま

すますのご活躍を期待いたします。 

 さて、本定例議会でございますが、一般質問に

対する答弁とともに、補正予算を中心に議案２３

件、歳入歳出決算など認定１３件並びに出資法人

等の平成２４年度経営状況などの報告１１件、計

４７件を上程しご審議をお願い申し上げるもので

ございます。議案等の提案理由につきましては、

上程の際に説明いたしますので、何とぞ慎重にご

審議をいただき、ご承認、ご決定を賜りますよう

お願い申し上げまして、簡単ではございますけれ

ども招集のご挨拶とさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

○議長 次に、前定例会以降における諸般の報告

は、お手元に配付のとおりでありますので、お目

通しを願います。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 まず、日程第１、会議録署名議員の指名

を行います。 

 今回の会議録署名議員に２１番梅川光俊君、１

番源正樹君の両名を指名いたします。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、会期の決定を議題とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 今回の会期は、本日から９月２５日までの２４

日間といたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、今回の

会期は、本日から９月２５日までの２４日間と決

定いたしました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午前１０時０５

分） 

○副議長 再開をいたします。（再開 午前１０

時０６分） 

  （日程３） 

○副議長 日程第３、請願第１号「産業廃棄物処

理施設反対を求める請願書」を議題といたしま

す。 
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 厚生常任委員会の報告を求めます。 

 田中厚生常任委員会副委員長。 

○田中徳博厚生常任副委員長 厚生常任委員会審

査報告をいたします。 

 厚生常任委員会審査報告書。 

 去る８月１６日に委員会を開催し、審査を行い

ましたので報告いたします。 

 請願第１号「産業廃棄物処理施設建設反対を求

める請願書」については、お手元に配付のとおり

不採択と決定いたしました。 

 本請願については、平成２５年第２回定例会に

おいて継続審査となり、その後当委員会では環境

省及び県民環境部へ出向いて調査研究してまいり

ました。また、事業者の南予エコ株式会社や市の

担当部課と協議を行ってきたところですが、先般

県に対し施設の設置許可を取り消しを求める行政

訴訟を起こされたと、このことを受け、全会一致

で不採択と決しました。 

 以上、委員会審査報告といたします。 

 平成２５年９月２日、厚生常任委員会副委員長

田中徳博。 

 以上です。 

○副議長 以上で厚生常任委員会の報告は終わり

ました。 

 これより委員会報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りをいたします。 

 請願第１号「産業廃棄物処理施設建設反対を求

める請願書」は委員会報告のとおり不採択とする

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○副議長 ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、請願第１号は不

採択とすることに決定をいたしました。 

 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１０時０

９分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１０時１

０分） 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、議案第８７号「平成２

５年度西予市業務用パソコン等の取得について」

を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 議案第８７号「平成２５年

度西予市業務用パソコンの取得について」提案理

由のご説明を申し上げます。 

 職員が使用しているパソコンのうち業務用及び

研修申告用パソコンの２５３台は、平成１９年度

から２０年度にかけて導入していることから老朽

化による故障が多発しており、修理することので

きないパソコンが増加をいたしております。 

 また、現在のパソコンで使用しているマイクロ

ソフト社製のオペレーションシステムは、来年４

月でサポートが終了するため、今後使用し続ける

ことはセキュリティー上のリスクが高くなるとと

もに、新たなワードやエクセル等のアプリケーシ

ョンソフトの動作が保障されない状況となりま

す。そのため今回新規パソコンへの更新を見送る

業務用パソコンにつきましても、新しいオペレー

ションシステムが稼働するようメモリーの増設が

必要となります。 

 以上のようなことから、今回業務用パソコン等

を購入するものであります。 

 今回の購入に当たりましては、去る８月６日に

指名競争入札を行い、四国通建株式会社西予営業

所所長山下義美氏が３，５１１万２，０００円で

落札と決定し、物品購入仮契約を締結いたしまし

たので、議会の議決を求めるものであります。 

 なお、購入いたします業務用パソコン等の詳細

については、別紙参考資料をご参照いただきたい

と思います。よろしくご審議の上、ご決定くださ

いますようよろしくお願いをいたします。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８７号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた
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しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第８７号「平成２５年度西予市業務用パソ

コン等の取得について」は原案のとおり決定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第８７号は

原案のとおり決定いたしました。 

  （日程５） 

○議長 次に、日程第５、議案第８８号「西予市

公共施設整備基金条例制定について」から議案第

９４号「西予市簡易水道及び愛媛県条例水道の設

置に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」までの７件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 議案第８８号「西予市公共

施設整備基金条例制定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 本市は平成１６年の合併により合併前に整備さ

れた施設の多くをそのまま引き継いだことから、

さまざまな目的の施設を維持管理をいたしており

ます。これらの公共施設は、今後施設の長寿命化

や整理統合による大規模改修のほか、老朽化によ

る解体撤去の必要性や新たな行政目的による新設

も考えられます。このように今後必要となります

公共施設等の整備等を円滑に実施するため新たに

基金を設けその効果的な運用を図るため、地方自

治法第２４１条の規定に基づき本条例を制定する

ものでございます。よろしくご審議の上、ご決定

くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長 三好生活福祉部長。 

○三好生活福祉部長 議案第８９号「西予市子ど

も・子育て会議設置条例制定について」提案理由

のご説明を申し上げます。 

 近年少子・高齢化が急速に進行する中で、核家

族化、女性の就労機会や共働き世帯の増加、就労

形態の多様化などの社会状況を背景に、子供を取

り巻く環境は大きく変化しております。このよう

な社会状況を踏まえ、昨年８月に、いわゆる子ど

も・子育て関連３法が公布され、幼児期の学校教

育や保育並びに地域の子供子育て支援を総合的に

推進することを目的とした子ども・子育て支援新

制度が平成２７年４月から本格施行される予定と

なっております。子ども・子育て支援新制度で

は、地域の実情に応じた子育て支援事業計画の策

定を義務づけているほか、計画への子育て当事者

等の意見反映や施策の実施状況等について調査審

議する附属機関として子ども・子育て会議の設置

が求められております。今回本市の子育て支援事

業計画を策定するため、西予市子ども・子育て会

議を設置するに当たり、子ども・子育て支援法第

７７条第１項の規定に基づき必要な事項を定める

ため本条例を制定するものであります。 

 続きまして、議案第９０号「西予市が設置する

一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果

の縦覧等の手続に関する条例制定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

 本条例は、市が一般廃棄物処理施設を設置する

に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第

９条の３第２項の規定に基づき事前に周辺地域の

生活環境影響調査を行い、その調査結果の縦覧手

続及び意見書を提出する場合の手続に関して必要

な事項を定めるものであります。 

 内容といたしましては、縦覧及び意見書を提出

する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設

の種類、生活環境調査の結果を記載した書類の縦

覧の場所及び期間、施設の設置に関し利害関係者

を有する者が生活環境の保全上の見地から提出意

見書の提出先及び提出期限等について定めるもの

であります。本市におきましては、西予市一般廃

棄物処理基本計画に基づき汚泥再生処理センター

の設置を進めていることから、当該施設における

調査結果の縦覧並びに意見書の提出手続について

本条例に基づき対処することとしています。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願いを申し上げます。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 議案第９１号「西予市税条

例の一部を改正する条例制定について」提案理由

のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、地方税法施行令の一部を改正す

る政令等が平成２５年６月１２日に公布されまし

たので、金融関係の改正部分及び厚生年金特徴並

びに寄附金控除の見直しがされたことによるもの



 

－9－ 

であります。 

 主な改正内容につきましては、上場株式等の配

当、譲渡損益及び公社債の利子における損益通算

範囲の拡大、公的年金からの特別徴収制度の見直

しに伴う年間の徴収税額の平準化及び復興特別所

得税が課税されることに伴い、ふるさと寄附金に

係る特別控除額の見直しを行うものであります。

よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお

願いをいたします。 

○議長 三好生活福祉部長。 

○三好生活福祉部長 議案第９２号「西予市国民

健康保険税条例の一部を改正する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、地方税法施行令の一部を改正す

る政令が公布されたことにより、金融所得課税の

一体化を行うものであります。 

 主な改正内容につきましては、上場株式等の配

当、譲渡損益及び公社債の利子における損益通算

範囲が拡大されるもので、平成２９年度から国民

健康保険税について適用となります。 

 続きまして、議案第９３号「西予市予防接種実

費徴収条例の一部を改正する条例制定について」

提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、平成２５年４月１日に予防接種

法の一部を改正する法律が施行されたことに伴

い、本条例中の法令引用条文を変更するため条例

の一部を改正するものであります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 平野公営企業部長。 

○平野公営企業部長 議案第９４号「西予市簡易

水道及び愛媛県条例水道の設置に関する条例の一

部を改正する条例制定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 中山間地域総合整備事業で整備を進めておりま

した城川町の川津南簡易水道施設が完成し、愛媛

県から財産の譲与を受け給水を開始することとな

りました。これに伴いまして本条例に川津南簡易

水道を加え、給水区域及び水道使用料金等を新た

に定めるものであります。よろしくご審議の上、

ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程６） 

○議長 次に、日程第６、議案第９５号「市道路

線の変更について」から議案第９７号「市道路線

の認定について」までの３件を一括議題といたし

ます。 

 理事者の説明を求めます。 

 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 議案第９５号「市道路線の

変更について」、議案第９６号「市道路線の廃止

について」、議案第９７号「市道路線の認定につ

いて」関連がございますので一括して提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 今回２路線の変更と１路線の廃止及び４路線の

認定をお願いするものであります。 

 まず、変更路線について、多田地区８８号線

は、多田地区９２号線と接続することにより、集

落内循環道路としての機能が高まることから終点

を変更するものであります。 

 長崎線は、県道城川梼原線と大規模林道東津野

城川線を結ぶことにより路線が系統的となること

から、観光面・産業面においても活用が図られ、

緊急避難路としての役割も高まるため終点を変更

するものであります。 

 次に、廃止路線について、石城地区７９号線

は、地元受益者より農道としての管理要望が強

く、精査の結果、周辺の交通網への影響もないこ

とから市道認定を廃止するものであります。 

 次に、認定路線について、旧町地区４０４号線

は、県道八幡浜宇和線と中川地区１１３号線を結

び上松葉地区の生活道路及び通学路として利用頻

度の高い路線であるため認定するものでありま

す。 

 下宇和地区１１４号線は、終点部付近に人家も

あり、皆田・下川地域の生活に密着した道路であ

ることから認定するものであります。 

 下宇和地区１１５号線は、高速自動車道周辺整

備事業により整備された道路であり、稲生地区の

生活道路として利用度の高い路線であることから

認定するものであります。 

 竹ノ内下氏宮線は、野村町竹ノ内と下氏宮地区

を結ぶ生活道路及び通学路として利用頻度が高

く、系統的な路線であることから認定するもので

あります。 

 なお、本件に係る市道の変更、廃止、認定につ

きましては、さきの７月２３日に開催いたしまし

た西予市道路格付専門委員会において承認をいた

だいているものでございます。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ
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さいますようお願いいたします。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程７） 

○議長 次に、日程第７、議案第９８号「平成２

５年度西予市一般会計補正予算（第２号）」を議

題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

○三好市長 議案第９８号「平成２５年度西予市

一般会計補正予算（第２号）」について提案理由

のご説明を申し上げますとともに、先般政府方針

として報道されました過疎債の使途拡大について

触れたいと存じます。 

 ご存じのとおり過疎債は、自治体が資金を調達

するために発行する地方債の一種でありますが、

過疎法の指定を受けた市町村が発行できる起債と

なっております。 

 また、その元利償還金の７割が交付税で措置さ

れ、一般財源として自治体の収入となる大変有利

な起債であることから、本市も過疎債を活用して

多くの事業を実施してきたところであります。対

象となる事業は、インフラや施設整備といったハ

ード事業が中心でありましたが、平成２２年度か

ら地域医療や生活交通といったソフト事業でも使

えるようになったところであります。今回政府・

自民党は、企業が少ない過疎地にこのたびの経済

政策アベノミクスの効果が及びにくく、地方の財

政事情も厳しい状況にあることから、過疎地に対

する支援の範囲を拡大する方針を固め、対象事業

としてし尿処理を含むごみ処理施設や火葬場、学

校プールなどの整備・改修事業を加える方向で調

整しており、平成２６年度からその適用を目指し

ております。この対象事業のうちし尿処理施設に

つきましては、本市から市長会、知事要望、愛媛

県過疎地域自立促進協議会、そして全国過疎地域

自立促進連盟への提言を行うとともに、国会議員

や総務省へも要望を行ってきたところでありま

す。今回の支援策が実施されれば、西予市が現在

進めております汚泥再生処理施設建設事業や火葬

場の炉の改修等大規模な改修事業のほか、老朽化

した学校プールの改修事業等の財源としても有利

に活用できるため、早期の実現を望むものであり

ます。 

 さて、今回の補正予算でございますが、平成２

４年度決算における繰越金の財政調整基金への積

み立て及び早急に対応すべき課題、今回計上しな

ければならない案件について計上しております。 

 まず、歳入歳出予算の補正ですが、既決いただ

いております歳入歳出予算にそれぞれ１３億６，

０９７万円を追加し、歳入歳出予算の総額を２８

４億５，６９９万５，０００円と定めるものであ

ります。 

 そのほか継続費、債務負担行為、地方債につい

て補正を行うものであります。 

 それでは、歳出予算についてその主な内容につ

いてご説明をいたします。 

 合併１０周年となります平成２６年度において

西予市を全国にアピールするための宣伝広報活動

に係る経費を計上しております。 

 また、地元景気対策のため当初予算に計上して

おりました地域経済対策事業に当初の予算枠を超

えて要望がありましたので、本事業の目的であり

ます景気浮揚効果の一層の拡大を図るため、予算

を増額計上しております。 

 農業分野では、７月以降の少雨により農作物の

干ばつ被害が心配され始めたため、集落や営農組

織等が実施する干ばつ対策経費に対する補助金を

計上しております。 

 また、輸入粗飼料価格の高騰対策としまして、

自給飼料生産の拡大効率化を図るため、必要な農

業機械の導入、更新に対する補助金を計上してお

ります。 

 防災分野では、南海トラフを震源とする大地震

に対する津波の被害を極力少なくするため、愛媛

県が示した津波被害想定データをもとに明浜・三

瓶地区の津波ハザードマップ等の作成経費を計上

しております。 

 教育分野では、明浜地区小学校統合校舎建設に

伴い、現在の俵津小学校プールを解体とするた

め、明浜中学校プールを小・中学校兼用にするた

めの改修及び小学校低学年プールの増設に係る経

費を計上しております。 

 そのほか、今後公共施設の長寿命化や老朽化に

よる解体撤去等に要する経費が増嵩することが見

込まれることから、これに対処するための基金積

立金を計上しております。 

 以上、歳出予算の概要でございましたが、続き

まして歳入予算の概要についてご説明いたしま

す。 

 平成２４年度決算に伴う繰越金、明浜地区統合
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小学校舎建設に伴う小学校低学年用プール増設等

の事業に対する基金繰入金等を計上しておりま

す。 

 以上、説明いたしましたが、詳細な点につきま

しては担当課長から補足説明させますので、よろ

しくご審議を賜り、ご決定いただきますようお願

い申し上げます。 

○議長 道山財政課長。 

○道山財政課長 それでは、一般会計補正（第２

号）の補足説明をさせていただきます。 

 お手元の予算書をお開きください。 

 まず、歳出につきまして説明をさせていただき

ます。 

 予算書の１４ページをお開き願います。 

 総務費、１項９目電算管理費、システム改修委

託料５０４万円でありますが、子ども・子育て関

連３法に基づき、平成２７年度に施行される子ど

も・子育て支援新制度に対応するためのシステム

導入に係る経費を計上しております。財源に子育

て支援緊急対策事業費県補助金を充当しておりま

す。 

 同項２０目駅前開発事業費、先導的官民連携事

業調査委託料１，３６４万円でありますが、地域

経済の衰退や少子・高齢化などさまざまな問題の

中、卯之町駅前の再開発を進めるに当たり、民間

の資金を活用して社会資本の整備や維持管理を行

う官民連携事業の導入を検討するための調査委託

費を計上しております。財源に先導的官民連携支

援事業費国庫補助金を充当しています。 

 １５ページをお開き願います。 

 総務費、２項１目税務総務費、市税過誤納還付

金運営事業費４１５万５，０００円であります

が、共同住宅等の固定資産税減免誤りによる過剰

集金の還付等を早期に行ったことにより、今後不

足が見込まれる過誤納還付金及び還付加算金を計

上するものであります。 

 ８項１目地域振興費、せいよ部マネージャー事

業６７９万３，０００円でありますが、合併１０

周年となる平成２６年度に市内外のイベントや物

産販売等において西予市の宣伝広報活動を行う女

性５人グループ・せいよ部マネージャーの募集、

研修等に係る経費を計上するものであります。財

源に新ふるさとづくり総合支援事業費県補助金を

充当しています。 

 １７ページをお開き願います。 

 民生費、２項１目児童福祉総務費、児童交通公

園管理事業６０８万４，０００円でありますが、

三瓶三十崎公園の後背地のり面が崩壊し、今後も

落石のおそれがあることから、その復旧に係る経

費を計上するものであります。 

 ２１ページをお開き願います。 

 労働費、１項７目地域経済基盤強化雇用等対策

費、工事材料費２，１８１万９，０００円、住宅

リフォーム事業補助金１，０００万円であります

が、地域経済対策として当初予算に計上した事業

のうち、初回要望で予算額を超過しました農業用

施設及び林道の原材料支給事業並びに３カ月余り

で執行率６０％を超えました住宅リフォーム事業

につきまして、本事業の目的であります景気浮揚

効果の一層の拡大を図るため予算の増額を行うも

のであります。 

 農林水産業費、１項３目農業振興費、農作物干

害対策事業補助金５００万円でありますが、７月

以降の少雨により市内全域で渇水による農作物へ

の被害が出始めており、今後水稲を初め果樹や野

菜に多大な被害が出るおそれがあることから、集

落や営農組織等が実施する農業用水確保のための

経費に対する補助金を計上するものであります。 

 同項４目畜産業費、飼料高騰緊急対策事業補助

金１，２００万円でありますが、平成１８年秋ご

ろからの国際的な穀物需要の増加に加え、急速に

進んだ円安の影響による輸入粗飼料価格の高騰対

策として取り組む自給飼料生産の拡大・効率化を

図るために必要な農業機械の導入、更新に対する

補助金を計上するものであります。 

 ２３ページをお開き願います。 

 商工費、１項４目観光費、ジオパーク推進事業

３３６万円でありますが、四国西予ジオパークの

市外への発信力が弱いことから、今回市外に向け

ましてＰＲするため、県内最大のショッピングモ

ールであるエミフルＭＡＳＡＫＩでのシンポジウ

ム、またこれに付随して小・中学生対象のバスツ

アー、市内中学生による愛媛新聞への中学生新聞

掲載に係る経費を計上するものであります。 

 ２５ページをお開き願います。 

 消防費、１項４目災害対策費、津波防災対策検

討業務委託料８４９万５，０００円であります

が、平成２５年６月１０日に発表されました愛媛

県地震被害想定調査結果の津波被害想定を受け

て、明浜・三瓶地区の津波ハザードマップの作成
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及び住民説明会等で使用します津波氾濫アニメー

ション作成等に係る経費を計上するものでありま

す。財源に津波対策推進事業費国庫補助金を充当

しております。 

 ２６ページをお開き願います。 

 教育費、２項３目学校建設費、工事請負費７，

２０３万円でありますが、明浜地区小学校統合校

舎建設地に当たります俵津小学校プールを解体す

るため、代替プールとして明浜中学校プールを

小・中学校兼用に改修及び小学校低学年用プール

を増設するための工事請負費を計上するものであ

ります。財源は学校施設整備基金を充当しており

ます。 

 ２７ページをお開き願います。 

 ４項１目幼稚園費、幼稚園施設整備事業１３１

万円でありますが、平成２７年４月１日統合に向

けて協議を進めています野村地区幼稚園再編で統

合拠点予定園となっています野村幼稚園舎は、昭

和５４年に建設され老朽化が著しい状況にあるた

め、教育環境の改善と建物の耐久性を確保するた

めの改修設計に係る経費を計上するものでありま

す。 

 ５項２目公民館費、石城公民館維持管理事業８

２２万４，０００円でありますが、外壁の爆裂が

激しい石城公民館の改修計画を検討するため、耐

震診断及び耐震補強設計を行う経費並びに利用者

の安全確保のため正面玄関周りの外壁はつり工事

に係る経費を計上するものであります。 

 ２９ページをお開き願います。 

 諸支出金、２項１目基金費、公共施設整備基金

事業２億５，８５４万８，０００円であります

が、今後公共施設の長寿命化のための改修や老朽

化による解体撤去、施設の整理統合による改修や

新たな行政目的による新設に要する経費の財源と

するための基金を積み立てるものであります。 

 続きまして、歳入のほうの説明をいたします。 

 １０ページにお戻りください。 

 国庫支出金、２項３目農林水産業費国庫補助

金、鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金８

１４万８，０００円でありますが、平成２５年度

から国が既存の有害鳥獣総合捕獲事業の上乗せ分

として実施することになったため計上するもので

あります。補助率は１０分の１０で定額補助であ

ります。 

 同項８目総務費国庫補助金、先導的官民連携支

援事業費国庫補助金１，３６３万９，０００円で

ありますが、駅前開発事業に係るもので、官民連

携事業導入についての検討調査委託に対する補助

金であります。補助率は１０分の１０でありま

す。 

 １１ページをお開き願います。 

 県支出金、２項１目総務費県補助金、新ふるさ

とづくり総合支援事業費県補助金３３５万８，０

００円でありますが、せいよ部マネージャー事業

及び特産品ＰＲ事業として行う県・市町連携物産

展事業に係るものであります。補助率は２分の１

であります。 

 同項２目、民生費県補助金、子育て支援緊急対

策事業県補助金１，６０６万７，０００円であり

ますが、このうちの１，１０５万３，０００円が

保育士等処遇改善臨時特例事業分、５０４万円が

子ども・子育て支援新制度に係るシステム開発導

入に係る補助金で、システム開発導入に係る補助

率は１０分の１０となっております。 

 １２ページをお開き願います。 

 繰入金、２項４２目学校施設整備基金繰入金

７，２０３万円でありますが、明浜地区小学校統

合校舎建設事業における明浜中学校プール改修等

に係るものであります。 

 次に、継続費の補正ですが、５ページにお戻り

ください。 

 野村小学校南校舎改築事業におきまして、公共

工事設計労務単価の引き上げにより事業費がふえ

たため、総額及び年割り額を変更するものであり

ます。 

 ６ページをお開き願います。 

 債務負担行為の補正ですが、平成２７年度から

施行されます子ども・子育て支援新制度に取り組

むために必要な子ども・子育て支援事業計画策定

のための支援業務委託費について債務負担行為の

期間、限度額を設定するものであります。 

 ７ページをお開き願います。 

 地方債の補正ですが、崖崩れ防災対策事業にお

いて、三瓶、垣生、小浦Ｂ地区及び城川窪野、長

崎Ａ地区の追加及び野村小学校南校舎改築事業に

おいて公共工事設計労務単価の引き上げによる事

業費の増額に伴い限度額を変更するものでありま

す。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 
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  （日程８） 

○議長 次に、日程第８、議案第９９号「平成２

５年度西予市授産場特別会計補正予算（第２

号）」から議案第１０９号「平成２５年度西予市

病院事業会計補正予算（第２号）」までの１１件

を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好生活福祉部長。 

○三好生活福祉部長 議案第９９号「平成２５年

度西予市授産場特別会計補正予算（第２号）」に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、前年度繰越金の確定によるもの

でございます。これによりまして、既決いただい

ております歳入歳出予算にそれぞれ２０８万７，

０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を２，６

８８万８，０００円と定めるものであります。 

 続きまして、議案第１００号「平成２５年度西

予市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算

（第１号）」について提案理由のご説明を申し上

げます。 

 今回の補正は、住宅新築資金等貸付事業債の借

りかえにより元金及び利子の償還額に変更が生じ

たことによるもので、歳入歳出予算の総額に増減

はございません。 

 歳出の内訳につきましては、公債費の元金３万

円を増額し、公債費の利子を２万６，０００円、

事業費の消耗品費４，０００円を減額いたしてい

ます。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 内藤教育部長。 

○内藤教育部長 議案第１０１号「平成２５年度

西予市育英会奨学資金貸付特別会計補正予算（第

１号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、平成２４年度決算による繰越金

の計上と平成２５年度貸付金の確定によるもので

あります。これによりまして、既決いただいてお

ります歳入歳出予算をそれぞれ２，１７４万１，

０００円増額し、歳入歳出予算の総額を１億３，

３７４万９，０００円と定めるものであります。

よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長 三好生活福祉部長。 

○三好生活福祉部長 議案第１０２号「平成２５

年度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 まず、事業勘定予算からご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正の主な内容につきましては、平成２

４年度決算による繰越金の確定及び前年度精算に

よる療養給付費等交付金の返還によるものであり

ます。これによりまして、既決いただいておりま

す歳入歳出予算にそれぞれ３８万９，０００円を

増額し、事業勘定予算の歳入歳出予算総額を５８

億１，１１９万７，０００円と定めるものであり

ます。 

 次に、診療施設勘定予算の補正の主な内容につ

きましては、前年度決算によります繰越金、一般

会計繰入金の調整とこれに伴う予備費の計上、繰

出金の調整及び俵津診療所の備品購入費の増額等

であります。これによりまして、既決いただいて

おります俵津診療所勘定の歳入歳出予算にそれぞ

れ３５万１，０００円を増額し、歳入歳出予算の

総額を９７７万２，０００円とし、狩江診療所勘

定の歳入歳出予算にそれぞれ４９万１，０００円

を増額し、歳入歳出予算の総額を６，６４８万

２，０００円とし、土居診療所勘定の歳入歳出予

算にそれぞれ１７０万５，０００円を増額し、歳

入歳出予算の総額を１億９８０万２，０００円と

し、遊子川出張診療所の歳入歳出予算にそれぞれ

１６７万３，０００円を増額し、歳入歳出予算の

総額を６３１万６，０００円とし、二及診療所勘

定の歳入歳出予算にそれぞれ２７９万６，０００

円を増額し、歳入歳出予算の総額を８，００５万

７，０００円とし、周木診療所勘定の歳入歳出予

算にそれぞれ１６８万６，０００円を増額し、歳

入歳出予算の総額を４，５６５万４，０００円と

定めるものであります。 

 なお、高山診療所勘定、惣川診療所勘定の補正

については、歳入歳出予算の組み替えを行うもの

で、歳入歳出予算の総額に変更はありません。 

 続きまして、議案第１０３号「平成２５年度西

予市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、前年度繰越金の確定に伴い、後

期高齢者医療広域連合納付金を増額するものであ

ります。これによりまして、既決いただいており
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ます歳入歳出予算にそれぞれ１，０５４万７，０

００円増額し、歳入歳出予算の総額を６億１，３

３３万２，０００円と定めるものであります。 

 続きまして、議案第１０４号「平成２５年度西

予市介護保険特別会計補正予算（第２号）」につ

いて提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、前年度繰越金の確定による増額

とそれに伴い基金積立金及び償還金を増額するも

のであります。これによりまして、既決いただい

ております歳入歳出予算にそれぞれ２，９２３万

９，０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を５

２億５，７１１万３，０００円と定めるものであ

ります。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 議案第１０５号「平成２５

年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）」について提案理由のご説明を申し上

げます。 

 今回の補正は、農業集落排水施設使用料及び前

年度繰越金の確定による増額とそれに伴う一般会

計繰入金を減額するものであります。 

 歳出においては、歳入の補正に伴う充当財源の

組み替えを行うもので、これによります歳入歳出

予算の総額に増減はございません。 

 続きまして、議案第１０６号「平成２５年度西

予市公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、歳入において下水道使用料及び

前年度繰越金の確定による増額とそれに伴う一般

会計繰入金を減額するものであります。 

 歳出においては、歳入の補正に伴う充当財源の

組み替えを行うもので、これによります歳入歳出

予算の総額に増減はございません。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 平野公営企業部長。 

○平野公営企業部長 議案第１０７号「平成２５

年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、前年度繰越金の確定と城川地区

六十本村簡易水道配水管布設がえ工事の変更及び

城川地区川津南簡易水道の供用開始に伴うもので

あります。 

 歳出の主なものでは、六十本村簡易水道配水管

布設がえ工事の給水管延長による設計変更に伴い

施設整備事業費を１６０万円、各施設の老朽化対

策の財源とする基金積立金３，１２０万円をそれ

ぞれ増額いたしております。 

 歳入では、前年度繰越金３，１９７万４，００

０円、川津南簡易水道の供用開始に伴う給水収入

８２万５，０００円、六十本村簡易水道配水管布

設がえ工事の設計変更に伴う事業分担金１４４万

円をそれぞれ増額いたしております。これにより

まして、既決いただいております歳入歳出にそれ

ぞれ３，４５１万６，０００円を増額し、歳入歳

出予算の総額を２億７，６８１万４，０００円と

定めるものであります。 

 続きまして、議案第１０８号「平成２５年度西

予市上水道事業会計補正予算（第２号）」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 第２条の収益的収入及び支出では、支出につき

まして、水道技術管理者の資格取得に係ります旅

費５０万８，０００円を増額し、総額を５億８，

３９６万円といたしております。 

 第３条の資本的収入及び支出では、支出につき

まして、漏水探知機の購入によります備品費７９

万８，０００円を増額し、総額を７億４，６１２

万１，０００円といたしております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する額を補填する財源につきましては、第３条

本文括弧書きのとおりに改めております。 

 続きまして、議案第１０９号「平成２５年度西

予市病院事業会計補正予算（第２号）」について

提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、宇和病院の補助事業

費の増額及び新病院建設に係る収入の調整、両病

院の医療機器購入経費並びに医療訴訟に係る経費

の増額を行うものでございます。 

 第２条の業務の予定量では、主な建設改良事業

といたしまして、医療機器備品購入費を８５９万

２，０００円増額するものでございます。 

 第３条の収益的収入及び支出では、医療訴訟に

伴う損害保険金として医業外収益を２００万円増

額し、訴訟に係る弁護士報酬及び旅費等のほか、

医師住宅等の修繕費などの医業費用２８０万５，

０００円を増額し、収益的収入の総額を３１億
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７，３２５万９，０００円、収益的支出の総額を

３１億４，６８３万４，０００円といたしており

ます。 

 次に、第４条の資本的収入及び支出では、新病

院建設に係る国庫補助金の減額に伴い、一般会計

出資金、企業債及び県補助金を増額し、宇和病院

の災害拠点病院等機能強化事業費補助金及び新人

看護職員研修事業補助金を増額計上いたしており

ます。これらによりまして、資本的収入の総額を

４０億７，２４８万３，０００円といたしており

ます。 

 また、宇和病院及び野村病院の医療機器や備品

類の購入のための固定資産購入費８５９万２，０

００円を増額し、資本的支出の総額を４５億３，

４７５万５，０００円といたしております。 

 第５条では、企業債の限度額を表のとおりに補

正するものでございます。 

 第６条では、新病院の建設に伴う出来高分の部

分払いを行うため、一時借入金の限度額を１０億

５，０００万円に増額するものであります。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午前１１時０８

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時２

０分） 

  （日程９） 

○議長 次に、日程第９、認定第１号「平成２４

年度西予市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 井上会計管理者。 

○井上会計管理者 認定第１号「平成２４年度西

予市一般会計歳入歳出決算の認定について」ご説

明をさせていただきます。 

 お手元のほうに地方自治法に基づきます平成２

４年度決算における主要な施策の成果報告書をお

配りさせていただいております。主にこれに基づ

きまして説明をさせていただきます。 

 まず初めに、その概要から申し上げます。 

 資料は１ページでございます。 

 平成２４年度におきましては、誇れる愛着の持

てる西予づくりを基本理念とするマニフェスト２

００８の政策提言を一歩前進させ、地域経済状況

や市の財政状況を直視した上で持続可能な財政構

造を構築する手法を取り入れ、西予市総合計画を

着実に推進する、地域経済状況に適切に対応す

る、厳しい財政状況に対応するための改革に踏み

込んでいく、これら３つの基本方針のもとで市政

運営に取り組んできたところでございます。 

 以下、平成２４年度一般会計の決算の状況とあ

わせまして普通会計における財政指標等の状況に

ついても説明し、主要な施策の成果につきまして

その概略を報告いたします。 

 まず、一般会計の決算規模と決算収支について

ご説明申し上げます。 

 資料は２３ページをお開きください。 

 平成２４年度の一般会計の決算規模は、歳入決

算額２４９億４，１２６万９，０００円、歳出決

算額２３５億５，０２５万１，０００円、歳入歳

出差し引き額は１３億９，１０１万８，０００円

となり、繰越財源１億４，４６１万６，０００円

を除きますと実質収支は１２億４，６４０万２，

０００円となります。 

 次に、歳入決算の概要についてご説明申し上げ

ます。 

 平成２４年度の決算額は、前年度に対しまして

１８億９７４万２，０００円の減となっておりま

す。 

 その主な要因といたしましては、歳出で庁舎建

設事業等の大型事業と地域活性化交付金を活用し

た繰越事業等が終了したことによるものでござい

ます。 

 また、市税は３１億２，７２９万１，０００円

で、市民税が年少扶養控除廃止に伴い増となりま

したが、固定資産税は評価がえにより減となり、

前年度と比較しまして３，８９２万８，０００円

の減となっております。 

 普通交付税は１１８億８，４０２万６，０００

円で、投資的経費、給与関係経費の見直しと公債

費償還に係る基準財政需要額が減となりましたこ

とにより、前年度と比較して２億４，１１２万

６，０００円の減となっております。 

 歳入のうち依存財源が７９．７％と依然国や県

に依存する財政基盤が脆弱な状況となっておりま

すことから、今後も国の歳出歳入一体改革や国・

地方が一体となって取り組む財政の健全化施策に

より大きな影響を受けることが想定されます。 

 次に、地方交付税の状況につきまして説明いた
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します。 

 資料は２５ページでございます。 

 普通交付税額につきましては、投資的経費、給

与関係経費の見直しと公債費償還に係る基準財政

需要額が減となりましたことにより、対前年度２

億４，１１２万６，０００円減の１１８億８，４

０２万６，０００円となっております。 

 特別交付税につきましては、対前年度１，９９

６万１，０００円減の１２億５，８５８万３，０

００円が交付されました。 

 また、臨時財政対策債につきましては、対前年

度３，２７９万９，０００円減の９億２，４０１

万４，０００円で、これを含めました交付税総額

は前年度に比べて２億７，９２７万２，０００円

の減となっております。 

 次に、財政力指数の状況についてご説明いたし

ます。 

 資料は２６ページになります。 

 平成２４年度の財政力指数は０．２４１で、前

年度より０．００６ポイント低下いたしておりま

す。平成２３年度の全国市町村平均が０．５１、

平成２４年度の県市町平均は０．４３であります

ことから、本市の財政力は依然極めて脆弱な状況

にあります。今後の見通しにつきましては、基準

財政収入額の変化は少ないものの、人口の減少等

により基準財政需要額が縮減傾向にありますた

め、結果としてこの指数がわずかながら上昇する

ことが予想されます。 

 次に、市債の状況について説明いたします。 

 資料は２７ページになります。 

 市債の発行につきましては、不足財源の補填と

して健全財政を維持できる範囲内で財政上有利な

起債を必要最小限借り入れすることにしておりま

す。平成２４年度の決算額は２３億６，７５０万

円で、庁舎建設事業等の大型建設事業の終了並び

に臨時財政対策債発行可能額の減により、前年度

と比較しまして２億６，４１０万円の減となって

おります。地方債残高は前年度と比較して９億

１，４９８万３，０００円減の３３６億９０万

３，０００円となっております。 

 次に、歳出決算の概要につきまして説明いたし

ます。 

 資料は２８ページになります。 

 平成２４年度の決算額は前年度と比較し２５億

６，５３８万６，０００円の減となっておりま

す。 

 その主な要因は、庁舎建設事業等の大型建設事

業の終了並びに基金積立金が減となったことによ

るものであります。 

 性質別決算額では、人件費が４５億４，４３８

万８，０００円、公債費が３７億５，７４０万

円、物件費が３５億３，０５５万２，０００円、

普通建設事業費が２５億９，４５６万円で、これ

らの合計が歳出の６１．３％を占めております。

人件費、扶助費、公債費を合わせました義務的経

費の合計は１１１億３８１万３，０００円となっ

ており、前年度と比較し普通建設事業費が庁舎建

設事業等の大型事業が終了したことにより９億

８，８１９万５，０００円の減、積立金は災害対

策基金等の積立減によりまして１３億５，３６１

万９，０００円の減となっております。 

 目的別に見ますと、民生費が６３億３，６８４

万３，０００円、公債費が３７億５，７１０万

円、教育費が２４億６，６９０万８，０００円、

農林水産業費が２４億６，６５５万１，０００円

で、これらの合計が歳出の６割以上を占めており

ます。 

 次に、実質公債費比率の状況について説明いた

します。 

 資料は３０ページになります。 

 平成２４年度の実質公債費比率は１１．２％

で、前年度より０．６％減となっております。こ

れは過疎対策事業債及び辺地対策事業債等の償還

金が減額となったことが主な要因となっておりま

す。今後は下水道事業並びに新市立病院建設事業

に対する公営企業会計への繰出金が増加いたしま

すとともに、普通交付税において合併算定がえの

特例措置分が段階的に縮減されることにより実質

公債費比率は上がってくると見込まれます。 

 次に、健全化判断比率の状況について説明いた

します。 

 資料は３１ページになります。 

 平成２４年度決算における健全化判断比率につ

きましては、次のページの表のとおりでございま

すが、このうち実質公債費比率が対前年度０．

６％減の１１．２％、将来負担比率が対前年度１

１．２％減の５８．３％となっており、前年度同

様いずれの指標も早期健全化基準を下回っている

状況であります。 

 しかしながら、今後実質公債費比率につきまし
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ては、一般会計における公債費の増加とともに、

特別会計等への繰出金のうち、元利償還の財源に

充てたと認められる額の増大等により上昇し、将

来負担比率につきましても、特別会計等への地方

債の元金償還に充てる一般会計等からの繰り出し

見込み額や充当可能基金の減少等により上昇する

ことも見込まれ、財政全般にわたる慎重な運営が

求められます。 

 次に、主要な施策の成果につきまして、その概

略をご報告いたします。 

 資料のほう、２ページにお戻りください。 

 平成２４年度の主な事業といたしまして、減災

のまちづくりをテーマとした地域防災体制整備事

業、不易流行の豊かな文化を生かしたまちづくり

テーマとしたおイネ賞事業、産業の再生育成をテ

ーマとした自然資源活用型集落営農活性化事業、

再生可能エネルギーへの取り組みをテーマとした

オフセットクレジット導入事業、魅力あふれるま

ちづくりをテーマとしたジオパーク構想推進事

業、住民参加の地域づくりをテーマとしたせいよ

地域づくり交付金事業等を行いました。 

 また、歴史的円高等を踏まえ、海外競争力強化

等を初め、地域経済の活性化や雇用機会の創出を

図るなど、住民のニーズに適切に対応した行政サ

ービスを展開できるよう、地方財政計画の中に地

域経済基盤強化雇用等対策費が創設されましたこ

とに対応し、地域経済の活性化や雇用の維持・創

出に努めるための事業を行いました。今後社会保

障費、公債費、繰出金等が増加するとともに、合

併に伴う財政的支援措置が徐々になくなり、厳し

い財政運営となることが想定されますので、限ら

れた財源を有効に活用するため、行財政のスリム

化と効率化に積極的に取り組み、持続可能な財政

基盤を確立することが急務となっております。 

 なお、主要な施策の成果の概要につきまして

は、当成果報告書の１１ページから１９ページに

記載をいたしておりますので、お目通しを賜りた

いと存じます。 

 以上、主要な部分のみをご説明申し上げました

が、詳細につきましては、各常任委員会におきま

して施策の成果報告書に基づき各担当部課長がご

説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、

ご認定いただきますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午前１１時３５

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後１時００

分） 

  （日程１０） 

○議長 次に、日程第１０、認定第２号「平成２

４年度西予市授産場特別会計歳入歳出決算の認定

について」から認定第１３号「平成２４年度西予

市野村介護老人保健施設事業会計決算の認定につ

いて」までの１２件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 井上会計管理者。 

○井上会計管理者 それでは、平成２４年度西予

市特別会計の決算につきましてご説明を申し上げ

ます。 

 資料は同じく平成２４年度決算における主要な

施策の成果報告書に基づき説明をさせていただき

ます。 

 公営企業会計を除きます特別会計全体の歳入決

算額は１３８億２，５９５万３，０００円、歳出

決算額が１３６億３，４０８万７，０００円、歳

入歳出差し引き額は１億９，１８６万６，０００

円となり、繰り越すべき財源８０８万５，０００

円を差し引いた実質収支は１億８，３７８万１，

０００円の黒字決算となっております。 

 それでは、これから会計別にご説明を申し上げ

ます。 

 まず、認定第２号「平成２４年度西予市授産場

特別会計歳入歳出決算の認定について」ご説明を

申し上げます。 

 資料は２７９ページからでございます。 

 授産場特別会計は、歳入総額２，２６９万７，

０００円、歳出総額２，０６０万９，０００円

で、前年度と比較いたしまして歳入総額は１５１

万５，０００円の減、歳出総額は９５万６，００

０円の増となりまして、形式収支、実質収支とも

に２０８万８，０００円でございます。 

 手袋加工賃等の事業収入につきましては７４８

万６，０００円で、前年度と比較いたしまして１

７３万８，０００円の減、１８．８％の減収とな

りました。 

 続きまして、認定第３号「平成２４年度西予市

住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の

認定について」ご説明を申し上げます。 

 資料は２８３ページになります。 

 住宅新築資金等貸付事業特別会計は、歳入歳出
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総額ともに６８１万円であり、形式収支、実質収

支とも０円となっております。 

 続きまして、認定第４号「平成２４年度西予市

育英会奨学資金貸付特別会計歳入歳出決算の認定

について」ご説明を申し上げます。 

 資料は２８４ページからでございます。 

 平成２４年度決算額は、歳入総額が１億１，８

７９万７，０００円で、前年度と比較しまして

１，８７９万４，０００円の増、歳出総額は２，

８５０万２，０００円で、前年度との比較では２

９４万７，０００円の減となりまして、形式収

支、実質収支ともに９，０２９万５，０００円を

計上いたしております。 

 なお、平成２４年度貸付者は継続５３名、新規

２１名で、貸付総額は２，８２６万円、償還者は

延べ６１６名で、償還総額５，０２４万３，００

０円となりました。 

 続きまして、認定第５号「平成２４年度西予市

国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」ご説明を申し上げます。 

 資料は２８６ページからでございます。 

 まず、国民健康保険特別会計事業勘定は、歳入

総額が５７億４，９９５万３，０００円、歳出総

額は５７億４，９５６万３，０００円となり、形

式収支、実質収支ともに３９万円の黒字決算とな

っております。しかしながら、当会計は平成２２

年度に財政調整基金をほぼ取り崩して以来、一般

会計からの繰入金により収支均衡を図るという厳

しい財政運営が続いておりましたことから、今年

度には保険税率の改正を実施したところでござい

ます。当会計におきましては、保険税の収納率を

向上させますとともに、特定健診事業等の積極的

推進によって医療費の削減を図り、国保会計の健

全化に努めてまいりたいと存じます。 

 次に、診療所施設勘定についてご説明申し上げ

ます。 

 資料は２９１ページからでございますが、まず

２９３ページをお開きください。 

 市内１０診療所の歳入総額は４億２，０３６万

３，０００円、歳出総額が４億１，３６２万円と

なり、形式収支、実質収支ともに６７４万３，０

００円となっておりますが、歳入総額から一般会

計繰入金、前年度繰越金を除きますと８，４００

万円の赤字となっております。 

 前年度と比較をいたしますと約３，０００万円

ほどの赤字の改善が見られますが、その主な要因

といたしましては、平成２４年度から俵津診療所

の医科部分を医療法人ゆうの森へ無償貸与したこ

と並びに惣川診療所の移転改修が平成２３年度に

完了したことによるものであります。今後も一般

会計繰入金の削減を図るため、診療所再編の実施

や医薬材料等の一括購入による経費削減に努める

とともに、随時老朽化した施設の改修等にも取り

組みながら地域になくてはならない診療所づくり

に努めてまいります。 

 続きまして、認定第６号「平成２４年度西予市

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」ご説明申し上げます。 

 資料は３０４ページからでございます。 

 まず、歳入総額は６億９１７万３，０００円

で、前年度と比較いたしまして６，７１５万３，

０００円の増、歳出総額が５億９，８６２万５，

０００円で、前年度と比較して５，７９８万円の

増となりまして、形式収支、実質収支ともに１，

０５４万８，０００円の黒字額を計上いたしてお

ります。 

 歳入につきましては、被保険者の保険料が３億

４，３１７万８，０００円、繰入金が２億５，４

０９万５，０００円、後期高齢者医療健康診査の

受託収入などの諸収入１，０５２万６，０００円

が主なものでございます。 

 歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合

納付金が５億６，２５０万６，０００円となり、

歳出全体の９３．９％を占め、歳出のほとんどが

実績額確定に伴う保険料、保険基盤安定分、広域

連合の共通経費となってございます。 

 続きまして、認定第７号「平成２４年度西予市

介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」

ご説明を申し上げます。 

 資料は３０６ページでございます。 

 介護保険特別会計事業勘定は、歳入総額が５０

億６，３８３万円で、前年度と比較しまして１億

９，３６２万円の増、歳出総額は５０億３，４５

９万円で、前年度と比較しまして１億８，０７１

万７，０００円の増となりまして、形式収支、実

質収支ともに２，９２４万円の黒字額を計上いた

しております。今後も被保険者の心身の状況、そ

の置かれている環境等に応じ、被保険者の選択に

基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービス

が多様な事業者または施設から総合的かつ効率的
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に提供されるよう配慮し、介護保険の健全かつ安

定した運営を図ってまいります。 

 続きまして、認定第８号「平成２４年度西予市

農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」ご説明を申し上げます。 

 資料は３１５ページからでございます。 

 農業集落排水事業特別会計における歳入総額は

４億４，２１２万５，０００円で、前年度と比較

いたしまして２，７１１万１，０００円、６．

５％の増、歳出総額が４億４，１０２万４，００

０円で、前年度と比較して２，７２０万５，００

０円、６．６％の増となりまして、形式収支、実

質収支ともに１１０万１，０００円の黒字額を計

上いたしております。 

 本事業につきましては、現在１０処理区が稼働

いたしておりまして、今後の予定といたしまして

は、老朽化施設の更新計画を策定し、施設の長寿

命化と汚水処理機能の強化に取り組んでまいりま

す。 

 続きまして、認定第９号「平成２４年度西予市

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」ご説明を申し上げます。 

 資料は３２１ページからになります。 

 公共下水道事業特別会計は、歳入総額１１億５

７３万３，０００円で、前年度と比較いたしまし

て１億５，０３３万４，０００円、１５．７％の

増、歳出総額は１０億９，７３５万２，０００円

で、前年度と比較して１億６，２２５万９，００

０円、１７．４％の増となりまして、形式収支で

は８３８万１，０００円の黒字となり、実質収支

におきましても４６万７，０００円の黒字額を計

上いたしております。 

 事業内容につきましては、宇和処理区、野村処

理区ともに供用を開始しており、拡張区域の整備

を鋭意進めているところでございます。 

 以上、西予市簡易水道事業特別会計を除きます

平成２４年度西予市各特別会計歳入歳出決算につ

きまして大変大まかな説明となりましたが、詳細

につきましては、各常任委員会におきまして各担

当部課長からご説明を申し上げますので、よろし

くご審議をいただき、ご認定いただきますようお

願い申し上げます。 

○議長 平野公営企業部長。 

○平野公営企業部長 認定第１０号「平成２４年

度西予市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 資料は平成２４年度決算における主要な施策の

成果報告書３１１ページからになります。 

 西予市簡易水道事業特別会計は、歳入総額が２

億８，６４７万２，０００円で、主な収入といた

しましては、給水収入１億３，３３４万４，００

０円、繰入金８，８８２万５，０００円、補償金

免除繰上償還に伴う借入金２，３７０万円などで

あります。 

 歳出総額は２億４，３３９万２，０００円で、

主な支出といたしましては、事業費１億５，６０

８万９，０００円及び公債費８，７３０万３，０

００円であります。 

 以上によりまして歳入歳出差し引き額である形

式収支は４，３０８万円の黒字となり、翌年度に

繰り越すべき財源１７万１，０００円を差し引い

た実質収支においても４，２９０万９，０００円

の黒字額を計上いたしております。 

 続きまして、認定第１１号「平成２４年度西予

市上水道事業会計決算の認定について」提案理由

のご説明を申し上げます。 

 公営企業会計決算書の１６ページをお開きくだ

さい。 

 まず、平成２４年度の西予市上水道事業の連結

決算における概要を報告いたします。 

 総括事項として営業収益における給水収益につ

きましては、前年度比１．２％の減となりました

が、このことは少子・高齢化による給水人口の減

少と節水型生活環境への移行が減収の主要因であ

ると推測しております。経常利益につきまして

は、前年度に実施しました事業体統合に向けた経

営変更認可業務に関する費用の減少が増益の主要

因であります。 

 次に、イの業務量でありますが、給水人口は前

年度から３７７人減少し２万９，２４０人、年間

総有収水量は前年度比１．０％減の３２０万８，

１１８立方メートルとなりました。 

 次に、収益的収入及び支出の決算額についてご

説明いたします。 

 ４ページをお開きください。 

 水道事業収益６億４７２万４，８８５円に対し

まして水道事業費用は５億３，３５３万６，７５

１円となり、前年度と比較しまして収益は０．

５％の減、費用は５．４％の減となっておりま

す。なお、これらは消費税込みの金額でありま
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す。 

 このことを８ページの損益計算書でご説明いた

しますと、１の営業収益５億５，２５８万８，５

２９円に対しまして２の営業費用は４億８，５３

９万８７０円であり、差し引きの営業利益は６，

７１９万７，６５９円となりました。 

 次に、３の営業外収益は、水道加入金など２，

４２６万４，４２８円となっており、４の営業外

費用は、主に企業債の支払い利息として３，４１

５万６，４８３円を支出しております。 

 以上によりまして、経常利益は前年度比４３．

５％増の５，７３０万５，６０４円、当年度純利

益は前年度比４６．２％増の５，６８７万９，４

８１円となり、当年度未処分利益剰余金が１億

８，３３６万９，２１０円となっております。 

 なお、積立金と合わせた利益剰余金の合計は６

億８，２２８万８，７９７円であります。 

 次に、資本的収入及び支出についてご説明をい

たします。 

 ６ページをお開きください。 

 資本的収入につきましては、税込み収入総額

９，０９６万４，２０２円となっております。そ

の内訳は、工事負担金４９８万１，２００円、企

業債７，３５０万円、補助金１，２４８万３，０

０２円であります。 

 次に、資本的支出につきましては、税込み支出

総額４億９，８８９万５，７３６円で、建設改良

費として２億９，８５６万７，３２３円、企業債

償還元金として１億９，４３２万８，４１３円を

支出しております。建設改良の主な工事は、宇和

上水道県道宇和高山線配水管布設がえ工事、野村

上水道貝吹・予子林方面電気計装設備改良工事、

三瓶上水道朝立地区配水管布設工事等でありま

す。 

 また、資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する４億７９３万１，５３４円につきまして

は、過年度及び現年度分損益勘定留保資金、建設

改良積立金及び減債積立金等により補填をいたし

ました。 

 なお、３５ページからは各上水道事業の決算資

料を掲載しておりますので、ご参照願います。 

 続きまして、認定第１２号「平成２４年度西予

市病院事業会計決算の認定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 公営企業会計決算書の９０ページをお開きくだ

さい。 

 平成２４年度の病院事業の概要についてご報告

いたします。 

 近年全国的にも医師不足が問題となっておりま

すが、本市においても例外ではなく、両病院とも

慢性的な医師不足の状況が続いております。この

ような状況の中、外来診療や入院業務はもとよ

り、２次救急患者の受け入れや近隣診療所への出

張診療等の支援、訪問診療や訪問看護を行うなど

地域医療の確保に努めました。 

 宇和病院につきましては、松山日赤病院から月

１回整形外科の非常勤医師の支援が加わり、計月

３回の診療を行いました。 

 また、医師の当直回数の多さがかねてより懸案

となっておりましたが、愛媛大学附属病院から当

直医師の派遣を受け負担軽減につながっておりま

す。 

 野村病院におきましては、愛媛大学医学部の支

援などにより新たに医師２名を確保するととも

に、愛媛大学地域医療学講座・地域サテライトセ

ンターの教授等と協力しながら診療に当たりまし

た。現在も新市立病院開院に向け、なお一層医師

確保に努力をしているところでございます。 

 次に、イの業務量でございますが、宇和病院で

は年間入院延べ患者数３万５，７０７人、外来延

べ患者数３万４６５人、野村病院では年間入院延

べ患者数３万３，５６４人、外来延べ患者数６万

２，８４１人となっております。 

 次に、７８ページの決算報告書をごらんくださ

い。 

 まず、病院事業収益２８億８，４１３万３１７

円に対しまして病院事業費用は２８億４，１６１

万４，８６４円となっております。なお、これは

消費税込みの金額でございます。 

 このことを８２ページの損益計算書でご説明い

たしますと、１の医業収益２６億６，４９４万

７，０８４円に対し、２の医業費用は２７億４，

２３５万４，８１３円で、差し引き７，７４０万

７，７２９円の営業損失を計上することとなりま

した。これは収益がほぼ前年度並みであったのに

対し、医療の充実を目的とした人員の増や非常勤

医師に係る人件費が増加したことなどが主な要因

となっております。 

 次に、３の医業外収益は２億１，３６０万３，

５１８円で、うち１億８，８２８万８，２５６円
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が一般会計からの負担金及び補助金でございま

す。 

 医業外費用は９，２３１万４，４８４円で、主

に企業債の利息及び控除対象外消費税として計上

される雑支出でございます。 

 以上によりまして、経常利益は前年度比６７．

７％減の４，３８８万１，３０５円、当年度純利

益は前年度比６８．０％減の４，１３３万２，７

６７円となりました。当年度未処分利益剰余金は

３億３，０３０万７，５２５円となっておりま

す。 

 なお、積立金と合わせた利益剰余金の合計は５

億１，８２０万７，５２５円であります。 

 次に、資本的収入及び支出についてご説明をい

たします。 

 ８０ページをお開きください。 

 資本的収入の総額は３億２，８３３万６，１６

７円で、内訳は一般会計出資金１億１，０１３万

７，１６７円、企業債２億１，５２０万円、補助

金２９９万９，０００円であります。 

 次に、資本的支出につきましては、税込み支出

総額は４億８，８１１万３，８６５円で、これは

医療機器の更新や野村病院の外壁ほかの改修工事

及び新病院建設に係る建設改良費３億９，１２８

万４，５７６円と企業債償還元金の９，６８２万

９，２８９円となっております。 

 なお、第１項の建設改良費のうち新市立病院建

設に係る決算額は１億８，１６５万６６１円であ

ります。これにより資本的収入額が資本的支出額

に対して不足する額２億１，８１７万９９８円に

つきましては、過年度分損益勘定留保資金、繰越

工事資金等で補填をいたしました。 

 なお、平成２４年度から翌年度へ繰り越した額

は、地方公営企業法第２６条に基づく建設改良繰

り越し２億６，４９８万５，３００円と新病院本

体工事に係る継続費逓次繰り越しの１４億７，１

２０万円でございます。 

 １１１ページからは宇和・野村病院ごとの決算

資料を掲載しておりますので、ご参照ください。 

 続きまして、認定第１３号「平成２４年度西予

市野村介護老人保健施設事業会計決算の認定につ

いて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 同じく公営企業会計１４０ページをお開きくだ

さい。 

 まず、１の収益的収入及び支出についてご説明

いたします。 

 施設事業収益は４億４，１４５万９３６円に対

しまして施設事業費用は４億４，１８９万１，８

７３円となり、前年度と比較しまして収益は０．

４％の増、費用は１．０％の増となっておりま

す。なお、これらは消費税込みの金額でありま

す。 

 このことを１４４ページの損益計算書でご説明

いたしますと、１の施設運営事業収益４億２，１

４３万８，４３６円に対しまして２の施設運営事

業費用は４億２，３２２万９８８円となり、差し

引きの営業損失は１７８万２，５５２円となりま

した。 

 次に、３の施設運営事業外収益は、市からの補

助金など１，９６３万９，２９５円となってお

り、４の施設運営事業外費用は、主に企業債の支

払い利息として１，８４２万３，４２７円を支出

しております。 

 以上によりまして、経常損失が１２１万５，８

６８円、当年度純損失が５６万６，６８４円とな

りました。 

 なお、前年度までの繰越欠損金と合わせた当年

度未処理欠損金は５，０２０万２，５７９円とな

りました。 

 １４２ページをお開きください。 

 ２の資本的収入及び支出でありますが、資本的

収入はありません。 

 一方、資本的支出につきましては、企業債償還

元金のほかエアコン改修工事等で決算額は３，６

８８万８，２１５円となりました。 

 支出に対する不足額につきましては、過年度分

損益勘定留保資金で補填いたしました。これらに

伴います事業の概要につきましては、１４９ペー

ジの貸借対照表及び１５２ページからの事業報告

書をご参照願います。今後とも関係機関と緊密な

連携を図り、効率的な施設利用の確保及び経費節

減に努め、さらなるサービスの向上と健全経営を

図ってまいりたいと考えております。 

 以上、４認定案件よろしくご審議を賜り、ご認

定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 ただいま議題となっております認定第１号から

認定第１３号までの監査報告を求めます。 

 正司代表監査委員。 

○正司監査委員 決算審査意見について報告申し
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上げます。 

 市長から、平成２５年６月２６日付で地方自治

法の規定に基づいて審査に付されました平成２４

年度西予市一般会計、特別会計及び西予市基金運

用状況並びに平成２５年６月１７日付で地方公営

企業法の規定に基づいて審査に付されました平成

２４年度西予市公営企業会計の決算について慎重

に審査し、審査の結果の意見書を去る８月１４日

に市長に提出したところでございます。 

 以下、その内容についてご報告いたします。 

 お手元の平成２４年度西予市一般会計及び特別

会計決算審査意見書１ページをお開きください。 

 第１、審査の概要です。 

 審査の対象は、平成２４年度西予市一般会計及

び平成２４年度西予市授産場特別会計外８特別会

計歳入歳出決算であります。 

 審査の期間は、平成２５年６月２７日から平成

２５年８月８日までの間実施いたしました。 

 審査方法につきましては、市長から提出されま

した一般会計と特別会計歳入歳出決算書、その他

政令で定められた書類について、関係諸帳簿及び

証拠書類と照合し、計数の正確性、予算の執行状

況の適否等通常実施すべき審査手続を実施すると

ともに、定期監査及び例月現金出納検査等の結果

も参考にしながら審査をいたしました。 

 第２、審査の結果です。 

 適正に執行されていると認められました。 

 なお、各会計の決算審査の状況及び意見は、２

ページ以降に記載しておりますので、お目通しい

ただき、詳細の説明は省略させていただきます。 

 次に、５４ページをお開きください。 

 決算審査の概要であります。 

 平成２４年度一般会計及び特別会計の決算規模

は、歳入が３８７億６，７２２万円、歳出が３７

１億８，４３４万円で、前年度と比較して歳入は

１５億７，４５４万円、歳出は２３億５，１７２

万円それぞれ減少しています。 

 また、決算収支では、歳入総額から歳出総額を

差し引いた形式収支額は１５億８，２８８万円

で、翌年度へ繰り越すべき財源１億５，２７０万

円を差し引いた実質収支額は１４億３，０１８万

円の黒字となっています。一般会計の形式収支額

は１３億９，１０２万円で、翌年度へ繰り越すべ

き財源を差し引いた実質収支額は１２億４，６４

０万円となり、実質単年度収支額においても９億

４，５７１万円の黒字となります。 

 特別会計では、形式収支額は１億９，１８６万

円、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質

収支額は１億８，３７８万円となり、単年度収支

額においても３，７４７万円の黒字となっていま

す。 

 予算の執行につきましては、誇れる愛着の持て

る西予づくりを基本理念とするマニフェスト２０

０８の政策提言を一歩前進させた施策を推進すべ

く、地域防災体制の整備やジオパーク構想の推

進、子育て負担軽減のための入院医療費助成など

多くの事業について着実に執行しております。市

民にいい実感を持っていただくためにも職員一人

一人が法令遵守や資質の向上に努め、さらには全

体の行政力を高めることで最少の経費で最大の効

果を上げる行政運営であることを望むものであり

ます。 

 なお、今後の行政運営において配慮していただ

く内容について申し上げますと、１点目は普通会

計の財政指標について、公債費負担比率は１９．

５％で、前年度と比較して０．５ポイント上昇し

ていますが、実質公債費比率は１１．２％と年々

改善されています。 

 しかし、財政力指数は０．２４で、前年度と比

較して０．０１ポイント低下し、経常収支比率も

８６．４％と財政の硬直化が進んでいます。自主

財源の乏しい当市にとっては厳しい現状ではあり

ますが、引き続き健全な財政運営に取り組んでい

ただくよう望むものです。 

 ２点目は、一般会計について、歳入では自主財

源の構成比が２０．２％、依存財源が７９．８％

で、前年度と比較して自主財源が０．８ポイント

減少しています。また、地方交付税等が約３億円

減額になるなど厳しい財政運営の中で約３億３０

０万円を財政調整基金へ積み立てしています。今

後合併算定がえの適用除外により普通交付税が

年々減少する見通しであることから、将来を見据

えた堅実な財政運営に努めていただくよう願うも

のです。 

 歳出では、農林水産業費及び土木費について国

の緊急経済対策が年度後半に決定されたことなど

により、翌年度繰越額が大幅に増額となっており

ます。計画的・効率的な事業の執行に配慮してい

ただくようお願いいたします。 

 また、今後は大型建設事業の実施に伴う起債償
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還なども考慮し、長期計画に基づく財政運営に努

め、行政評価システムのさらなる実施により限ら

れた財源の重点的・効果的配分を行い、行政のス

リム化に努められることを望むものであります。 

 ３点目として、特別会計については、一般会計

から２３億９，０１８万６，０００円の繰り出し

があり、前年度と比較して１億７，８０８万４，

０００円増加しております。効率的な事業運営の

実施や保険料等の収入財源の着実な確保により繰

出金の削減に努力していただきたいと考えます。 

 なお、国民健康保険の診療勘定においては、明

浜地域の診療所再編などにより繰出金が減額とな

っていますが、今後特別会計全体についても住民

サービスを考慮しながら計画的な事務運営に努め

ていただきたいと考えます。 

 以上、一般会計及び特別会計決算審査意見の報

告とさせていただきます。 

 次に、お手元の平成２４年度西予市公営企業会

計決算審査意見書の１ページをお開きください。 

 審査の概要です。 

 審査の対象は、平成２４年度上水道事業、病院

事業及び野村介護老人保健施設事業の３事業の会

計決算であります。 

 審査の期間は、平成２５年６月２０日から平成

２５年７月１９日までの間実施いたしました。 

 審査の方法につきましては、３事業会計の決算

報告書、財務諸表及び決算附属書類が地方公営企

業法、その他関係法令の規定に基づいて作成され

ているか、またこれらの計数、経営成績及び財政

状況が適正に表示されているかについて関係諸帳

簿により審査をいたしました。 

 審査の結果は、いずれも法令に基づいて作成さ

れ、計数、経営成績及び財政状況についても適正

に表示されていると認められました。 

 なお、各会計の決算審査の状況及び意見は、２

ページ以降に記載しておりますので、お目通しい

ただき、詳細の説明は省略させていただきます。 

 次に、１７ページをお開きください。 

 上水道事業会計の経営状況についての概要であ

ります。 

 （３）以降を見ていただきますと、経営状況に

ついて、上水道事業の総収益は５億７，７０４万

円で、前年度に比べ３６１万円減少し、総費用は

５億２，０１６万円で、前年度に比べ２，１５９

万円減少したことから、当年度の純利益は５，６

８８万円となり減収増益となっています。 

 少子・高齢化に伴い人口が年々減少し、これに

伴って給水人口や総配水量も減少傾向にある中で

施設の老朽化と近い将来起きると想定されている

南海トラフの地震に備えた耐震化の推進は今後の

大きな課題であります。そのためにも平成２２年

の西予市水道料金検討委員会の答申に基づいた事

業統合による経営の安定化は必然的であり、将来

を見据えた水道事業のあり方などに市民の理解が

得られるよう努められるとともに、水道事業体の

統一化に期待するものです。 

 次に、３３ページをお開きください。 

 病院事業会計の経営状況についての概要であり

ます。 

 （３）以降を見ていただきますと、経営状況に

ついて、病院事業の総収益は２８億７，９３９万

円で、前年度に比べて４１２万円の微減となり、

総費用は２８億３，８０６万円で、前年度に比べ

８，３７９万円増加したことから、当年度の純利

益は４，１３３万円、内訳は宇和病院が３９６万

円の赤字、野村病院が４，５３０万円の黒字とな

り、前年度に比べ８，７９１万円の減収減益とな

っています。 

 総収益、純利益が減少した要因は、人口の減少

などによる患者数の減少のほか、職員の増加によ

る給与費の増加が上げられます。平成２６年度完

成予定の新病院では、医師が確保され患者が病院

に足を運んで安心して治療に専念できる地域医療

の充実と病院経営の長期健全化に期待をするもの

であります。 

 次に、４７ページをお開きください。 

 野村介護老人保健施設つくし苑事業会計の経営

状況についての概要であります。 

 （３）以降を見ていただきますと、経営状況に

ついてつくし苑の総収益は４億４，１０８万円

で、前年度に比べ１６８万円増加、総費用は４億

４，１６４万円で、前年度に比べ４２４万円増加

したため総費用が総収益を上回ることとなり、経

常収支は５７万円の経常損失となっております。

これは今年４月の介護保険法改正によるマイナス

改定や支出における人件費等の増加が影響したも

のと思われます。今後も介護保険施設においては

厳しい状況が続くものと予想されますが、経営の

安定化に向け現在取り組んでいる関係機関との緊

密な連携、施設利用者の増加に向け施設を継続し
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て実施していただきたいと思います。特に通所サ

ービス利用の働きかけの強化を進められ、引き続

き経営基盤の構築に研さんされるよう要望いたし

ます。 

 以上、公営企業会計決算審査意見の報告とさせ

ていただきます。 

 これで決算審査意見についての報告を終わりま

す。 

○議長 以上で監査報告は終わりました。 

  （日程１１） 

○議長 次に、日程第１１、報告第１１号「平成

２４年度健全化判断比率の報告について」から報

告第２１号「西予ＣＡＴＶ（株）の経営状況につ

いて」までの１１件を一括議題といたします。 

 理事者の報告を求めます。 

 九鬼副市長。 

○九鬼副市長 報告第１１号「平成２４年度健全

化判断比率の報告について」提案理由のご説明を

申し上げます。 

 平成２４年度決算に基づく実質赤字比率、連結

実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の

健全化判断４比率を算定いたしましたので、地方

公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１

項の規定により監査委員の意見を付し報告するも

のであります。 

 なお、財政健全化判断比率とは、市の財政運営

が将来を含め今どういう状態であるかを見るため

のものであります。その比率についてですが、実

質赤字比率及び連結実質赤字比率は財政運営の悪

化の度合いを、実質公債費比率は借金返済の度合

いを、そして将来負担比率は将来の財政運営を圧

迫する度合いをそれぞれ見るものであります。各

比率につきましては、議案書３２ページにありま

す平成２４年度健全化判断比率の状況のとおり、

いずれの比率も健全化基準を下回っており健全な

状況であります。 

 続きまして、報告第１２号「平成２４年度資金

不足比率の報告について」提案理由のご説明を申

し上げます。 

 上水道事業会計、病院事業会計、野村介護老人

保健施設事業会計、簡易水道事業特別会計、農業

集落排水事業特別会計及び公共下水道事業特別会

計につきまして、平成２４年度資金不足比率を算

定いたしましたので、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第２２条第１項の規定により監査

委員の意見を付し報告するものであります。 

 この資金不足比率とは、水道事業等の経営状態

の悪化の度合いを見るもので、その比率は議案書

つづりの３４ページにあります平成２４年度資金

不足比率の状況のとおり、各会計とも資金不足は

生じておりません。いずれの会計におきましても

健全に経営がされております。 

 以上、健全化判断比率及び資金不足比率の報告

といたします。 

 続きまして、報告第１３号「西予市土地開発公

社の経営状況について」、報告第１４号「株式会

社野村町地域振興センターの経営状況につい

て」、報告第１５号「株式会社エフシーの経営状

況について」、報告第１６号「株式会社城川開発

公社の経営状況について」、報告第１７号「株式

会社どんぶり館の経営状況について」、報告第１

８号「あけはまシーサイドサンパーク株式会社の

経営状況について」、報告第１９号「株式会社グ

リーンヒルの経営状況について」、報告第２０号

「財団法人宇和文化会館の経営状況について」、

報告第２１号「西予ＣＡＴＶ（株）の経営状況に

ついて」、一括して提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 地方自治法第２２１条第３項で規定する市の出

資比率が５０％以上の法人については、同法第２

４３条の３第２項の規定により、毎事業年度に法

人の経営状況を説明する書類を作成し、議会に提

出することが義務づけられており、本議会に９法

人の平成２４年度経営状況について報告するもの

であります。 

 各法人の経営状況の詳細につきましては、担当

部長から補足説明をさせますので、よろしくお願

いを申し上げます。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午後１時

５７分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後２時１０

分） 

 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 報告第１３号「西予市土地

開発公社の経営状況について」ご説明を申し上げ

ます。 

 その前に、西予市土地開発公社の業務遂行につ

きまして格別のご協力、ご支援を賜り、この場を

おかりしまして厚くお礼を申し上げます。 

 平成２４年度西予市土地開発公社の事業につき
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ましては、平成２５年５月１５日に監査を行い、

平成２５年７月５日の理事会におきまして事業報

告及び決算の承認を得ましたことをご報告いたし

ます。 

 それでは、説明をさせていただきます。 

 平成２４年度西予市土地開発公社の実績報告に

つきましては、完成土地売却としてさくら団地４

区画、みどり団地１区画、ひまわり団地１区画を

販売し、４，３４９万５，５５０円の収入があり

ました。現在公社におきましては、宇和町さくら

団地全８２区画のうち残６２区画を、城川町高野

子団地全１５区画のうち残８区画を、三瓶町いぶ

き団地全２４区画のうち残１３区画を、宇和町み

どり団地残１３区画、下松葉分譲地残１区画の販

売促進を行っております。 

 次に、平成２４年度の収支報告をいたします。 

 歳入の部では、事業収益４，８００万３，７４

０円、事業外収益２１０万２，２７６円、繰越金

９，０７０万６，９７２円、事業借入金５，１５

５万５，２８０円の合計１億９，２３６万８，２

６８円でございます。 

 歳出の部は、事業費用８万１，３４５円、販売

費及び一般管理費１，７７３万８，４３２円、事

業外費用３６０万９，１６３円、事業借入元金償

還１億１，００４万７，２８０円の合計１億３，

１４７万６，２２０円でございます。差し引き繰

越金といたしましては６，０８９万２，０４８円

でございます。詳細につきましては、お配りして

おります資料をお目通しください。 

 以上で西予市土地開発公社の経営状況の説明を

終わります。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 報告第１４号「株式会社野

村町地域振興センターの経営状況について」ご説

明します。 

 同社は西予市指定管理者として農業公園ほわい

とファームの管理経営に当たり、乳製品や絹製品

などの地域特産品の製造販売、レストラン事業ほ

かイベント開催による地域内外からの集客事業に

取り組んでおります。平成２４年度におきまして

は、乳製品の売り上げ３０％アップを目標に新規

取引先開拓等に取り組み、平成２３年度に開発さ

れたカマンベールチーズ等知名度向上も重なり売

上増につながりました。その結果、実質売り上げ

は約５，７００万円、前年対比０．９％の増とな

り９６万６，０００円の利益を計上できました。

期末における地域雇用者は、パート社員を含めて

１２名でございます。平成２５年度も引き続き新

規取引先の開拓や既取引先の親交、また企業や団

体への訪問等を実施し、レストランや商品の利用

促進を図るとともに、ネットや通信販売利用者等

の個人顧客に対しても情報発信等による販路拡大

に取り組んでまいります。 

 また、情報収集に努めながら新商品や企画商品

の開発も検討し、魅力ある新しい商品として販売

推進を行うとともに、売り上げの増加を図ってま

いります。 

 なお、詳細につきましては、お配りしておりま

す資料をごらんください。 

 次に、報告第１５号「株式会社エフシーの経営

状況について」ご説明いたします。 

 同社は林産材の伐出、除伐、作業道の開設、治

山等の受託作業を主な事業として、森林の保全や

林業の担い手育成等に取り組んでおります。全国

的な材価の下落が続く中、平成２４年度は素材生

産量７，５１５立米、育林面積１２３ヘクタール

とともに目標はやや下回る結果となりましたが、

今後とも森林整備に必要な後継者の育成を進める

とともに、無駄を省いた効率的な作業を行ってま

いります。この結果、売上総額では約１億４，６

００万円となり、前年対比８４％と減少しました

が、森林蘇生緊急対策事業への積極的参入により

当期純利益では６５万円を計上することができま

した。期末における地域雇用者数は３１名でござ

います。平成２５年度におきましても、原木相場

低調が続く中、大変厳しい状況となることが予想

されますが、造材から販売までの市場木材情報を

最大限に収集し、西予市内森林の適切な整備と林

業活性化に向けて将来につながる経営と担い手の

育成を確立してまいる所存でございます。 

 なお、詳細につきましては、お配りしておりま

す資料をごらんください。 

 次に、報告第１６号「株式会社城川開発公社の

経営状況について」ご説明いたします。 

 同社は西予市指定管理者として特産品センタ

ー、加工センター、クアテルメ宝泉坊など８施設

の管理経営に当たり、地域特産品の製造販売ほか

市民の健康増進、観光交流などの事業を行ってい

ます。平成２４年度実績は、実質売り上げ前年度

比１０１％の約４億８，６００万円、また当期純
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利益は１０１万円となりました。東日本大震災福

島原発事故から２年４カ月、いまだに収束のめど

が立たず、財政不安が続いていますが、アベノミ

クスにより景気回復に向けて少しずつ明るい兆し

が見えてきています。 

 しかしながら、欧州危機、長期デフレ、資源高

など依然として不安要素は払拭されたわけではあ

りません。そういった状況の中においてもたゆま

ない商品開発や販路開拓に取り組むなど営業努力

に努め、全体として増収増益となりました。期末

における地域雇用者は、パートを含め前年度比１

０人増の９１名でございます。今後とも高齢化や

景気動向など消費者ニーズの的確な把握ととも

に、自社ブランドのたゆまぬ開発など常に挑戦す

る姿勢のもとに信頼される地域の中核企業として

産業活性化に貢献してまいる所存です。 

 なお、詳細につきましては、お配りしておりま

す資料をごらんください。 

 次に、報告第１７号「株式会社どんぶり館の経

営状況について」ご説明します。 

 同社は西予市指定管理者としてふれあい市場、

レストランなどの管理経営に当たり、農林水産物

や地域特産品の販売ほか、観光交流などの事業を

行っています。今期は高速道路の延伸に伴い、宇

和島圏域で長期間開催された大型イベントの影響

により、一般客はもとより観光バスのルートもさ

ま変わりし、西予宇和インターを素通りする車が

大幅にふえました。独自イベント企画を継続的に

実施し、集客に努力はしましたが、レジ客数は前

年比９６％の４５万４，０００人となるなど、少

ながらず宇和島圏域でのイベントの影響がありま

した。経営の実績では、過去１２年間で３番目の

実績をおさめた前年度の総売り上げに比べ９６％

の約５億７，６００万円となるなど、目標の６億

円を下回る結果となりましたが、最終的には例年

並みの５５７万円の利益を計上するに至りまし

た。また、期末における地域雇用者は、パート職

員を含め前年度比２名増の２３名です。厳しい状

況の中ではありますが、現在青空市場でトレーサ

ビリティーの導入を開始するなど、出荷物の安定

的な確保とともに品質管理を徹底し、より魅力的

な施設となるよう継続して努力してまいります。 

 なお、詳細につきましては、お配りしておりま

す資料をごらんください。 

 次に、報告第１８号「あけはまシーサイドサン

パーク株式会社の経営状況について」ご説明しま

す。 

 同社は西予市指定管理者としてふるさと創生

館、はま湯、民宿故郷、オートキャンプ場きゃん

ぱの経営に当たり、地域特産品の製造販売、市民

の健康増進、観光交流の推進など地域振興を担う

拠点施設としての各種事業を行っています。平成

２４年度の売上高は約１億９，２００万円、前年

度対比８６．４％となりました。無添加ジュース

を主力とする創生館事業に係るかんきつが裏年で

あり収穫量が少なく、売り上げが下回る決算とな

りました。当期末における地域雇用者は、パート

を含め４２名でございます。 

 なお、厳しい経営状況ではございますが、今後

とも全社を挙げて経営の健全化を進めるため、施

設の運営方法を初め商品開発や販路拡大、顧客獲

得、人件費並びに運営経費の削減に邁進し、さら

なる地域貢献が果たせるよう努力してまいる所存

です。 

 なお、詳細につきましては、お配りしておりま

す資料をごらんください。 

 次に、報告第１９号「株式会社グリーンヒルの

経営状況について」ご説明します。 

 同社は西予市指定管理者としてケールを青汁に

加工し、その販売を行っています。平成２４年度

は期末に実施した農家への助成がケールの作付面

積の拡大並びに収穫量の増加につながりました。 

 また、製品のリニューアルによる在庫調整のた

め、約２カ月間製造の中止期間があったものの、

新たな粉末青汁用の工程の一部を実施することに

より稼働率の低下に対処しました。結果、売上高

は前年比とほぼ同額の８億２，７００万円となり

ました。 

 また、経常利益につきましては、製造機器の安

定化を図るなどコストの削減を進めることがで

き、前年比５２．７％増の約４，１００万円とな

りました。なお、期末における地域雇用者数は３

１名でございます。 

 平成２５年度につきましては、生産農家へ奨励

金を交付し、生産量の増加に努めるのに加え、土

壌分析代の無料化や土壌改良剤の配布等を行うこ

とで収量の増加を図る取り組みを行います。 

 また、管理体制の強化と人材育成に注力してい

く一方、製造コストの削減と稼働率の上昇に努め

てまいります。 
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 なお、詳細につきましては、お配りしておりま

す資料をごらんください。 

○議長 内藤教育部長。 

○内藤教育部長 報告第２０号「一般財団法人宇

和文化会館の経営状況について」ご説明を申し上

げます。 

 一般財団法人宇和文化会館は、指定管理者とし

て芸術文化事業の実施と施設の管理運営を行って

おります。なお、平成２４年１０月からは、財団

法人から一般財団法人へ移行の手続を済ませてお

ります。 

 芸術文化事業としまして、宇和文化会館自主事

業３公演、三瓶文化会館自主事業２公演及び共催

等事業４公演を実施いたしました。特に平成２４

年度は特別事業として演劇「幕末の町医者～二宮

敬作の生涯～」を完熟『一期座』の協力を得て市

民参加型の取り組みにより盛大に実施することが

できました。当日は市内中学生を招待し、郷土の

偉人の生きざまを伝えるとともに、市民劇団の立

ち上げにつながりました。今後に期待を寄せてい

るところであります。貸し館業務としまして年間

７９２件で、延べ３万６，９２１人の利用となっ

ております。収入につきましては、西予市からの

受託料収入４，３１０万３，０００円、事業収入

１，５５６万２，０００円、会場利用収入９４８

万２，０００円及び利息収入と雑収入６０万６，

０００円を含めた事業活動収入合計６，８７５万

５，０００円であり、前年比０．３７％の減とな

っております。事業活動支出につきましては、管

理費２，７１８万２，０００円と事業費３，６１

０万９，０００円であり、合計６，３２９万１，

０００円となりました。事業活動収入合計６，８

７５万５，０００円から事業活動支出合計６，３

２９万１，０００円を差し引きますと５４６万

４，０００円となり、投資活動収支差額マイナス

１４６万５，０００円を合わせると３９９万円と

なり、前期繰越額マイナス２３１万８，０００円

と合わせて１６８万１，０００円が次期繰越額と

なります。２５年度におきましては、市民参加型

の事業の推進を図り、市民の皆様との連携をより

一層密にし、文化会館運営の活性化に努めている

ところでございます。 

 詳細につきましては、お配りしております資料

をお目通しいただきますようお願いいたします。 

 以上、宇和文化会館の経営状況についてのご説

明させていただきます。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 報告第２１号「西予ＣＡＴ

Ｖ（株）の経営状況について」ご説明を申し上げ

ます。 

 西予ＣＡＴＶ株式会社の事業は、光ケーブルを

伝送路としたＣＡＴＶ事業であり、自主放送番組

制作、有線テレビジョンによる再送信などであり

ます。平成２４年度は新規加入者の獲得に向け自

主放送番組の充実を図るとともに、創業５周年キ

ャンペーンを実施をいたしました。この結果、１

万件を超す加入状況となっております。平成２４

年度収支は、損益計算書のとおり当期純利益が

３，７６１万４，００５円でありました。西予市

からは３，８５０万円の補助金を支出しておりま

す。 

 なお、西予市の補助金に関しましては、平成２

４年度が最終年度となっております。詳細につき

ましては、お配りをしております資料をお目通し

いただきたいと思います。 

 以上、西予ＣＡＴＶ株式会社の経営状況の説明

とさせていただきます。 

○議長 理事者の報告は終わりました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後２時３０

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後２時３２

分） 

 ただいま市長から提出されました議案第１１０

号「西予市消防団消防ポンプ自動車の取得につい

て」から議案第１１２号「西予市立学校及び幼稚

園設置条例の一部を改正する条例制定について」

までの３件を本日の日程に追加し、議題といたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

１１０号から議案第１１２号までの３件を本日の

日程に追加し、議題とすることに決定をいたしま

した。 

  （追加） 

○議長 追加日程第１、議案第１１０号「西予市

消防団消防ポンプ自動車の取得について」及び議

案第１１１号「西予市消防署小型動力ポンプ付水

槽車の取得について」の２件を一括議題といたし

ます。 

 理事者の説明を求めます。 
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 菊池消防本部消防長。 

○菊池消防本部消防長 議案第１１０号「西予市

消防団消防ポンプ自動車の取得について」提案理

由のご説明を申し上げます。 

 現在、西予市消防団野村分団第１部に配備して

おります消防ポンプ自動車は平成５年に導入した

もので、以来２０年が経過し、修理の回数も多く

なってきたため更新の検討を行ってきたところで

あります。このたび購入いたします消防ポンプ自

動車は、消防用資機材の積みおろしが迅速かつ容

易にできるシャッター式資機材収納庫を装備し、

各種火災に対して一層の消防力の強化を図るもの

であります。今回の購入に当たりましては、去る

８月２０日に指名競争入札を行い、小川ポンプ工

業株式会社愛媛支社支社長眞部治夫氏が２，１２

１万円で落札と決定し、備品購入仮契約を締結し

ましたので、議会の議決を求めるものでありま

す。 

 なお、詳細な性能及び主要装備につきまして

は、別紙参考資料をご参照ください。 

 続きまして、議案第１１１号「西予市消防署小

型動力ポンプ付水槽車の取得について」提案理由

のご説明を申し上げます。 

 西予市消防本部では、松山自動車道大洲北只か

ら三間インターチェンジまでの２６．６キロメー

トル区間において近隣消防本部と協力して救急や

火災の対応を実施しております。消防水利が限ら

れている高速道路上や林野火災においては、水利

確保が困難な場合が多く、その対応を検討してき

たところでございます。このたび購入いたします

小型動力ポンプつき水槽車は、このような地域に

おける火災の水源として、また大規模災害が発生

した場合に給水車として使用できる機能を兼ね備

えており、多方面にわたる防災力の向上を図るた

め西予市消防署に配備するものであります。今回

の購入に当たりましては、去る８月２０日に指名

競争入札を行い、小川ポンプ工業株式会社愛媛支

社支社長眞部治夫氏が４，１３７万円で落札と決

定し、備品購入仮契約を締結しましたので、議会

の議決を求めるものであります。 

 なお、詳細な性能及び主要装備については、別

紙参考資料をご参照ください。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案２件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１０号及び議案第１１１号の２件は、

会議規則第３７条第３項の規定により委員会付託

を省略したいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより議案ごとに採決を行います。 

 まず、議案第１１０号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１０号「西予市消防団消防ポンプ自動

車の取得について」は原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１１０号

は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１１１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１１号「西予市消防署小型動力ポンプ

付水槽車の取得について」は原案のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１１１号

は原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 追加日程第２、議案第１１２号「西予市

立学校及び幼稚園設置条例の一部を改正する条例

制定について」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 内藤教育部長。 

○内藤教育部長 議案第１１２号「西予市立学校

及び幼稚園設置条例の一部を改正する条例制定に

ついて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 過疎化・少子化の進展に伴う学校の小規模化や
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少人数化など教育環境の著しい変化に対応し、本

市の教育が将来に向けて確固たる基盤を築き発展

していくために、市及び教育委員会では平成２１

年１０月に西予市小学校再編計画を策定したとこ

ろでございます。明浜地区及び野村地区において

は、ＰＴＡ関係者や地域の方々で組織する学校再

編推進委員会を設置し、協議を進めてきたところ

であります。その結果、平成２７年４月１日より

明浜地区の４つの小学校を西予市立明浜小学校

に、野村地区の５つの小学校を西予市立野村小学

校に統合することで同意を得ましたので、本条例

の一部を改正するものであります。 

 両地区の統合校舎の建設費については、義務教

育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律に

基づき国の負担が定められておりますが、同施行

令の規定により国庫負担事業申請前に新築または

改築する学校の統合について、条例またはこれに

基づく規則により定めておく必要があることから

今回改正させていただくものであります。 

 また、本条例の一部改正に伴い、西予市立学校

施設の開放に関する条例も所要の改正を行ってお

ります。 

 なお、学校施設の跡地利用につきましては、全

市的な課題として協議検討を重ね、財産処分等の

必要な手続を進めていく計画であります。よろし

くご審議の上、ご決定くださいますようお願い申

し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

 ９月９日は午前９時より代表質問及び一般質問

を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午後２時４３分 
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本日の会議に付した事件 

 １ 代表質問 

 ２ 一般質問 
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  開議 午前９時００分 

○議長 おはようございます。 

 本日は早朝より傍聴にお越しいただき、まこと

にありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は２０名であります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、代表質問を行います。 

 質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

 清風会、小野正昭君。 

○８番小野正昭君 おはようございます。 

 質問に入る前に、昨日ブエノスアイレスで開か

れた国際オリンピック委員会、いわゆるＩＯＣ総

会において、２０２０年、平成で言いますと平成

３２年になろうかと思いますが、５６年ぶりにオ

リンピック東京大会が決定をされました。 

 まことに喜ばしいことであり、五輪招致にご尽

力をされました関係各位に、まことに僣越であり

ますけれども心から敬意を表しますとともに、国

民的な行事でありますので、国民の一人として、

皆様方とともに満腔の祝意をまず申し上げたいと

思います。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

清風会を代表し、大きく分けて３点の質問をいた

します。 

 なお、今回質問の中で代表質問にはなじまず、

むしろ一般質問がふさわしいのではないかと思い

ますが、代表質問とさせていただきました。ご理

解と同時にご寛容をいただきたいと思います。 

 さて、思いを起こしますと平成１４年４月１０

日、明浜町俵津公民館で法定による第１回東宇

和・三瓶町合併協議会を開いて以来、５町からの

選出された委員の方々により、事務局から提出を

されました数多い協議案件に対し熱心な協議並び

に精査を続け、平成１６年２月２８日、くしくも

第１回と同じ俵津公民館で第２１回東宇和・三瓶

町合併協議会で合併協議会廃止の案件を最終議題

とし、合併協議会を解散したのであります。 

 その間、平成１５年８月３１日、宇和町文化会

館で加戸守行前知事同席のもと、５町による合併

調印式が行われ、公的に５町が合併することが正

式に決定したのであります。 

 私もその歴史的な場面に同席をさせていただ

き、署名をした一員として感慨ひとしおのものが

あり、十年一昔とはいえ昨日のように思え、今し

みじみとその思いをはせているところでありま

す。 

 ちなみに三好市長は合併協議会の幹事長とし

て、協議の取りまとめにご苦労があったと拝察を

いたしております。 

 合併の売り言葉は、５町のそれぞれの特徴ある

メロディーがハーモニーとなりと記されており、

まさに彩りのあるまちづくりでありました。 

 また、２００６年に発刊された西予市要覧冒頭

にある三好市長のメッセージには、平成１６年４

月に誕生した私たちの町西予市、個性豊かな５つ

の町は１つとなって、その新しい歴史を刻み始め

ましたとありますが、国の甘い言葉を信じての合

併ありきではなかったのか。おらが町の幸せに期

待をし、夢と希望を抱いた合併から早や１０年、

１０年を迎えようとしている今日、市民の皆様に

はそれぞれの思いがあろうと推察をいたしており

ます。 

 そこで、現時点では質問の時期が少し早いので

はないかという懸念もありましたが、来年度予算

及び事業計画などを勘案いたすとき、１０周年事

業にふさわしい、また記念すべき事業の成功のた

めに、老婆心ながら最初に合併１０周年記念事業

についてお伺いをいたします。 

 平成１６年４月１日の５町合併以来、平成２６

年４月１日をもって合併１０周年を迎えるに当た

り、この約１０年間を振り返って、市政の運営の

成果及び感想について、また今後２０周年に向け

ての西予市の抱負と課題について、市長のお考え

をまずお聞きをし、その節目として次の点につい

てお伺いをいたします。 

 １つ、合併記念事業についてどのような事業を

考えているのか。 

 ２つ、各部、各課との連絡及び検討会は、今さ

ら私が以前にも一般質問で申し上げまして、さら

に私が以前にも一般質問で申し上げました民間の

方々によるさまざまな力の導入、例えば文化協会

などとの事業計画についての打ち合わせはどうな

っているのか。既に行っているのであれば、その

進捗状況はどうなっているのか。 

 ３、今回の一般会計補正予算（第２号）の中

で、地域振興費としてせいよ部マネージャー事業
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６７９万３，０００円を計上されていますが、そ

の他予算関係の計画はどのようになっているの

か、その現状について。 

 ４、何を主テーマとし、次の２０周年に向けて

の西予市の礎となる事業施策は考えておられるの

か。 

 ５、各種団体の文化、体育、芸能等の事業に冠

をつければ、例えば西予市合併１０周年記念事業

○○大会とした場合の補助はあるのか。 

 次に、宇和病院跡地利用計画について、お伺い

をいたします。 

 平成２４年６月議会において、跡地利用につき

陳情が提出をされた結果、時期尚早ということで

不採択とした経緯があります。新病院の完成は来

年７月開業予定になっておると思いますが、この

問題について、さきの松山議員の一般質問で旧松

葉寮のように廃屋のまま放置をされたら、環境ま

たは衛生面から見ても問題があるのではないかと

の質問に対し、市長は現在のところ、いわゆる新

病院が完成をして移転を完了をした後、解体を考

えており、跡地利用については新病院の建設が進

んである程度めどが立った段階で検討委員会を立

ち上げ、その検討委員会での審議をいただいた中

で、住民のご意見をあわせてお聞きをし、最良の

方法を考えていきたいと答弁をされておられま

す。その後、具体的な計画は進んでいるのか。 

 ２番目として、また市の中心部で最も重要な場

所でもあると思いますが、市民の憩いの場、健康

増進施設、教育施設等々が望ましいと考えられま

す。市長はどのように考えておられるのか、お伺

いをいたします。 

 最後に、先般９月２日の本会議で、平成２４年

度企業会計のうち市立病院に係る監査の中で、監

査委員の報告には、患者が病院に足を運んで安心

して治療に専念できる地域医療の充実を目指すよ

うにとの意見を付してありましたが、そのことと

も関連はいたしますので新病院事業について、交

通アクセスについてお伺いをいたします。 

 現在、十分とは言えないにしても、宇和町、野

村町、城川町にはデマンドタクシーの改善計画が

見られますが、明浜町、三瓶町にはその具体的な

計画はなく、市民、特に高齢者、交通弱者の方々

に対しての配慮が見えず、市行政の基本原則でも

ある福祉の向上のためにも、また市長の２００８

及び２０１２のマニフェストの主テーマでもある

誇れる愛着の持てる実感のある西予づくりのため

にも、さらなる配慮が必要と思われます。温かみ

のある高齢者、交通弱者の方々への施策はどのよ

うに考えておられるのか、お伺いをいたします。 

 次に、私が聞き及んでいる三瓶から新病院の間

は宇和島自動車を新病院経由にするとのことです

が、第１に高齢者、交通弱者の方々には他地区と

比べて運賃負担増となるおそれがありますが、現

在これを安価に利用できるよう検討されているの

か。 

 また、現在の便数は八幡浜、三瓶線と比べると

はるかに少ないのが現状であります。たしか、午

前３回、午後１回の計４便だと思われますが、こ

の増便はできないのか。 

 三瓶町、明浜間の公共交通の運行が廃止をされ

てから数年が経過をされております。例えば、田

之浜地区から三瓶町経由、新病院の交通便の確保

はできないのか。これを実現することによって、

さきの質問とあわせて新病院経営の一助になると

思われますが、その考えはあるのかお伺いをいた

します。 

 最後に、関連質問として、例えば三瓶町鴫山地

区は高齢者率が非常に高い地区であります。この

地区へのデマンドタクシー等の公共交通について

検討したことがあるのか。また、困っているとこ

ろ、困っている方々への配慮をしていくのが行政

の務めでありサービスだと思いますが、今後どの

ように考えておられるのか、お伺いをいたしま

す。 

 以上、代表質問の終わりに当たり、さきに申し

述べました市長のメッセージのとおり、個性豊か

な、それぞれの町の伝統風土は今も昔も変わりは

しないとあります。また、変わってはいけないと

私も思っております。行政の本質もそのとおりだ

と思います。そのことは、政治、行政の責務は私

がよく申し上げているとおり、西予市にあっては

市政の進展、福祉の向上、民生の安定でありま

す。今後２０周年に向け、一年一年その節を正し

くかつ着実に推進され、力強い節目をつくってい

ただくことをひたすら念願をいたしながら、白石

春樹元愛媛県知事の県政への思いの一端の言葉を

紹介をいたし、西予市議会清風会を代表しての質

問を終了したいと思います。 

 古今松は緑なり、竹に上下節あり。ありがとう

ございました。 
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○議長 三好市長。 

○三好市長 皆さん、どうもおはようございま

す。 

 今回の異常高温、干ばつに続きまして、台風、

秋雨前線の豪雨が過ぎまして、心なしか秋の気配

を感じるようになってきたと、そのように思って

おりますが、傍聴席には早朝から傍聴をいただき

まして、まことにありがとうございます。心から

感謝を申し上げたいと思います。 

 第３回の定例会の一般質問、本日とあした、通

告のありました５名の議員の方からお受けするこ

ととなります。 

 市民の声を代弁される質問でありまして、私ど

もも真摯に受けとめて回答したいと思っておりま

す。 

 それでは、清風会を代表しての小野議員の質問

に答えさせていただきます。 

 まず、合併１０周年を迎えるに当たりまして、

これまでの市政運営の成果及び感想について、ま

た今後２０周年に向けての抱負と課題について、

お答えをさせていただきます。 

 西予市の合併を含む平成の大合併の意義につき

ましては、国では地方分権の推進及びこれに伴う

行財政改革の一環として、地方分権の受け皿が必

要であるということがその目的とされておりまし

たが、明確な意義及び必要性の説明には不十分と

の意見もあったところでありまして、私はこの平

成の大合併につきましては、社会情勢の変化の中

で歴史的な必然性により合併が進んだと理解し

て、皆さんに説明をしておるところでございま

す。 

 そして誕生いたしました西予市でございます

が、本市を構成する旧町は、昭和の大合併以降約

５０年の歴史と行政蓄積があり、それぞれ特徴の

ある行政を進めてこられました。そういう意味で

は、それぞれの特徴を生かしながら西予市をつく

るということが大命題であったわけであります。 

 以来、西予市としての一体感が醸成されるよう

推進してまいりましたが、それは即時にできるも

のではなく、ある程度の時間的な経過が必要であ

ると感じております。しかし、あらゆる手段を講

じて一体感の醸成に努めてまいりました。 

 まず、合併する上での契約。先ほど法定協議会

のお話もされましたけれども、その約束事であっ

た合併協定書を遵守するとともに、合併協議会で

策定しました西予市建設計画を着実に実行してま

いりました。特に西予市建設計画は、合併のメリ

ットを生かすため、交付税の算定替えと合併特例

債を活用し、早期に必要なものは可能な限り実施

してまいりました。これにより、必要とされた多

くのハード面は整備され、本市の基礎基盤はある

程度できたと判断しております。また、西予市行

政を執行する上で、地域主義に陥らないことを旨

として、グローカリズムの考え方を持って進めて

まいりました。 

 もう一つ大切なことは、経済活動と行政行為と

を混同しないようにしてきたところでございま

す。経済活動は利潤の追求であり、利潤を求める

ために、それを得られた地域に投資が行われます

が、それが行き渡らないところに行政支援を進め

ることを旨としてまいりました。それが限界集落

対策、いわゆる過疎対策であり、地域づくり交付

金もその延長線上にあります。これらによりまし

て、地域の開発能力、地域に対する誇りの保持を

求めてきたところであります。 

 合わせまして、市内のどこに住んでも高度な情

報を得ることができる環境をつくるため、ＣＡＴ

Ｖ整備によるインターネット環境の整備を推進し

てまいりました。 

 交通弱者への対応として、デマンドタクシー等

の新しい公共交通体系も行政支援の一つとして取

り組んでまいりました。 

 また、歴史、文化を継承することが、歴史のそ

れぞれの過程に生きる者の務めであるとの認識

で、不易流行の言葉で発信してまいりました。文

化を守り、発展させることの認識が市民に広がり

つつあることを確信しております。文化度の高さ

が知のステータスであるとの思いを強く持ってい

るところであります。 

 また、学校再編につきましては児童の減少、福

祉学級の増加に当たって、よりよい教育環境を目

指し、保護者及び地域の皆さんの理解を得ながら

統合を進めているところであります。 

 一方、行政内部の取り組みとして三位一体の改

革を受け、厳しい財政状況に追い込まれたことか

ら、行政評価システムを導入するとともに、行政

改革を断行してまいりました。これに関しまして

は、若手職員の行革チームによる事業費削減改革

案をまとめる活動が昨年の県行革甲子園で大賞を

受賞しましたが、当市のそうした行革への取り組
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みが高く評価された結果であると誇りに感じると

ともに、職員の成長にうれしく感じるところでも

ございます。 

 今後も予断を許さない状況にありますが、ある

程度の財政の安定化ができたと判断しておりま

す。 

 以上、これまでの１０年を振り返っての成果と

感想であります。 

 今後の２０周年に向けての抱負と課題でござい

ますが、基礎基盤ができた西予市の１０年の上

に、本格的な西予市づくりが始まります。これか

らは、市民が誇れる愛着の持てるいい実感のある

西予市づくりをすることに具体的に取り組んでま

いりたいと存じます。 

 その一方で、本市が抱える重要課題、少子化対

策、南洋トラフの大地震対策などの防災、減災の

まちづくり、企業誘致や地元産業の育成と雇用対

策、またジオパーク構想の推進などによる観光振

興、その他取り組むべき課題に対しても着実かつ

確実に実行してまいりたいと考えております。 

 続きまして、合併記念事業についてでございま

すが、本市では合併１０周年を迎えるに当たり、

その節目との機会にこれまでの取り組みを振り返

り見詰め直すとともに、この先１０年、さらにそ

の先の未来に向けて前進するため、市民の連帯や

相互理解を一層深めるとともに、本市の魅力の発

掘と再発見を積極的に行い、それらを市内外に発

信してまいりたいと考えております。 

 こうした考えのもとで、合併１０周年記念事業

につきましては象徴的な行事である記念式典はも

とより、１０周年記念にふさわしい内容の各種企

画事業、より工夫を凝らした既存事業の拡大、ま

た各種団体の市民の皆さんから提案をいただいた

事業の具体化などを検討しております。 

 また、今月２４日に認定の会が決定する四国西

予ジオパークに絡めた事業や来年７月にオープン

予定の新病院の落成イベント等も合併記念事業と

あわせて実施してまいりたいと考えております。 

 記念事業に関する庁内の取りまとめ、連絡調整

については、現在総務課が中心となり進めておる

ところでありまして、１０月中に記念事業の基本

方針等を定めた実施要綱を策定するとともに、関

係各課による推進体制の整備を図る予定としてお

ります。 

 各種民間団体からの事業計画については、既に

関係部署に提案され具体的な協議を進めているも

のでございます。また、西予市文化協会では合併

１０周年を記念し、伝統芸能の発表を中心とした

公演を平成２６年度に自主事業として計画されて

いると伺っております。 

 当市としては、西予市文化協会の事務局を文化

体育振興課で担当してることもあり、開催時期や

具体的内容について連絡、調整を図っていく予定

であります。 

 記念事業に係る予算でございますが、特別枠で

の予算措置を検討してるところであります。具体

的な予算規模については、今後事業計画のヒアリ

ングや各種団体からの要望等を踏まえ、財政状況

を考慮しつつ判断していきたいと考えておりま

す。 

 記念事業のテーマでございますけれども、先ほ

ど申し上げました記念事業実施要領の中で趣旨的

なものを定めますので、スローガン的な意味合い

でのテーマについてはどのような表現で設定する

のか、その中で検討してまいります。 

 また、礎となる事業施策でございますけれど

も、冒頭申し上げましたように、これまでの１０

年間で実施施行した事業により、西予市の基礎的

固めはほぼ達成したと考えております。積み残し

た課題もございますが、それらについては粛々と

かつ確実な解消に向けて努力していくとともに、

これからの西予市をこれまで築いてきた基礎基盤

の上にさらに着実な一歩を踏み出し、発展させて

まいります。 

 そのために、西予市としての一体感の醸成、地

域と地域あるいは人と人との連携、相互理解を深

めることが重要になってくると思います。そのた

めの気運や啓発、意識啓発を記念事業の展開の中

で進めてまいりたいと思っております。 

 具体的な方針でございますけれども、第１次総

合計画の計画実施期間が平成２７年度までという

ことで、中体制の段階に来ております。並行して

第２次西予市総合計画の検討を来年度から開始す

る予定としておりまして、次の２０周年に向けて

の施策については第１次総合計画の成果の検証及

び課題の分析を踏まえ、具体的に固めてまいりた

いと考えております。 

 最後に、各種団体が自主的に開催される、いわ

ゆる１０周年記念としての冠事業への補助でござ

いますが、単に１０周年記念の名称を付しただけ
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ではいかがなのかと思っておりますが、１０周年

記念にふさわしい内容のものに対して、補助制度

について検討しております。限られた予算の範囲

の中ではございますが、可能な範囲で該当の事業

への補助や支援を行い、西予市合併１０周年をと

もに盛り上げていきたいと思っております。補助

制度の詳細につきましては、今後担当部署で具体

的な制度設計を進め、できるだけ早い時期に市民

の皆様にお示ししたいと考えておりますので、各

種団体の皆様にはご検討の上、積極的に補助申請

申し込みをいただきたいと存じます。 

 続きまして、宇和病院跡地利用計画につきまし

てでございますけれども、宇和病院の跡地利用に

つきましては現時点では具体的な検討を実施して

いないため、白紙の状態でございます。 

 今後市民の皆さんの意見が反映できる検討委員

会を設定し、それはさきの松山議員のご質問にも

お答えしたところでもございますが、検討委員会

を設置し、市民、議会、行政が一体となり検討し

てまいります。 

 なお、旧宇和病院の建物につきましては、防犯

上の面や景観など地域環境への配慮から、できる

だけ早期に取り壊しを行いたいと考えておりま

す。 

 次に、新病院開業に向けての交通アクセスにつ

いてでございますけれども、現在西予市では高齢

者、交通弱者等の自家用車が使えない住民にとっ

てもお出かけが可能となる交通体系を確立するた

め、平成２３年度より市内各地域において地域協

議会を開催しております。 

 交通手段を地域、利用者、住民で支えるという

意識を醸成することが必要であるため、地域から

の意見やアンケートの声を施策に反映することに

しております。 

 なお、平成２６年度には新市立病院を開設いた

しますが、明浜及び三瓶町からバス料金の割引発

行を望む意見が出ておるため、条件に該当する高

齢者にバス料金助成券の発行を行い、高齢者外出

支援事業を来年度から実施する計画としておりま

す。 

 また、現在市が運行しております野村及び城川

地区の生活福祉バス、宇和地区の生活交通路線巡

回バス、惣川地区の生活交通バスの運賃でござい

ますけれども、身体及び精神障害者手帳所持者等

の交通弱者につきましては、無料もしくは半額に

より乗車できる料金体制をしております。 

 次に、運賃負担につきましては先ほど申し上げ

ましたけれども、高齢者外出支援事業を実施する

ことによって、高齢者の運賃負担軽減を図りま

す。 

 また、三瓶から愛媛県歴史文化博物館線の増便

につきましては、ことし６月末の開催の西予市地

域公共交通活性化協議会において、平成２６年度

７月の新市立病院の開設にあわせて、現在の４便

から５便に運行を増加する計画についての承認を

いただいております。 

 田之浜から三瓶線につきましては、現在週に１

回、田之浜から下泊を生活福祉バスで１往復運行

しております。その乗客数につきましては、平成

２２年２１７人、平成２３年度で９４人、平成２

４年で１０４人と減少しておる状況となっており

ます。 

 路線の確保につきましては、今後の利用状況と

下泊から八幡浜病院線及び三瓶から愛媛県歴史文

化博物館線を一体として検討し、判断していきた

いと考えております。 

 三瓶町、鴫山及び和泉地区の公共交通につきま

しては、平成２６年７月から開催いたします三瓶

地区公共交通地域協議会におきまして、デマンド

乗り合いタクシー等による新交通体系の構築につ

いて協議を行い、これが整いましたら平成２７年

１０月より新交通体系による運行開始を計画して

おります。 

 以上、小野議員の代表質問に答えさせていただ

きます。 

○議長 以上で代表質問を終わります。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、一般質問を行います。 

 質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 初めに、１２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 改めまして、おはようござ

います。 

 これより私以下一般質問という形で、個人の意

見として質問させていただきたいと思います。 

 さて、アメリカのクリントン大統領時代、副大

統領となられましたアル・ゴア副大統領は、副大

統領を退任されて間もなくして１冊の本を出版さ

れました。その本のタイトルが不都合な真実とい



 

－39－ 

うタイトルで、世界中で出版されたわけでありま

す。この内容につきましては、今地球上で起こっ

てる地球温暖化に警鐘を鳴らす、不都合な真実を

写真をつけて発表された１冊の本であります。 

 私は今最近世の中を見ておりますと、いかに多

くの今不都合な真実が起こっておるかということ

を常々思っております。 

 きょうは、私この不都合な真実につきまして、

この事実を市民の皆さんにも知っていただきた

い、そんな思いで質問をさせていただきたいと思

います。 

 それでは、初めに今この地球上に日本政府が認

める国というのが１９６カ国あるそうでございま

す。その中には、今シリアのように戦争真っ最中

という国もありますし、それからアフリカや、そ

れからアジアの一部のように１日１ドル以下の生

活を余儀なくされてる貧困な国もございます。そ

してまた、この我々日本のように非常に豊かに見

えますけれども、背景には１，０００兆円という

国民の借金を抱えてる国もあるわけでございま

す。 

 そこで、質問をさせていただきますが、国の豊

かさとは何をもってその豊かさとするのか。その

ことについて、ちょっと市長に最初にご質問をさ

せていただきたいと思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、元親議員の一般質問にお

答えさせていただきますけど、なかなか大きなテ

ーマでございまして、ゴア副大統領の不都合な真

実、私も読ませていただきましたけれども、非常

に考えさせられるようなテーマを提供いただいた

方だと思っております。 

 それを含めまして、まず最初の国の豊かさにつ

いてでございますけれども、国の豊かさの基準と

いうのに２つの見方がある。国内総生産、いわゆ

るＧＤＰ、国民総幸福量、ＧＮＨの両方で見られ

ると思いますけども、まず国内総生産、ＧＤＰで

ございますけれども、国の社会全体の経済的生産

及び物質主義的な側面での豊かさだけに注目し、

その国の国民生活を数値化し金額として表現して

いるのに対して、国民総幸福量、ＧＮＨは心的な

幸福、健康、教育、文化、環境、コミュニティ

ー、よい統治、生活水準、自分の時間の使い方、

その９つの構成要素で評価するものであります。 

 国の豊かさを示す基準としまして、戦後高度成

長期からバブルの崩壊期まで国民が求めていた豊

かさは私はＧＤＰであったと、このように思って

おります。しかし、それ以降国民の考えは大きく

変化し、特に失われた経済２０年の間に、豊かさ

の概念はＧＮＨ、国民総幸福量に変化したものと

考えております。 

 現在では、国民総幸福量のほうが国民の感情に

近いものであると考えております。 

 しかし、国民一人一人の思いや感じは異なりま

すので、客観的な基準としては採用しがたいので

はないかと思っておりまして、国の豊かさの尺度

はその時代時代に国民が判断するものと考えてお

るところでございます。 

○議長 １２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 質問の説明がちょっと足り

なかったのかなと思う点もあるわけですけれど

も、私が今回言いたいのは、今の国の豊かさって

いうのは私はこう考えるんですが、その国の国民

が腹が減ったときに安心・安全な食べ物を腹いっ

ぱい食べれる、この国が一番豊かな国じゃないか

なと、そういう考えを今持つようになりました。 

 ということは、今世の中それぞれの国の食が非

常に危ないという考え方になるわけですけれど

も、そこでお伺いしたいと思いますが、日本の国

はバブル経済以降、飽食の時代というふうに言わ

れてまいりました。その日本の国にあって、今日

本の食生活っていうのは本当に安心・安全なの

か、行政はどう考えておられるのか、お伺いした

いと思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、日本の食の安全性につい

てのご意見でございますけれども、ご案内のとお

り日本の食料自給率３９％でございまして、先進

国の中でも最下位となっております。今後も現在

の食事形態を維持していくためには、輸入に頼ら

ざるを得ない状況でありますが、輸入に対する食

の安全性を保つため、国が取り組んでおる項目に

つきまして、ＪＡＳ法に基づく食品表示、農薬の

取り締まり、牛トレーサビリティー制度、植物免

疫、動物免疫の５項目を輸入対策として取り組ん

でおり、一般的には安全・安心な国と日本は言え

るのではないかと考えております。 

 しかしながら、世界的な人口増加、気象状況、

栽培環境、経済情勢等により、農産物の価格、生

産量が常に変化し、輸出により自国の国民のため
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に食料を増産する国もふえております。 

 今後、お金を出しても食料が買えない時代が来

るのではないかと危惧してるところでございま

す。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 １２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 市長は、安心・安全な国で

はないかというふうに答弁をされたわけですけれ

ども、この安心・安全っていう言葉、非常によく

似た言葉がなぜこう２つ並んでいるのかというこ

となんですが、よくよく考えてみますと安心と安

全とは全く意味が１８０度違うのかなということ

に気づきました。安心とは何かといいますと、こ

れは量をあらわしてるんだろうと思います。どん

なにおいしいもんでも、量がなければ安心できま

せん。ですから、安心とは量。それから、安全と

はこれは言うまでもなく質の問題だと思います。 

 そこで日本は量的に、質的に安心・安全なのか

ということになりますと、今市長が言われました

ように、量に関しては６割が外国に依存してると

いうことで、何かが起これば６割足りないという

ことになろうと思います。 

 それから、質に関してでございますが、私が心

配しておるのは、今日本の国は世界で一番遺伝子

組み換え食品を食べてる国というふうに言われて

おります。 

 そしてまた、今いろいろと問題となっておりま

すが、農薬の使用量、これも韓国に次いで世界第

２位という国であるようでございます。 

 それから、もう一つ食品添加物、日本国内で認

められてる食品添加物が約８００品種と言われて

おりますが、アメリカが３，０００品種ですから

アメリカには遠く及ばないにしても、アメリカ、

そして日本はワースト１位、２位ではないかなと

いうふうに思っておりますので、日本の食の安

心・安全に関しては、質、量ともにやはり私は安

心・安全ではないんではないか、そんな思いがい

たしております。 

 そこで、次に３番、４番、これよく見たら関連

がありますので一緒に一括して質問させていただ

きますが、今私最初に遺伝子組み換え食品を一番

多く食べてる国と言いましたが、そこで遺伝子組

み換えという言葉、まだ西予市民の皆さんほとん

どなじみがないじゃないかというふうに思ってお

ります。 

 そこで、行政に説明をしていただきたいんです

が、遺伝子とは簡単に言えばどんなものか。そし

て、遺伝子組み換えっていうのは、何のためにこ

んなことをやってるのか、簡単に市民に向けての

説明をいただければと思います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 ただいまの問いの３番と４

番、一緒に答えさせてもらってよろしいですか。 

 まず、遺伝子組み換えとは何かという部分から

お答えさせていただいたらと思いますけど、遺伝

子というものは親から子へ遺伝する、あるいは細

胞から細胞へと伝えられる性質を決める因子のこ

とと言われております。細胞は皆遺伝子を持って

おりまして、いわば生き物の設計図のようなもの

で、例えば花の色や形を決めているのは遺伝子の

働きによるものです。それぞれの遺伝子はたんぱ

く質をつくることによって、その機能を現しま

す。 

 また、遺伝子組み換えとは、ある生物から役に

立つ性質を決める遺伝子を人為的に取り出して、

手を加えてから元の生物に組み込んだりすること

であり、遺伝子組み換え技術と言います。 

 遺伝子組み換え技術を使って品種改良、例えば

病害虫に強い性質を持たせるなどをした農産物、

そういうものを遺伝子組み換え農産物というふう

に理解しております。 

 この遺伝子組み換え食物についての市の考え方

でございますけども、日本の国では遺伝子組み換

え食品の安全性の評価を厚生労働省が内閣府に依

頼して食品安全委員会がその審査を行っておりま

して、安全性に問題がないと判断された遺伝子組

み換え食品だけが流通するシステムになっている

と認識をいたしております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 １２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 今回答いただいたとおりで

ございますけれども、１つつけ加えてわかりやす

く説明したいと思いますが、遺伝子組み換えとい

うこと、どういう作業かということなんですが、

今日本では政府が認めてる遺伝子組み換え食物の

輸入品目、トウモロコシ、大豆、それから菜種、

それから綿の実、綿実、それからジャガイモ、そ

れからてん菜、そしてアルファルファという、こ

の品目が今日本政府が認めておるようですが、例

えば大豆のほとんどが遺伝子組み換えなんですけ
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ども、今日本で国産大豆っていうのはわずか

５％、残りの９５％は輸入であり、そのうちの

七、八割は遺伝子組み換え大豆ということになっ

ております。 

 その大豆がなぜ遺伝子組み換えをしてるかって

いうことなんですが、大豆の種を畑にまきます。

そうすると芽が出ると同時に周りに草がいっぱい

出てきます。放っておきますと草が勝って大豆が

できない。そこで考えたのが、この草を枯らす除

草剤考えました。しかし、除草剤かけると、大豆

も枯れるんですよね、一緒に。これじゃ元も子も

ないわけで、大豆は枯れないで草だけ枯れる大豆

をつくろうということで、この自然界ってのはう

まくできておりまして、土の中にこの除草剤を分

解する微生物がおるらしいんですが、その微生物

の遺伝子を大豆に組み込むと、大豆自体が除草剤

を分解して大豆は枯れない。これが大豆の遺伝子

組み換えなんですが、動物の遺伝子情報を植物の

遺伝子情報に組み込むなんていうことが、私こう

いうことおかしいんですが、遺伝子情報なんての

は神の領域だと勝手に思ってるんですけれども、

その領域にこんなことをやって、食物としていい

のかどうか。 

 今厚生労働省が安全と認めるものを我々は食べ

てると言われましたけれども、安全かどうかって

いうのは後々にならないとわからないんじゃない

かなという危惧をいたしております。今の遺伝子

組み換え技術っていうのは、まさに未完の技術で

ありまして、問題はこれから先、その反動にどん

なことが出てくるか、そのことを我々は心配して

おく必要があるんかなと、そんな思いがいたして

おります。 

 そこで、今申し上げましたが、日本の国産大豆

わずか５％、９５％は輸入であって、そのうちの

８割は遺伝子組み換えということで、日本はこの

遺伝子組み換え食品に関しては表示が義務化され

ております。アメリカはありません。日本は国が

表示を義務づけております。 

 そこで私大洲のスーパーに行って、大豆からで

きるしょうゆ、みそ、豆腐、納豆、いろんなもの

を取り上げて後ろの表示を見たんですが、遺伝子

組み換え表示は１個も探すことができませんでし

た。日本の大豆の８割近いものが遺伝子組み換え

でできておるにもかかわらず、表示義務があるに

もかかわらず、その表示にはないと。これはどう

いう仕組みになっておるのか、お伺いしたいと思

います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 遺伝子組み換えの表示義務

の件でございますけども、日本の遺伝子組み換え

食品に関する表示義務には、２つの表現がござい

ます。遺伝子組み換えというものと遺伝子組み換

え不分別というふうに聞いています。 

 遺伝子組み換えとは、すなわち遺伝子組み換え

作物だけを区別して思慮していますということを

意味しておりまして、遺伝子組み換え不分別とい

うのは、生産流通の段階で遺伝子組み換え産物と

非遺伝子組み換えの産物の分別が実施しておらな

いため、双方がまざってる可能性が高いですとい

う意味だというふうに理解しております。 

 日本は毎年約１，７００万トンの遺伝子組み換

え作物を輸入しておりますけども、ご指摘のよう

に遺伝子組み換え表示をされた食品は余り多く見

る機会がございません。輸入された遺伝子組み換

え作物の多くが食用油、甘味料、家畜飼料、しょ

うゆとかそれらの原料として加工されております

が、これらの製品では組み入れられた遺伝子及び

これによって生じたたんぱく質が加工工程で除去

分解され、広く認められた最新の検出技術によっ

てもその検出が不可能とされている加工食品につ

いては、義務表示対象にはなっておりません。 

 一方、組み換えＤＮＡやたんぱく質が残存する

という豆腐とか納豆の表示は表示義務の対象にな

りますが、その対象食品のほとんどが遺伝子組み

換えを行っていない作物原料を使っているという

ふうに理解しております。そういうことで、その

表示は見かけないということになっております。 

 また、表示義務には免除というものがございま

して、先ほど言った物、それから全原材料中の重

量が食品の上位３品目以外、４番目以降ですね、

それから食品に占める重量が５％未満の場合に

は、表示義務が免除されております。 

 それから、包装や容器の面積が３０平方センチ

以下の場合にも免除されるというふうになってい

るということです。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 １２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 今のとおりであろうと思い

ます。 

 １つ、後ほどＴＰＰの質問しますけれども、今
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やっぱり日本で心配されておるのは、アメリカに

おいては遺伝子組み換え作物の栽培もできます

し、当然生産し、それを表示義務もないというこ

とで、非常に遺伝子組み換えフリーパスでござい

ます。それがＴＰＰを結ぶことによって、大量に

そういった環境が日本にも広がってくるんじゃな

いかということを懸念をしておるところでござい

ます。 

 時間がありませんので先に行きたいと思います

が、昨年の１２月、東京都調布市の小学校５年生

の児童が食物アレルギーで学校給食を食べて亡く

なるという事故が起こりました。このことを文科

省、非常に重く受けとめまして、全国の公立の

小・中・高校の現状を調査したところ、今の食物

アレルギー性の児童・生徒、全国で約３３万人お

られるということが調査の結果わかりました。 

 そこで、西予市にお伺いしたいと思いますが、

西予市において小・中学校の児童・生徒の中で、

この食物アレルギー性あるいはまたぜんそく、そ

してアトピー性皮膚炎、私は児童・生徒の３大疾

患だと思っておりますが、こういった児童・生徒

はどのくらいいらっしゃるのか質問をしたいと思

います。 

○議長 内藤教育部長。 

○内藤教育部長 ただいまのご質問にお答えをし

たいと思います。 

 食物アレルギーにつきましては、各学校におい

て年度当初の保護者へのアンケートと就学時健康

診断において調査を行い、現状把握に努めており

ます。 

 平成２５年５月現在の調査では、軽度なものも

含めますと食物アレルギーを持つ児童生徒の数が

児童８８人、生徒５３人となっております。小学

校、中学校ともに年々増加傾向にあります。 

 ぜんそく、アトピー性皮膚炎につきましては、

毎年行われます各小・中学校の健康診断において

確認をいたしております。保護者からの情報と合

わせて、学校医の診察を行って、現状把握に努め

ております。 

 教育委員会では、健康診断結果を提出していた

だいて確認しており、ぜんそく、アトピー性皮膚

炎だけでなく、児童・生徒の身長や体重及び小児

生活習慣病予防に関する項目を確認して、西予市

内小・中学校の動向を把握しているところであり

ます。 

 なお、ぜんそく、アトピー性皮膚炎につきまし

ては、小学校では増加傾向にありますが、中学校

においては減少傾向になっております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 １２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 想像していた以上に多いの

かなということにちょっとびっくりしてるんです

けれども、ここでちょっと教育長にお伺いしたい

と思いますが、こういった非常に多くの数なんで

すけれども、この原因っていうのは学校側は何が

原因と見なされておるのか、そのことをちょっと

お伺いしたいと思います。 

○議長 宇都宮教育長。 

○宇都宮教育長 確かに以前に比べて、私どもの

学童時代に比べて、非常にアレルギー、情報とし

て多く入ってきておると思います。私にもはっき

りした相関関係なり関係は理解しておりません

が、対応として学校給食等の対応、現在精力的に

やっておりますので、発症しないという対策をま

ず優先いたしたいと思います。 

 アトピーについても、なぜふえるのかというの

は、私自身理解いたしておりません。 

 以上です。 

○議長 １２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 答弁のとおり、原因ははっ

きりと言って限定できないというのが今の状況で

あるらしいんですけれども、今の世の中っていう

のは、以前有吉佐和子さんが複合汚染という本を

書かれましたけれども、まさしく今の社会複合汚

染というふうな状況でございまして、何が原因か

ということが特定できないというのが今の現状で

あります。 

 しかし、これはいろんな角度から分析した、当

然限定できないわけですから仮説になるわけです

が、もっとも有力な仮説として、今こういったい

ろんな症状が出てる原因っていうのはやっぱり食

の質の低下、これが原因になってるじゃないかと

いうふうに言われております。 

 そこで学校側、いつごろでしたか食育という考

え方を取り入れられておりますけれども、これは

児童・生徒に対する食に対する教育ということで

あろうと思いますが、それも非常に重要ですけれ

ども、保護者がやはりある程度食に関するそうい

う知識を持ってないと、保護者が料理をつくるわ

けですから、いけないと思うんですが、保護者に
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対する食育という考え方、あるいは現状そんなこ

とがやられておるのかどうか、この点をお伺いし

たいと思います。 

○議長 内藤教育部長。 

○内藤教育部長 保護者に対する食育教育、食育

推進協議会というのが西予市のほうにも設置をさ

れておりまして、そちらのほうでも検討を進め

て、対策は練っているところであります。 

○議長 １２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 ぜひ、食育を充実させてい

ただきたいと思います。 

 それでは、もう一つ不都合な真実の一つであり

ます種子、種についてちょっとお伺いしたいと思

います。 

 今私も相当種屋さんとかネットで見ますけれど

も、今の種っていうのは約９割がＦ１ハイブリッ

ド種子というふうになっております。 

 このＦ１ハイブリッド種子ということに対し

て、大半の人わからないと思いますので、ご説明

をいただければと思います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 Ｆ１ハイブリッド種子とい

うことについてどういうことかでございますが、

Ｆ１種子、雑種第１世代と言われるＦ１種子でご

ざいますが、１世代に限って収量が安定したり、

形がそろった作物ができる種子であります。異な

る性質の親株を人工的にかけ合わせて種をつくっ

ており、現在流通している野菜の種の多くを占め

ていると認識しております。 

 国内では、１９４８年に種苗会社がトマトのＦ

１種子を発売して以降、キャベツ、白菜などに種

類が拡大し、１９５０年代から全国に広がり、国

内で賄われている野菜の種の８割から９割は海外

でとられており、Ｆ１品種の多くも種苗会社が海

外で生産したものを輸入している形になっている

と認識しております。 

○議長 １２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 たかが種ですがされど種と

いうこと、私この前聞いてびっくりしたんですけ

れども、今全国のほとんどの種屋さんがつくって

る種っていうのはＦ１ハイブリッド種になってお

るようでございます。本来は日本の過去からずっ

と続いてきたのは固定種と言いまして、ことしで

きたいい種を来年まいてまたつくるというのが本

来の子孫保存の法則に従ったやり方なんですが、

今これを品種改良しまして、一代交雑種という形

になりまして、ことしトウモロコシをまいて非常

にいいものができたと。よし来年大量につくろう

ってんで、その種を畑にまいた。ところが同じも

のはできないというわけなんですよね。全て雑種

になりますから、ばらばらのものができるという

なんですが、心配しなければいけないのは、この

種というものはもう日本ではその種から次の代の

ものをつくることができない。毎年種を買わなけ

ればいけない仕組みに組み込まれたということで

ございまして、その発売元はアメリカなんです

ね。アメリカのモンサントっていう会社が約９割

を独占してるっていうんですが、結局アメリカは

政策的に種子は武器だという考え方で、もう戦争

するには武器は要らない。種の元を持ってれば、

それで戦争に勝つという国家戦略であるようでご

ざいますが、非常に危険な発想であるというふう

に思っております。もう日本でいいものができて

も、個人でそれを量をふやすことはできなくなっ

たという一代交雑種、Ｆ１ハイブリッド種でござ

います。 

 これも非常に不都合な真実ではないかなという

ことで、私ずっと種屋さんを見て確認しますが、

まずほとんどがＦ１ハイブリッド種になっている

か、そこの種屋さんの名称、タキイならタキイ交

配種というふうなＦ１ハイブリッドの表示がされ

ております。大変危惧すべきことであろうと思い

ます。 

 最後になりますが、こういった非常に食の環境

が今乱れておるということに私は危惧をして、き

ょう一般質問をさせていただいておりますが、今

後市としてこういう非常にある意味危険である

し、将来が危ないというふうな状況の中で、市と

して今後どういうふうな対策がとれるのか、これ

は市ではできないと言われればそれまでですが、

１つはこういった状況を逆手にとって、本来の固

定種だけで西予市はやっていくとかというのは１

つの付加価値がついて、非常に私はブランド力に

なるんじゃないか、これは逆に使えるんじゃない

かなというふうな思いもしますが、市としてこう

いう状況の中で市が何かできることがあれば、市

長にちょっとお伺いをしたいと思います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 このＦ１種子の蔓延とそれ

に対する市の考え方ということでありますが、こ
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のＦ１種子を使った作物の開発利用につきまして

は賛否両論、激しい論争が今おっしゃられるよう

にあるようです。 

 先ほど言われたように、主な論点としては生態

系などへの影響とか経済問題、倫理、安全面、そ

ういうことなどのようです。 

 食品としての安全性に関して、特定の遺伝子組

み換え作物ではなく、遺伝子組み換え操作自体が

食としての安全性を損なっている主張があります

が、その実験設計の不備やデータ解釈上の誤りを

多数指摘した上で、科学的根拠が十分に伴ってい

ないとする反論もあることから、Ｆ１種子や遺伝

子組み換え作物の開発利用について、安全性が失

われることや食の質の低下につながるとは言えな

いとする一方で、必ずしも安全であると言い切れ

ないという意見もあるようです。 

 Ｆ１種子の使用につきましては、作物の規格の

統一性、耐久性、収穫量の安定性、多産性など、

現在の農家の所得向上を考慮すると使用せざるを

得ない、あるいは避けること自体が今時点では難

しい状況下にあると考えております。しかしなが

らまた一方、生産者の顔の見える地産地消を進

め、その地で生産されたものをその地で使う、そ

ういうことによって安心・安全な食生活や安定し

た生産活動に結びつけることも考えられるという

ふうに思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 １２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 これは１つ参考までにです

が、市長ご存じかどうかわかりませんが、北極に

スヴァールバル種子貯蔵庫っていうのが今できて

ます、ご存じですか。計画では４５０万種の種を

そこで永久保存するという建物が今できてます。

今現在世界から約５０万種類の種が集まっておる

ということなんですが、今なぜこんなものが要る

のかっていうことなんですよね。 

 これは、ノルウェー政府が主導のもと世界１０

０カ国が参加をしてやっておる事業ということな

んですが、ここにこの目的について書いてありま

す。ちょっと読みます。 

 今後さまざまに予想される大規模で深刻な気象

変動や自然災害、食物の病気の蔓延、核戦争に備

えて、農作物の種の絶滅を防ぐとともに、世界各

地での地域的絶滅があった際には栽培再開の機会

を提供することを目的とするという目的で今この

建物がつくられておる。これをノルウェー政府

は、ノアの方舟政策というふうに言っております

が、ノアの方舟っていうのは旧約聖書に出てくる

話でございまして、これは創世記に登場する話で

ございますが、まさにこの今の遺伝子組み換えと

かハイブリッドによって地球上の植物の収拾がつ

かなくなったときに１回リセットをして、この種

でもう一回再出発をするという考え方ではないの

かなというふうにもとれるわけでございますが、

時間があったらお調べをいただきたいと思いま

す。 

 それでは次に、本題でありますＴＰＰについ

て、これもいろいろ不都合な真実がありますの

で、お伺いをしたいと思います。 

 ＴＰＰについては、日本も途中から交渉参加を

いたしまして、先般ブルネイでのそれぞれの意見

交換が終わりまして、あとは個別に相談をすると

いうふうな段階に入っております。そして、年内

には締結をするという方向で今動いておるわけで

ございますが、市長このＴＰＰ参加、日本が参加

することについて、市長の考えをまずお伺いをし

たいと思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、ＴＰＰについて、私の考

えを述べさせていただきたいと思います。 

 ご案内のとおり、日本は７月２３日午後から正

式にＴＰＰ交渉に参加をいたしました。交渉は２

１分野で協議されております。 

 ＴＰＰは、ご案内のとおり例外なき関税撤廃を

掲げ、全品目について即時または段階的な関税撤

廃を原則としております。その原則に従えば、貿

易のみならず国ごとのビジネスルールを統一して

いくことで、各国の企業はＴＰＰ圏内でより自由

にビジネスができるようになります。これは原則

ですけど。 

 例えば知的財産の保護、国境を越えた金融サー

ビスのルール、海外企業による公共事業への入札

など、新たな貿易のルールが設定されることにな

ります。 

 ＴＰＰの参加によって、より広域での自由貿易

が可能になるため、日本にとっては日本製品の輸

出が伸びるとともに、国内の設備投資が拡大する

ことが期待できる一方で、国外で生産された安価

な農産物や工業製品が輸入されれば、日本の農業

がダメージを受けるほか、デフレへの要因となる
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ことも考えられます。 

 内閣府の試算では、ＴＰＰ参加による経済効果

が全品目の関税が即時撤廃されたと仮定すると、

ＧＤＰで年率換算で３．２兆円、０．６６％押し

上げられるとされております。内訳として、海外

からの農林水産物など安いものが輸入されること

で２．９兆円のマイナスとなりますが、工業製品

の輸出量でプラス２．６兆円、企業の設備投資の

活発化でプラス０．５兆円、国内消費の活発化で

プラス３兆円と試算され、政府はこれを国益と判

断して、ＴＰＰ交渉に参加したものと考えており

ます。 

 私どもの西予市といたしまして、ＪＡ及び農業

者の意向を受けて、市及び議会においても反対を

表明したところでもございまして、しかしながら

現在協議中でございますので、その行方を見守っ

ていきたいと、このように思っております。 

○議長 １２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 数日前、愛南町議会の一般

質問で、ＴＰＰに日本が参加した場合、愛南町の

損失は幾らかという質問に、清水町長答えられた

のが農水産物が単年度で約２７億円という回答が

ありました。愛南町で農水産で２７億円というの

は非常に痛いんじゃないかと思いますが、当然西

予市においてもそういったことは十分想定できる

ことであろうと思います。金額の算出は、非常に

根拠によって変わりますので、金額云々ではない

と思いますが。 

 そこで、この向きで行きますと、間違いなくＴ

ＰＰはもうこれは自動的に私は締結、日本も参加

するであろうというふうに想像しておるわけです

が、そうなった場合に西予市で今想定できるメリ

ット、何かあるでしょうか、ちょっとお伺いをし

たいと思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 参加のメリットでございますけれど

も、ＴＰＰに参加することは第１産業を基幹産業

とする西予市にとっては、例えば農産物など関税

撤廃の例外とする５品目、ご案内のとおり米、

麦、牛肉、豚肉、甘味料、乳製品などございます

が、これの確保を交渉でかち取ったとしても、西

予市の場合はこのように高齢農家が中心でありま

して、また耕作条件不利地域である中山間地域で

ある西予市でありますから非常に参加メリットは

薄いと、このように考えておりまして、別の面で

言ったらデメリットが大きいと、このように思っ

ております。 

○議長 １２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 今言われましたように、私

もメリットは限りなくゼロに近い、デメリットが

大半であろうというふうに思っております。 

 そういう状況にあるんであれば、今交渉中であ

りますが、決まってから反対してもこれ何にもな

らないと思うんですが、やはり私は西予市の意思

としては行政も議会も反対すべきだろう。国益と

いうことがありますが、市益にならないことに対

して我々が何も行動しないというのは、いささか

市民に対して申しわけないんじゃないかなという

気がいたします。今９月定例議会、最終議会なら

間に合いますが、反対の意見書提出ぐらいはあっ

てもいいのかなと、そんな思いがいたしておりま

す。 

 我々、このＴＰＰというのは非常に高度な次元

の交渉ですから、内容理解するってのは大変難し

いんですが、現実の形を見れば誰でも理解できる

と思うんですが、１年半前に韓国がアメリカとの

米韓ＦＴＡを締結いたしました。それから１年半

たちまして、いろいろネット上で検索しますとや

っぱり韓国今大変になっております。特に農業に

おいては、畜産業が既に３割ぐらいは廃業に追い

込まれておるというふうな状況であります。です

から、西予市にも相当の打撃を覚悟しなければい

けないわけですが、こんなものをなぜあえてやら

なければいけないのか、私は西予市として全面的

に反対してはどうかということを、まず申し上げ

たいと思います。 

 そこで、このＴＰＰ、先ほど市長２１項目言わ

れましたが、２１なのか２４なのかちょっとわか

りませんが、この関税の自由化とかあるいはいろ

いろこれあります。そのことが問題であるという

よりも、一番懸念されておるのはＴＰＰの中でア

メリカはＩＳＤあるいはＩＳＤＳ条項、これが最

もやばいという考え方が一般に言われておりま

す。 

 このＩＳＤあるいはＩＳＤＳ条項とは何か。簡

単に説明を求めたいと思います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 ＩＳＤＳ条項というこの内

容は、投資協定や経済連携協定などを締結した国

家間におきまして、投資家や外国企業が相手国政
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府から不当に差別され不利益をこうむった場合な

どに、中立的な国際仲裁機関を通じて、相手国政

府に対する損害賠償を訴えることができることを

定めたものです。 

 以上、答弁とします。 

○議長 １２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 そのとおりだと思います

が、それでもちょっとわかりにくいと思うんです

が、わかる例で話しますと、韓国とアメリカがＦ

ＴＡ、当然ここの中にＩＳＤ条項が含まれており

ます。 

 今現実何が起こってるかと言いますと、韓国内

で日本と同じように学校給食は地域の食材を使お

うということで地産地消条例っていうのをどの自

治体もつくっておったらしいんですよね。ところ

がＦＴＡを結んだことによって、そのアメリカが

そこに食品を売ろうとしたときに、条例で規制さ

れてるとアメリカが売れなくなる。そうすると自

由貿易を阻害するんではないかと、この条例がで

すよ。となるとアメリカは訴えることができるん

ですよね。結局今韓国ではこのＩＳＤ条項に鑑み

て、この条例をもう撤廃しようということで９割

の自治体が撤廃したというふうに言われておりま

す。 

 今後日本でＴＰＰを締結した後に心配するの

は、今まで例えば議会で条例をつくる場合に最も

気をつけなければいけないのは、上位の法律を超

えてはいけないっていうのがあって、上位の法律

を知らなければ条例つくらなかったんですが、こ

れからは国内の法律プラスこのＩＳＤ条項に抵触

すれば、アメリカに訴えられて罰金取られるとい

う現実が起こると、このことが最も怖いというふ

うに今言われてるんですよね。ですから、我々は

日本国憲法のもとで憲法が一番上にあって、法律

があって、地方自治法条例があるわけですが、そ

の上にＩＳＤ条項が来るということは、国の主権

というものが企業の主権に取ってかわられるとい

うことを今危惧されております。 

 そこで、我々ＴＰＰの話ししてもなかなか理解

できないので、どうしたらこのＴＰＰがいいか悪

いかを理解することができるかということで、一

つの方法として、私はＴＰＰを締結した後、１０

年後日本がどういう国になっておるかを知ろうと

すれば、今のアメリカを見れば一番わかるんじゃ

ないかなというふうに私は思っております。それ

はなぜかというと、日本とアメリカは日米安保に

よって軍事協定を結んでおりますから、日本とア

メリカは表裏一体で動いてます。ですから、日本

の５年、１０年先はアメリカの５年、１０年過

去、そういう歴史をたどるんであろうと思います

から、ＴＰＰを結んで日本がどういう社会になる

のかを心配であれば、今のアメリカを深く研究す

れば、私はそのように日本もなると思います。 

 そこで、今のアメリカっていう国が今理想的な

国家かどうかということでいろいろ調べてみます

と、今アメリカとんでもない国になってるという

ふうに思っております。これは堤未果さんってい

うアメリカ在住のジャーナリストが書かれてる

（株）貧困大国アメリカっていう本を読みます

と、一目瞭然アメリカの現状というものの荒廃ぶ

りがうかがえるわけでございますが、私は決して

アメリカ１０年後、日本が理想とする国ではない

と。しかし、ＴＰＰを締結すれば、そのような国

にさせられる、なってしまうということを大変危

惧いたしております。 

 ここでいろいろ書いておりますけれども、例え

ば今一番言われてるのは１％ｖｓ９９％、１％の

裕福層に対して、アメリカ国民の９９％は貧困層

であるという極端な超格差社会が起こっておりま

す。お隣の韓国も数日前見ますと、韓国の１０大

手企業が韓国全体のＧＤＰの８割を独占してる。

中国の超格差社会は言うまでもないと思います

が、ＴＰＰはまさしくこういう世界規模での超格

差社会をつくっていく、特定の世界の多国籍企業

が生き残り繁栄するだけであって、大半はそれの

奴隷化にされるんではないかということが危惧さ

れておりまして、私はこのＴＰＰというのはいろ

いろな理屈を言われておりますけれども、基本的

にグローバルな超格差社会をつくる結果だけしか

残らないというふうに心配しておりますので、ぜ

ひ私は今定例会でも間に合うと思うんですが、市

長にもう一度お伺いします。 

 ９月定例会、国に対する意見書の提出お考えで

しょうか、お伺いしたいと思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 まず最初に、アメリカの国の理想国

家的なものに対することについて少し触れられま

したので、これについて少しだけお答えさせてい

ただきますけれども、アメリカが理想国家かどう

かということについても非常にそれは当然ながら
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疑問もありますし、ただ自由主義国家あるいは私

ども日本との同盟国家としてのアメリカというの

を、日本とはやはり当然ながら盟友として大事に

していく、あるいは日本が進むべき多くの示唆を

与えられてる国であるという側面はあるんではな

かろうかなと、このように私個人は理解しており

ます。 

 ２０数年前のことを考えますと、ちょうどアメ

リカが覇権国家、世界の中の覇権国家として例の

東西の冷戦が終わった後、アメリカが一極集中覇

権国家となっておったと思っておりますが、その

後アメリカが急激にその経済力が低下をして、２

０数年前にパクス・アメリカーナの時代が来てお

ったような気がいたしております。 

 そういう時代からまたアメリカ自身が立ち直っ

て、また今いろいろな世界に発信するような国に

なっておる一方で、世界はやはり多極時代に入っ

ておると、このように思っておりまして、一筋縄

では世界は行かなくなっておる時代にまた今入っ

ておるのかなと。今のシリアの問題にしても、ア

メリカの内部でもそういうような矛盾があり、大

統領の一つの考え方では進められない時代に入っ

ておるというのは、これはやはり多国間の極が大

分出ておる結果ではなかろうかなと思っておりま

して、その国が理想かどうか、アメリカに対する

理想かどうかということを判断するときには、日

本の国民がそれぞれの立場で自分の理想論を考え

ていけばいいことであろうかとこう思ってまし

て、私どものこの西予市の議会でこのことを余り

深く論じることは余りよろしくない、このように

思っておるところでもございます。 

 それと、ＴＰＰの今反対表明ですが、既に議会

も反対表明をされてご提出されたと私自身は思っ

ておりますので、あえて今の段階で交渉されとる

段階で、もう一度やり直すことについてはどうい

う意義があるのかな、ちょっと私自身もそのよう

に今のところ判断ができない状態でありますが、

既に私どもは、西予市議会も含めて西予市は反対

表明はしておる、このように私どもは理解をして

おります。 

 以上です。 

○議長 １２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 先ほど議会で議決した反対

につきましては、恐らくあの当時交渉参加に対す

る反対決議であったというふうに思っております

が、既に交渉は始まっておりましてもう間もなく

終わります。 

 それと、後は妥結ということに対して反対とい

う、もう１段階要るのかなという思いがするんで

すが、それは皆さんのご意見もありますので、そ

れだけにさせていただきたいと思います。 

 そこで、こういうＴＰＰが後ろに迫っておるよ

うな状況の中で、西予市としてどう生きていくの

かということについて最後にお伺いしたいと思い

ますが、昨年から取り組んでおりますジオパーク

も９月２４日には１つの審査の結果が出るようで

ございます。ぜひ認定されることを願っておるわ

けでございますが、そこで西予市のジオパークが

認定されれば、やはり西予市のジオパークとそし

て西予市のまちづくりというものを１つのセット

として私は今後行政として取り組んでいただきた

いというふうに思っております。 

 そこで、私は西予市のまちづくりに２つのキー

ワードを提案したいというふうに思っておりま

す。 

 １つは懐かしい未来という言葉、それからもう

一つは里山資本主義という言葉でございます。こ

の２つを私はベースとしてジオパーク西予市の中

で新しいまちづくりを目指してはどうかというこ

とで提案をしたいと思います。ここはちょっと文

章を読ませていただきたいと思います。 

 懐かしい未来とは、スウェーデンの言語学者ヘ

レナ・ホッジがインドのラダック地方で、人々の

暮らしに感動して彼女自身が見出した言葉であ

る。行き過ぎたグローバル競争社会は、多くの物

の豊かさを手にした反面、既に取り返しのつかな

い多くのものを失ってきました。人類の真の豊か

さとは、かつてどこの国にもあった自然との共生

の中でつくり出すことができる最大限のぜいたく

こそが真の豊かさであると思われます。特定の一

握りの多国籍企業によるグローバル経済至上主義

に翻弄されることは、決して豊かな未来を予測す

ることはできない。 

 一方、里山資本主義ということについてでござ

いますが、２００８年のリーマン・ショックで明

らかになったように、世界中で繰り広げられてい

るマネー資本主義はここに来て明らかに多くの矛

盾と極端な不平等社会を世界にばらまいてまいり

ました。これからも限りなく続く競争社会と我々

西予市は一線を画して、里山、里海というエネル
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ギー資源も食料も水もきれいな空気も当たり前と

して存在するこの恵まれた環境を生かしながら、

自然に負荷のない持続可能な新たな産業を創出す

ることによって、里地、里山、里海、これにまさ

る生活の場はないのではないかというふうに私は

思っております。 

 今までいろいろ質問してまいりましたが、社会

もそして自然も世の中も何かおかしくなってきて

おります。不都合な真実だらけであろうと思いま

す。西予市が進めるジオパーク構想も原点は何十

億年という歴史の中でつくられた豊かな自然、黒

瀬川構造帯、そしてその中で生きる人々の生きざ

まこそがジオパークであり、そしてこれを未来に

残すことが西予ジオパーク認定の目的であるんで

はないかというふうに私は思っております。 

 ９月２４日には審査結果がわかるわけでありま

すが、認定されればこの日を出発点として、これ

からの未来というものは、これまでの本当に懐か

しい古きよき時代を大切に継承しながら、過去を

壊すことなく、さらに豊かな生活を求めて、地域

資源活用型の里山資本主義を新しく創造していく

ことが、私たち議会、行政に課せられた課題では

ないかと私は思っております。 

 最後になりますが、このことについて市長のお

考えがあればお聞かせをいただきまして、質問を

終わりとさせていただきたいと思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、元親議員の最後のご質問

についてお答えさせていただきます。 

 ジオパーク構想の原点は、何億年という地球の

歴史の中でつくられた豊かな自然、そしてその中

で生きる人々の生活こそがジオパークであるとい

う議員のご意見につきましては、私も全く同感で

ございます。 

 ジオパークの目的の一つは、地球の活動を反映

した大地や、その大地の上で生きる動植物、それ

らと密接にかかわる私たちの暮らしや文化の重要

性について地域で住む私たちが理解し、これを大

地の遺産として保全することだと言われておりま

す。加えて、それらの価値をわかりやすく伝え、

教育や復旧活動を行うことが２つ目の目的。ジオ

ツーリズムで地域振興を図るという大地の遺産の

活用が３つ目の目的でございます。 

 先ほどちょっとお話がありましたラダックの町

では、西洋からの急激な貨幣経済の流入に加え、

若者たちには西洋文化に対する自分たちの文化へ

の劣等感が生じ、人々の暮らしが大きく変貌し、

近代化によってかえってマイナス面が大きくなっ

たと言われております。それと今ほど言われまし

た里山資本主義でございますけれども、私もちょ

っとこれには非常に興味を持っておりまして、特

に日本の中では藻谷浩介さんが唱えられておると

思っておりますけど、日本政策都市銀行から今は

日本総合研究所の市民研究員になられたと、この

ように思っておりますが、この方等の里山資本主

義は今日本の中の現状を分析して、これＮＨＫと

一緒に本を出されておると思っておりますが、非

常に分析されたいい内容になっておると思いま

す。私たちもこの中から西予市も考えさせられる

こと非常に多いんではなかろうかなと、このよう

に思っておるわけでございまして、これにつきま

してはともども研究をしていかせていただきた

い、このように思います。 

 やはり私たちには、まず自分たちの周りに広が

る自然や文化に関心を持ち、それらを誇りに思う

気持ちを育てることが非常に重要であると考えて

いるところでございます。そういった視点に立ち

ながら地域資源に対する学びを継続し、これらの

自然や文化を保全しながら、地域の持続的な振興

に結びつけること、これがジオパーク活動の中で

進めていく所存でございます。 

 以上、ご回答させていただきます。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前１０

時３１分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１０時５

０分） 

 次に、１番源正樹君。 

○１番源正樹君 議席番号１番源正樹です。 

 浅野議長より許可をいただきましたので、通告

書に従いまして２個の施策区分、合計５個の質問

を行います。 

 初めに、教育についての質問を３つ、次に子育

てについての質問を２つです。 

 本日の質問は、主に理念や理想を問うもので

す。西予市としての考え方、また今後の方向性に

ついて答弁いただければと思います。よろしくお

願いいたします。 

 初めに、教育について質問いたします。 

 まず、１点目は小・中学校教育についてです。

昭和３３年に当時の文部省により、法的拘束性を
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主張する学習指導要領が誕生いたしました。それ

までも学習指導要領（試案）ならばありました

が、あくまでガイドラインであり、戦前の教育シ

ステムを見直そうという観点から、国が学校のカ

リキュラムにかかわることは極力避けようという

方針がありました。原則としては、それぞれの地

域のそれぞれの学校の自主性に委ねるとの考えだ

ったと思います。 

 ところが昭和３３年の改訂学習指導要領から大

きく変わり、（試案）の文字がなくなり、官報に

掲載される形になり、法律ではないが法律に準ず

る扱いのものとされました。基本的にこれまで１

０年に１度の頻度で改訂されており、今日にわた

るまで続いております。 

 平成１４年度の学習指導要領改訂では、教育内

容の厳選、総合的な学習時間の新設により、基

礎、基本を確実に身につけさせ、みずから学び、

みずから考える力など生きる力の育成を実現する

とうたわれました。 

 小学校６年間の総授業時数は５，３６７こま

で、国語、算数、理科、社会、生活の合計授業時

間は３，１４８こま、中学校３年間の総授業時数

は２，９４０こま、これまでにも学習指導要領の

改訂で既に教育のゆとり路線が段階的に強化され

つつありましたが、この平成１４年度から実施さ

れた学習指導要領は学習内容の大幅な削減、完全

学校週５日制の実施、総合的な学習の時間の新設

など、今までのものに比べて大幅に改訂されたも

のであったため、一般にはゆとり教育の始まりと

されております。 

 ２年前になりますが、平成２３年に戦後８度目

となる学習指導要領が改訂されました。文部科学

省は、新しい指導要領をゆとりか詰め込みかでは

なく生きる力を育む教育とし、基礎的な知識や技

能の習得と思考力、判断力、そして表現力の育成

を強調しています。 

 昭和５５年の改訂以来、減り続けてきた授業時

間はおよそ３０年ぶりに増加、小学校の授業時数

は６年間で現行より２７８こまふえて５，６４５

こま、中学校では１０５個ふえ３，０４５こまと

なっています。 

 前の指導要領から開始された総合的な学習の時

間の総授業時間は大幅に削減され、主要５教科で

ある国語、算数、数学、理科、社会、英語及び保

健体育の総授業時間が増加しました。算数、数学

や理科などで前回削減された内容が復活し、古

文、文化遺産、武道といった伝統や文化に関する

教育を充実するとされています。 

 いずれの学習指導要領も生きる力の実現を目指

すことは同じですが、その力をどのようにして子

供たちに教えていくのか、このことの明確な解答

がないことが、この学習指導要領を見ると感じら

れます。 

 詰め込み教育に対する批判がゆとり教育を生み

出しました。そして、大学に入学しても、中学校

の復習を必要とするような基礎学力のない学生が

ふえたことで、ゆとり教育批判が生まれました。

学校を卒業し社会人となっても、就職してもすぐ

にやめてしまうことが多く、若年世代では３年以

内の離職が３割にも達しております。厚生労働省

が先月発表した平成２４年の雇用動向調査による

と、働く人全体に対する離職率は１４．８％であ

り、大きく平均を上回っています。 

 生きる力は会社で働くことだけではありません

が、社会で生きていく力がついているとは言いが

たい現状を感じます。 

 学校の勉強は何のためにするのかという問いに

は、社会で生きるための学力を身につけるためと

いう答えがあり、それをどのように実現していく

かがこれからの教育の大きな課題であると考えま

す。 

 これから西予市を担う、そして社会の未来をつ

くる西予市の児童・生徒たち、幼少の時期から大

人の一歩手前に差しかかる大切な時期を小・中学

校で過ごします。学力教育とともに、社会教育の

大切な一部を行う学校は、大きな役割を担われて

おります。その子供たち、何を教えることが大切

か、考えをお聞かせください。 

 次に、教育再生実行会議の提言について質問を

いたします。 

 昨年１２月に第２次安倍内閣が発足いたしまし

た。第１次内閣である平成１８年のときには、ノ

ーベル化学賞を受賞された野依良治理化学研究所

理事長を座長とする教育再生会議を、ことし１月

には鎌田薫早稲田大学総長を座長とする教育再生

実行会議を立ち上げられております。 

 この実行会議には、加戸守行前愛媛県知事、ま

た７月に当市を訪問された蒲島郁夫熊本県知事も

委員として参画をされております。教育再生にか

ける安倍総理の思いは強く、人づくりは国づくり
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とし、経済、外交安全保障、暮らしと並ぶ重要施

策として対応しています。 

 実行会議は、これまでに３つの提言を出してい

ます。 

 第１次ではいじめ問題等への対応について、第

２次では教育委員会制度等のあり方について、第

３次ではこれからの大学教育等のあり方につい

て。今後はグローバル化に対応した教育につい

て、６・３・３・４制のあり方について、大学入

試のあり方について審議し、詳細については文部

科学大臣から中央教育審議会に諮問し、年内に答

申を求める見通しです。 

 教育委員会制度のあり方についての第２次提言

では、地方教育行政の権限と責任を明確にし、全

国どこでも責任ある体制を築くとしております。 

 改革内容については、１つ目は自治体の長が任

命を行う教育長を教育行政の責任者として教育事

務を行うようにすること。２つ目は責任ある教育

が行われるように、国、都道府県、市町村の役割

を明確にし、権限の見直しを行うこと。３つ目は

住民の意向を反映するための仕組みづくりをする

ことです。 

 現在の教育委員会制度も同じく政治的中立性の

確保、継続性、安定性の確保、地域住民の意向の

反映を趣旨としています。このことを大切にしな

がら、教育をどのように行っていくのか、これか

らの国の議論を注目したいと思います。 

 まだ、諮問機関での提言の段階であり、決定は

されておりませんが、教育再生実行会議における

第２次提言、教育委員会制度等のあり方について

どのようにお考えか、質問をいたします。 

 教育についての質問の最後に、奨学金について

質問をいたします。 

 先に１つ訂正をさせていただきます。 

 この質問に関しまして、私先般の通告書に利子

を無償にできないかとの内容を提示しておりまし

た。しかし、利子については無償であるとのご指

摘をいただきました。ここで訂正をさせていただ

き、大切な質問の機会に誤った質問内容を提出し

たことをおわびいたします。 

 質問を続けます。 

 現在西予市には西予市育英会奨学金貸付特別会

計、城川地域育英資金貸付基金、三好等奨学基金

と３つの奨学金制度があります。 

 育英会自体は合併以前から旧町に存在していま

したが、貸し付け、償還ともに金額や時期が異な

っていたものを調整し、選考基準も統一化されて

います。 

 基金については、それぞれの設置理由もあるか

と思いますが、これを統合し事業実施できないか

お尋ねいたします。 

 育英会奨学金貸付事業の平成２４年度事業内容

では、新規に申請された方が２１名、これを含め

て大学３８、短期大学１９、高校１４、医学部

３、合計７４名の方が利用されています。月額で

すが、高等学校では１万５，０００円、それ以外

の学校は３万５，０００円、医学部は５万円を貸

し付けするもので、経済的理由により就学困難な

方に貸与するとされています。学ぶことは一生続

きますが、感受性の強い時期に多様な環境で学ぶ

ことができる学生時代を過ごすための一助とし

て、もっと多くの方に利用していただければと思

います。先ほど述べましたように、無利子での貸

与であり、条件は非常に有利だと思います。 

 育英会事業、平成２４年度決算では歳入が１億

１，８７９万円、歳出が２，８５０万円であり、

新規の需要が減っているのが現状ではないでしょ

うか。 

 事業を有効活用するために、皆様に制度を知っ

ていただき、利用者をふやし、基金を特別会計に

統合することが一つの方法ではないかと考えます

が、お考えをお聞かせください。 

○議長 宇都宮教育長。 

○宇都宮教育長 教育について３つのご質問をい

ただきました。 

 それでは、まず最初に小学校教育についてのお

答えをいたしたいと思います。 

 西予市の教育委員会では、教育基本方針としま

して、学校教育と社会教育を通じて高い知性と誠

実で豊かな人間性を持ち、健康でたくましく生

き、社会に貢献できる西予市民を育成することを

目指しております。 

 学校教育の関係では、教職員の資質、指導能力

の向上を図って、安全で安心な教育環境の中で子

供たちが学習意欲を高め、基礎、基本を踏まえた

学習を取り込むことにより、豊かな人間性やみず

からが学び、みずからが考える力などのいわゆる

生きる力を育む学校教育を推進すること。さらに

は、家庭や地域の教育力の向上を図るとともに、

学校、家庭、地域が連携協働して次代を担う子供
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たちの健やかな成長を育むこと、もう一つ特色の

ある西予市の自然や文化に誇りを持ち、これを守

り育てるとともに、新しい文化の創造に寄与する

市民を育成するというようなことを基本方針とい

たしております。 

 この基本方針に基づきまして、西予市が次のよ

うに児童・生徒を育成したいと考えております。 

 まず、１つ目が郷土を愛し、豊かな心を持ち、

みずから学び、たくましく生きる西予の子を育て

る教育の推進です。そのためにも、地域の特性を

生かした学校づくり、地域ぐるみで取り組む教育

を重視いたしております。 

 ２つ目が生涯学習で社会の一員としての基礎基

本の定着でございます。具体的には、読み書き計

算など基礎基本的な学力の確実な定着を目指して

おります。さらには、読書活動、表現力の育成、

知徳体のバランスのとれた児童・生徒の育成を図

ってまいりたいと思っております。 

 ３つ目が社会人としての基礎、基本の定着であ

ります。自己肯定感、思いやり、公共心、責任

感、たくましさといったものの育成とともに、地

域行事やボランティア活動への積極的な参加を進

めていきたいと思います。 

 ４つ目が高度情報通信社会や国際化に対応でき

る力の育成です。日々変化発展いたしております

社会に対応するためにも、情報リテラシーやスキ

ルを身につけさせることは大変重要でございます

ので、外国文化に対する興味、関心が高い児童・

生徒を育成いたしてまいりたいと思います。 

 以上が基本的な考え方ですが、社会教育との連

携も図りながら生きる力を育成してまいりたいと

思います。 

 ２つ目が教育再生実行会議の第２次提言でござ

いますが、文部大臣は提言された教育委員会制度

の改革の方向性を踏まえたその具体的な実施方法

や法制化にかかわる審議を４月２５日で中央審議

会に諮問したところでございます。ご指摘のよう

に、年内に中教審の答申を受けて、来年の通常国

会に関連法案を提出するということを明らかにい

たしております。 

 現行の地方教育行政が権限と責任の所在が不明

確である点や地域住民や保護者の意向が十分反映

されてないという指摘があることはご承知のとお

りでございますが、仮に教育再生実行会議の提言

に沿った改革が実施されたとするならば、教育委

員会制度は昭和３１年に現在の地方教育行政の組

織の運営に関する法律の基本的な法律ですが、こ

の法律制定以来最も大きな変革のときを迎えるこ

とになりますので、今後の中教審の議論を注視い

たしておるところでございます。 

 今回の提言は非常に大きな改革案でございます

ので、各方面からいろいろな意見が出ることは当

然のことと存じますけれども、まず重要なこと

は、必要であると思うことは、現行の教育委員会

制度が果たしてきた役割、機能を損なわない対策

が必要ではないかと考えております。 

 ８年前になりますか、平成１７年に中教審が答

申、地方分権時代における教育委員会のあり方と

いう諮問に対して答申を出しておりますが、この

中においても教育に求められる要件として、１つ

が政治的中立性の確保、２つ目が継続性、安定性

の確保、３つ目が地域住民の意向の反映の３つの

要件、議員指摘のとおりでございますが、今回の

再生会議第２次提言においても、その重要性は認

めているところでございますので、中教審の慎重

な審議を期待いたしたいと思っております。 

 今回の提言は、教育行政の責任者を首長が任命

する教育長に変更するということを改革の柱にし

ておりますが、それ以外にも県費負担職員の人事

権の市町村移譲や現行法位置づけがされておりま

して設置が既に可能な学校運営協議会、いわゆる

コミュニティ・スクールの積極的な推進などを制

度改革に向けた検討事項とされております。 

 教育再生実行会議の提言は、詳細な制度設計は

中教審の審議に預けるという形となっております

ので、よりよい教育行政が構築されるよう中教審

の場で具体的、専門的な審議が行われることを期

待しているところでございます。 

 最後に、奨学金の問題についてお答えいたした

いと思います。 

 西予市には、現在ご指摘のとおり３つの奨学金

の制度がございまして、優秀な学生または生徒が

経済的な理由により就学困難な者に対しての学費

を貸与して、子弟の育成を図るという目的で運営

されてございます。 

 貸付対象者でございますが、西予市育英会奨学

金は西予市市内全域であるのに対しまして、城川

地域育英奨学金については城川町内だけ、それか

ら三好等奨学金については三瓶町内に限定して運

用いたしております。 
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 その理由でございますけれども、西予市育英会

奨学金は合併時に旧５町を調整いたしまして、一

般財源で新たに創設されたものでございまして、

ただ城川育英奨学金は城川町住民の皆様がいわゆ

る香典返しの原資で城川町地域の子供たちという

ことで限定されて寄附された原資でございます。

また、三好等奨学金の原資は旧蔵貫村出身の故三

好等様の遺族から地域のためにということで１，

０００万円の寄附がございまして、現在奨学資金

として活用しているものでございます。 

 それぞれに目的、思いもございまして寄附され

たものでございますので、その資金を一本化とい

うことになりますと、少し難しいかなという思い

がいたしております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 １番源正樹君。 

○１番源正樹君 ありがとうございます。 

 そもそも今回教育について質問しようと思った

きっかけというわけではないんですが、７月、

先々月になりますが、その先ほど言いました蒲島

郁夫熊本県知事が西予市に来ていただきまして、

西予市内の全ての中学生を対象に講演会を開催し

ていただきました。蒲島知事、今熊本県知事とい

うことでご活躍をされておりますが、もともとは

高校を出られて地元の農協に就職され、そして農

業研修生としてアメリカに渡られ、その地で学問

と出会い、それからまた日本に帰られて今ああい

った形で活躍されておると、その内容を聞いて、

これからやはり未来に近づいてる中学生たちがど

う思ったか、これは本当にすばらしいことだった

と思います。もともと三好市長が何年前かにお会

いされて講演を聞かれたという話だったと思いま

すが、それからの長年の思いが重なったのかなと

いう意味で、ああいう話をやっぱり子供たちに聞

いてもらうというのは本当によかったと思いま

す。 

 なおかつ、ことしの３月にはおイネさんウオー

クという意味で楠本イネさんの道をたどる第３回

を行いましたし、昨年は同じ楠本イネが題材とな

っている幕末ガールの観劇、小学校４年生から中

学生までだったと思いますが、見に行ったと思い

ます。西予市もおイネ元年として昨年度から事業

されており、町の偉人賢人をまず伝える、その人

の生きてきた姿勢、そういったものを伝えること

が、まずは教育ではなかろうかと思っておりま

す。 

 今西予市の現状について基本的なお考え、教育

長のほうから答弁をいただきました。その中でま

ず教育についてのところで、基礎的な学力の習

得、４つの内容があったかと思います。それとそ

の基礎的な学力をはかる意味で今全国学力テス

ト、これが実施されております。今テストが終わ

って間もないと思いますので、結果集計なり内容

を吟味されている段階だとは思いますが、例えば

基礎的な学力を見るために学力テスト、これをど

ういった形で考えていくのか、それについて答弁

をお願いいたします。 

○議長 宇都宮教育長。 

○宇都宮教育長 ただいまの質問についてお答え

いたします。 

 既に８月末に新聞でも紙上で発表されましたけ

れども、全国学力テストは都道府県別のデータが

示されております。私ども西予市の教育委員会に

ついても市町村別ということでデータとして８月

末に届いております。届いておりますが、非常に

項目が多岐にわたって、まだ分析ができておりま

せんので、その分析に対してどう判断するか、ど

う評価をするかというお話を本席で申し上げるわ

けにはいきません。 

 不可能でございますんで、昨年度２４年度に同

じように全国学力・学習状況調査、大分規模は小

さいですが、それと県の学力診断調査定着度テス

トというようなものをやっております。この中で

見えた問題として、西予市の問題としては学力的

には読み取る力とか聞く力とか話す力が若干不足

ぎみ。基礎的な知識や技能はあるけども、それを

活用する力が少し劣ってるかなと。それから、自

己肯定感がちょっと低くて、もう少し自分を認め

てほしい。自己肯定感を考慮させる対策が必要で

あるんじゃないかなと、こういう分析を実施いた

しておるんですが、今回の問題につきましては、

小学校、中学校においてもそれぞれ単なる知識に

関する問題だけでなくて、活用に関するそれぞれ

の領域、話すこと、書くこと、聞くこと、読むこ

とというような国語教科の細かい分析が必要でご

ざいますんで、各校学力向上推進員さんを置いて

おりますので、学力向上推進員さんを中心に委員

会を立ち上げまして、市全体の現状分析を実施し

た上で今後どのように取り組むか検討いたしたい

と思います。 
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 その上で、各校それぞれ小規模校、大規模校ご

ざいますので、学校の実態を加味して、具体的な

実践につなげてまいりたいと思っております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 １番源正樹君。 

○１番源正樹君 ありがとうございました。理解

いたしました。 

 次に、先ほどの４つの基本方針の中で、もう一

つ社会人としての基礎、基本の定着というものが

あったかと思います。これはまだ日本では実現を

しておりませんので、ちょっと紹介というか、こ

ういうのがあるんだなというちょっと学びました

んで、申し述べたいと思います。 

 今イギリス、欧米諸国のほうでシティズンシッ

プ教育というものが近年行われているそうです。

特にニートと言われる若者の就業意識の低下や社

会的無力感、投票率の低下を初めとする政治的無

関心が深刻な問題とされ、将来を担う世代に社会

的責任、法の遵守、地域やより広い社会とかかわ

ることを教えなければ民主主義社会の未来はない

との危機感が広がってきたことが背景にあるそう

です。 

 これは西予市でという話ではありませんで、こ

れから国に対して、あと我々も、今基本的に学校

教育ということで質問させていただいてるんです

が、学校はあくまで勉強、そして集団生活、まず

この基本を教えるところ。家庭でまず教育がある

と思います。先ほど、教育長からの答弁でもあっ

たかと思いますが、学校、地域、家庭、この三位

が一体となってこそ、初めて生きる力がついてく

るんではないかと思います。皆が自分の立場、そ

して自分ができることの中でその子供をどうやっ

て教育していくのか、生涯学習という話もありま

した。学ぶということは、一生終わりがないこと

ではありますが、まずは社会に出るための基礎的

な生きる力、力強く生きる力ということで、教育

長のほうからも答弁をいただきましたので、皆で

その生きる力をどうやって子供たちに教えるかと

いうことを、私自身も一人の親として、そして一

社会人として考えてまいりたいと思います。 

 それでは、施策の２番目、子育ての質問に移り

たいと思います。 

 まず、子育て支援の重要性について少し述べた

いと思います。 

 合併当初、西予市内の就学前児童数は全国の児

童動態と同じく減少の一途をたどっております。

就学前児童数は、合併当時平成１６年に１，９１

０人であったのが、ことし４月には１，５６９人

と約２割近く減少しています。発表された平成２

４年の合計特殊出生率は１．４１で、平成８年以

来１６年ぶりに１．４０を超えました。しかし、

出生数は前年比１万３，７０５人減の１０３万

７，１０１人と過去最少、死亡数は３，１８８人

増の１２５万６，２５４人と戦後最大で、出生数

から死亡数を引いた自然増減は２１万９，１５３

人の減と過去最大値となっております。 

 人口を維持するには出生率が２．０７必要だと

言われておりますが、高齢化により子供を産める

年齢層が減っている日本では、それを上回ったと

しても人口減はとまりません。３０秒に１人新生

児が生まれる一方、２５秒に１人亡くなられてい

る計算で、今後も人口減はとまらないだろうとの

分析をされている報道を見かけました。 

 少子化については、子供同士の触れ合いの減少

等により、自主性や社会性が育ちにくいといった

影響、年金などの社会保障費用に係る現役世代の

負担の増大、若年労働力の減少による社会の活力

の低下があると言われております。 

 こうした状況を踏まえ、少子化の原因や背景と

なる要因に対応して子供自身が健やかに育ってい

ける社会、子育てに喜びや楽しみを持ち、安心し

て子供を産み育てることができる社会を形成して

いくことが必要です。 

 子育ては、夫婦や家庭の問題と捉えられがちで

すが、さまざまな原因を解決していくことは行政

もとい企業、職場や地域社会の役割もあり、子育

て支援社会の構築を目指すことが要請されていま

す。 

 国も次世代育成支援について抜本的対策をと

り、平成２７年度にスタートに向け取り組みを進

めています。 

 以上のような観点により、保育所、保育園のあ

り方について、そして認定こども園について質問

します。 

 まずは公立保育所、保育園のあり方について、

市内には保育所と保育園の２通りの名称がありま

すが、保育所に統一して質問をしたいと思いま

す。 

 現在、市内の認可保育所は公立保育所が１０カ

所、民間保育所が８カ所設置されています。先月
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８月に西予市公立保育所（園）のあり方に関する

方針（案）のパブリックコメントの募集をされて

いたかと思います。少し前の話にはなりますが、

平成２０年には西予市児童福祉施設民営化検討委

員会が設置され、民営化の方向づけについて答申

が出されています。現在西予市内では、教育環境

の充実、複式学級の解消を目指した小学校再編統

合が進んでおり、今後は保育所、保育園について

も統合及び民営化の課題が出てくると思います

が、市の基本的な考えはどのようなものか、質問

をいたします。 

 次に、認定こども園制度について質問します。 

 認定こども園とは、幼稚園、保育所等のうち、

保護者が働いているいないにかかわらず就学前の

子供を受け入れて幼児教育、保育を提供する機

能、また地域における子育て支援を行う機能、全

ての子育て家庭を対象に子育て不安に対応した相

談活動や親子の集いの場の提供など地域の子育て

支援を行う機能を備える施設で、都道府県知事が

認定した施設を言います。 

 この制度は、近年の急速な少子化の進行や家

庭、地域を取り巻く環境の変化に伴い、保護者や

地域の多様化するニーズに応えるため、平成１８

年１０月より開始された制度です。 

 認定こども園制度の推進により、保護者の就労

の有無にかかわらず施設の利用が可能になる、適

正な規模の子供の集団を保ち、子供の育ちの場を

確保できる、既存の幼稚園の活用により、待機児

童が解消できる、育児不安の大きい専業主婦家庭

の支援を含む地域子育て支援の充実など、そうい

った効果が期待されております。 

 認定数はことし４月１日現在で全国で１，０９

９件、うち公立が２１８、私立８８１件とまだま

だ導入が進んでいないのが現状です。愛媛県内で

は、４月時点で１６件だということです。 

 野村幼稚園、ことし４月より預かり保育を新規

に事業実施されております。現在市内には公立幼

稚園が５カ所、民間幼稚園が２カ所設置されてい

ます。多様化する子育て支援へのニーズに対応

し、次世代を担う子供たちを豊かな環境で育てる

ためには教育と保育を一体として捉えるべきとい

う考えがあり、それを幼・保一元化、そういった

言葉であらわしております。 

 西予市として、認定こども園制度への考え、ま

た今後公立保育所、幼稚園に導入についての検討

はされているのでしょうか、質問をします。 

○議長 三好生活福祉部長。 

○三好生活福祉部長 それでは、私のほうから、

ただいま源議員からのご質問のうち、今後の保育

所園の統廃合や民営化課題に対する市の考えと認

定こども園制度への考えや導入に向けた検討につ

いての２点について、合わせまして答弁をいたし

ます。 

 小学校再編の進展を初め、近年子供を取り巻く

社会情勢は目まぐるしく変化し、少子化、核家族

化、就労の多様化などを背景に保育ニーズも多様

化いたしております。子育て家庭にとって保育所

はなくてはならない施設であり、地域の子育て支

援の拠点でもあります。次代を担う子供たちが、

安心・安全な保育環境のもと、健やかに成長する

ことが保護者の願いであり、行政の責務であると

考えます。 

 現在、西予市の認可保育所は公立が９園、本来

１０園あるんですけども、１園につきましては休

園となっておりますので、公立が９園、民間が８

園であります。平成２５年７月１日の入所児童数

が８３７人でございます。議員仰せのとおり、急

速な少子化の影響もあり出生率は年々減少し、ほ

とんどの保育所で大きく下回っているのが現状で

あります。 

 このような状況の中、本市といたしましては子

供たちの成長に望ましい保育環境はどうあるべき

かについてこれまで熟慮を重ねてまいってきまし

た。 

 そこで本市では、先ごろ統廃合、民営化を含め

た公立保育所園のあり方に関する方針案を策定い

たしまして、主に保育所や保護者を対象に説明会

及びアンケートを実施いたしました。また、あわ

せましてパブリックコメントを実施し、広く市民

の皆様のご意見を募集をしたところでございま

す。 

 今後は、アンケートの結果やパブリックコメン

トの意見を参考に、公立保育所園のあり方に関す

る方針案の成案に向けた作業を進め、遅くとも１

０月ごろを目途に方針として決定することといた

しております。 

 これからの保育所園の運営に関する基本指針と

して活用してまいりたいと考えております。 

 ちなみに、この方針の主な内容につきまして

は、公立保育所園の今後あるべき姿に加え、将来
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の状況変化等により、保護者や地域から統廃合、

民営化の要望やその必要性が出てきた場合で、こ

れに関して地域の理解や関係当事者間の合意形成

が整った後のその基本的な考え方やその手法を示

したものとなっております。 

 したがいまして、行政指導による統廃合や民営

化を進めるものとはなっておりませんので、ご理

解を賜りたいと思います。 

 次に、認定こども園制度に関してのご質問です

が、本制度は近年の急速な少子化の進行や家庭、

地域を取り巻く環境の変化に伴い、保護者や地域

の多様化するニーズに応えるために、平成１８年

１０月より改正された制度となっております。 

 認定こども園は、就学前の子供に幼児教育、保

育を提供する機能、そして地域における子育て支

援を行う機能のこの２つの機能を備え、職員資格

及び職員配置、教育保育の内容、子育て支援等に

関する認定基準を満たせば、先ほど来のご指摘の

ように都道府県知事の認定を受けることができる

施設でございます。 

 この認定こども園には、幼・保連携型、幼稚園

型、保育所型、地方裁量型の４つのタイプがござ

います。 

 保護者や地域の本制度への評価は高いと言われ

ておりますけれども、財政支援が不十分であった

こと、会計処理や申請手続が煩雑、国の省庁間、

自治体間の連携が不十分だったことなど課題もあ

り、普及が進まなかった現状がございます。 

 この後、国のさまざまな検討会議の開催を経ま

して、普及の改善に向けた取り組みが現在なされ

ているところでございます。 

 西予市といたしましては、認定こども園制度の

根拠法となります就学前の子供に関する教育、保

育の総合的な提供の推進に関する法律におきまし

て、地方自治体の関係機関の連携協力が義務づけ

られていることから、国、県の動向を注視しなが

ら、認定こども園のメリット、デメリットをしっ

かり検証し、制度の導入に当たりましては保護者

や地域のニーズを踏まえた上で慎重に検討してま

いりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 １番源正樹君。 

○１番源正樹君 ありがとうございます。 

 何点か再質問させていただければと思います。 

 まず、１点目なんですが、今定例会に先般の６

月の質問でさせていただきましたいわゆる子ど

も・子育て会議設置条例が提案されております。

例えばその子ども・子育て会議これから設置され

るという前提で話はさせていただきますが、その

中で例えば今の保育園事業ですとか、認定こども

園、こういった検討をどういった形で行うか、そ

こら辺の内容、もしわかりましたら教えていただ

きたいと思います。 

○議長 三好生活福祉部長。 

○三好生活福祉部長 ただいまのご質問でありま

すが、この保育園事業あるいは認定こども園等の

検討をただいまの子ども・子育て会議において検

討されるかというふうな質問でございますが、ま

ず保育園事業につきましては民間と公立というふ

うに２つのタイプがございます。ご承知のとお

り、民間につきましては社会福祉法人が運用され

ております。これに関しましては、言われるまで

もなく社会法人のほうで委ねていただくというふ

うなことが筋であろうかというふうに思います。

なお、公立保育園につきましては先ほど来私のほ

うでご説明のほうしました公立保育所の今後のあ

り方の方針に基づいて処理されていくというふう

に理解をいたしております。 

 次に、認定こども園等につきましては、幼・保

一体化の観点から、今後子ども・子育て会議にお

いてテーブルに乗るというふうな可能性は十分あ

ろうかというふうに認識をいたしております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 １番源正樹君。 

○１番源正樹君 ありがとうございます。 

 一番最初の答弁の中で公と民の適切なあり方、

これを検討していくということと、これは２回ほ

ど言われたかと思いますが、保護者と地元の意見

を大切にして事業を進めていくということで、お

答えはあったかと思います。 

 この官民の役割分担ですよね。例えば多様化す

る保育ニーズ、いろいろあると思います。病児後

保育、延長保育、祭日に保育をしてくれ、夜遅く

まで見てほしい、それは本当に社会環境の変化に

よって子育てに対するニーズはどんどんふえてき

ております。 

 その中で、現在病後児保育でありますかね、延

長保育等の対応が、これは通常の延長保育じゃ例

えば６時以降とか朝７時から預かるとか、そうい

った延長保育等の対応はいわゆる民間保育所のみ
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で行われておりますが、そういった多様化する子

育てニーズに対応するために、どういった役割分

担が必要であるのか、またどのように考えていら

っしゃるのか、質問したいと思います。 

○議長 三好生活福祉部長。 

○三好生活福祉部長 それでは、ただいまのご質

問にお答えをいたします。 

 先ほど来のいわゆる特別保育というふうに申し

ておりますけども、病後児保育や延長保育あるい

は一時預かり保育といったようなことを、行政用

語では特別保育というふうに申しておりますけど

も、現在民間保育所の中でこういった特別保育を

行われているのは、内容といたしましては病後児

保育が１カ所、それから延長保育所が３カ所、一

時預かり保育が１カ所というようなことでなって

おります。 

 ただ、この事業につきましては国、県、市の補

助金によって運営されてるのが実情でございま

す。 

 一方、公立保育所のほうには財政規律の関係で

今現在のところは特別保育は実施いたしておりま

せん。しかしながら、現在公立、民間ともその持

ち味や特徴を生かした良好な保育運営がされてい

るのではないかといったような認識をいたしてお

ります。 

 また、保護者の皆さんからもこの２つの選択肢

があるということで、それもそういった選択肢の

幅があるといったことでご理解をいただいてると

ころでもあります。 

 また、今後の子育てのニーズにもよりますけれ

ども、現時点では現在の官民のそれぞれの保育所

がそれぞれのよさを生かしながら、切磋琢磨され

ている共存共栄の保育運営を今後ともやっていく

のが望ましいんじゃなかろうかなというふうには

認識をいたしております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 １番源正樹君。 

○１番源正樹君 今答弁いただきまして、それぞ

れでやっぱりニーズというのは実を言うと特別保

育のニーズだけじゃなくて、いわゆる５町でそれ

ぞれの町の求めることというのはいろいろと異な

ってくると思います。そこら辺を含めて、こうい

った形で保育園のあり方という方針案を今回お決

めになられることは理解をしておりますので、よ

りよき形になるよう、いい案になればと思ってお

ります。 

 最後に、ちょっとこれを質問させていただきま

すが、先ほど来幼・保一元化、いわゆる認定こど

も園の話をさせていただきました。基本的に都会

向けの制度であるのは間違いないと思います。県

内で１６カ所あると言いましたが、松山で１２、

四国中央市で１件、あと今治で３件だったと、ち

ょっとうろ覚えなんで申しわけないんですが、基

本的には西予市でやるのが向いてるかどうかとい

うと、それはまた今後の議論を経てなると思いま

すが、そもそもその保育園は児童福祉法、幼稚園

は学校教育法、担当所管の課のほうも幼稚園は西

予市だったら学校教育課、保育園は社会福祉課に

なるかと思います。 

 じゃあ保育と児童学習を分けるのが正しいのか

どうかということが、まずは幼・保一元化の話の

始まりだったと思います。その中で、確かにもと

もとの根拠になる法律が違う、学校の例えば幼稚

園の先生は幼稚園教諭としての資格、保育園の保

育士の先生は保育士の資格、そういった意味でも

ともとの制度の起こりはそうだったかもしれない

ですが、今この時代になって合ってきていないと

いうのが現状だと思います。恐らく、これはまだ

これから国の子ども・子育て会議、それがあって

県の子ども・子育て会議があって、市の子ども・

子育て会議という流れになってまいると思います

ので、そこの流れを見ながら、今後検討をされて

いくことだと思っております。本格的な変更が来

年、１年半後になりますかね、平成２７年４月か

らになると思います。それまでにいろんな意味で

西予市の子供たちが大きくなり、社会に貢献でき

る、そして社会で生きていけるように、質問の最

後に一言申し添えて終わりにさせていただきます

が、子育て、教育は町の将来、そして国の未来を

築く礎だと思っております。子育てをしやすい環

境を整え、子供たちに社会で生きる力をつけ、社

会に貢献できる人間を育てることは、すぐに結果

が出ないことですが、大切なことだと思っており

ます。家庭、地域、学校、行政がそれぞれの立場

で知恵を出し、力を合わせ、さまざまな困難、課

題はありますが、それを解決するために私自身今

後とも努力をしてまいりたいということを最後申

し添えさせていただきまして、一般質問を終わり

たいと思います。ありがとうございました。 

○議長 以上をもって本日の日程は全て終了いた
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しました。 

 明日は午前９時より引き続き一般質問を行いま

す。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午前１１時４５分 
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  開議 午前９時００分 

○議長 皆さんおはようございます。 

 本日は早朝より、このように大勢の市民の皆様

に傍聴いただきまして、まことにありがとうござ

います。 

 ただいまの出席議員は２０名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行

います。 

 質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 まず、７番兵頭学君。 

○７番兵頭学君 おはようございます。 

 ただいま議長の許可をいただきましたので、通

告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

 昨日の新聞が休みでしたので、けさの愛媛新聞

にはオリンピックが東京誘致に決まったというこ

とで出ておりました。経済効果も５兆円とも、１

０兆円ともというような解説がありましたが、地

方にはなかなかそれが波及するのがいつになるの

かと心配しておるところでございますが、その前

に愛媛では２０１７年に国体が開催されます。そ

の国体に向けて野村町では乙亥、相撲関係を誘致

しておりますし、宇和町では一般女子ソフトを誘

致して、今準備が進んでおると思いますが、こと

しの８月に野村中学校及び野村高校が国体に向け

ての前祝いといいますか、全国大会において野村

中学校が団体３位、これは愛媛県でも初の入賞だ

ということで、野村の町民は喜んでおりますし、

また野村高校では伊勢神宮大会において８０キロ

から１００キロ級の体重別ですが、個人優勝とい

うことで山口君がされました。こういったこと

で、野村は今相撲に力を入れ、特に国体に向けて

選手強化並びに周りのサポーターといいますか、

いろんな手伝いをしていただく方の協力を仰ぎな

がら前進しておるところでございますが、これも

西予市のご理解の上に選手集め等もできたかと思

っております。どうか今後とも相撲、また一般女

子ソフトに向けてのご協力のほどをお願いしまし

て、私の一般質問に入らせていただきます。 

 まず、西予市が平成１６年４月に５町の対等合

併ということで誕生いたしました。来年には１０

年目を迎えますが、私の見る限り全てが着実に発

展してるかと言えば、いいえと言わざるを得ない

現状かと思っております。１０年間を振り返るこ

とも大事だと思いますが、これからの西予市をど

うするかという議論もこれから必要ではないかと

思っておりますし、まずは一番私が心配しており

ますのは、平成の大合併によるあめとむちの問

題、これはもう皆さんもご存じだと思いますが、

国の方針で合併をすれば１０年間は地方交付税を

減額しません、それ以降５年間をかけて段階的に

減らしますよということで、愛媛県では知事が旗

振りをしていただきまして、合併の推進県になっ

たような事態でございましたが、ちょうど近隣市

町村も１０年目に近く迎えるようになりまして、

今その地方交付税、普通交付税ですが、減額の段

階に入ろうという時期になっております。 

 この中で、まずは減額の金額が５年間どの程度

下がっていくのかをまずお聞きします。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今のご質問についてお答え

をいたします。 

 今議員が言われたように、普通交付税の合併算

定がえがもうしばらくしたらあります。普通交付

税の合併算定がえは平成２７年度から５年間で段

階的に縮減をされまして、平成３２年度からは西

予市として一本算定となることとなっておりま

す。 

 ご質問の減額される金額の算定につきまして

は、平成２５年度の算定額をもとに、今後想定さ

れております消費税の改定については見込んでお

りませんが、また県が発表しました影響額との整

合性を図るために、臨時財政対策債を含めた金額

として試算をいたしました。 

 具体的な影響額でございますが、平成２７年度

が合併算定額と一本算定額の差額の１割減で約２

億８，０００万円、平成２８年度が３割減で約８

億３，０００万円、平成２９年度が５割減で約１

３億９，０００万円、平成３０年度が７割減で約

１９億５，０００万円、平成３１年度が９割減で

約２５億円、特例措置が全くなくなります平成３

２年度では約２７億８，０００万円が減額される

こととなります。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ７番兵頭学君。 
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○７番兵頭学君 ありがとうございます。 

 今の数字、聞けば簡単な金額でございますが、

最終的に２７億８，０００万円、この金額はこと

しの２４年度の教育費が２４億６，０００万円ぐ

らいですので、それよりまだはるかな上の金額と

いうことになります。平成３２年には２７億８，

０００万円ですが、この減額を今からどのように

対処していくのか、理事者のお考えをお伺いしま

す。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今のご質問でございますけ

れども、今後の取り組みといたしましては、まず

交付税減額に対応するため、財源確保としてでき

得る限りの財政調整基金への積み立て、一方歳出

抑制策としてこれまで行ってきております事務事

業評価システムのさらなる減額運用による事務事

業の縮減、廃止、臨時職員等の削減、施設の集約

化と民営化等の取り組みを行って歳出削減にも努

めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ７番兵頭学君。 

○７番兵頭学君 ただいまの部長の答弁により、

財政調整基金の積み立てを重ねていくということ

でありますし、また臨時職員の削減と言われまし

たが、この臨時職員の削減、当然職員の削減はで

きかねるかと思いますが、それをすることによっ

て市民への行政サービス、これの低下を私は心配

しますが、その点の対応はどうされるのか、お伺

いします。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 今ほどの兵頭学議員のご質問でござ

いますけれども、先にちょっとだけ私、つけ加え

ておきたいと思います。 

 私たちは今、その一本算定についてどうなるも

んかっていうことで非常に強力な運動を展開して

おります。私どもの西予市としても、愛媛県市長

会に普通交付税の合併算定がえの延長等とも含め

まして、あるいは算定がえの今のやり方に対する

問題点等々を指摘して要望をしておりますし、今

ほど合併先進県と言われた愛媛県あるいは広島

県、長崎県とともどもそれぞれの市長が呼びかけ

まして、今は仮称でありますけれども、合併算定

がえ終了に伴う対策連絡協議会を今立ち上げて、

それぞれ準備をしておるところでございまして、

西予市もこの中に加入をするという方向で行って

おります。 

 可能性としては、甘い考えではいけませんけれ

ども、合併算定がえの一本算定は基本的にはある

んですが、ただそれに対する今ほどのような金額

差金へはならんような、ほかの方法論で強力的に

要望するような活動の中で流れは変わってくるも

んだと、私はそのように思っておるところでござ

います。そういう中で市民サービスを充実できる

ような方向性を持っていきたい、このように思っ

ております。 

 以上です。 

○議長 ７番兵頭学君。 

○７番兵頭学君 その次に質問しょうか思いより

ました近隣市町との状況をということで、まず市

長のほうから説明していただきましたので、この

質問は省きますが、他の方法論もあるということ

で今のこのお示しいただいた数字までにはいかな

いという市長の考えかと思いますが、どちらにし

ても削減されるのは間違いございません。 

 そんな中で、昨年西予市においては行革甲子園

において１，４７０事業を洗い直しまして、３９

９事業で６億１，０００万円を削減するように改

革案を出され、第１回の大賞を受賞されました。

この大賞以降、今後この行政改革、さらに進める

必要があろうかと思いますが、やはり今ほど申し

ましたように、コスト削減イコール人員削減イコ

ール住民サービスの低下、これにつながらないよ

うな方策をぜひともまだ期間がありますので、い

ろんな立場の人の意見も聞きながら進めていただ

いたらと思います。 

 また、これと関連しますが、合併以降、各市町

においてはあめとむちということで、わかってい

たことなので、各市町村はその対処法として総務

部長が言われましたように、財政調整基金の積み

立てを行っておると言われましたが、ここ最近の

合併以降の基金の額をまずお知らせ願ったらと思

います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 基金の額でございますけれ

ども、今一般会計に属する基金は３９基金ありま

す。当初合併時は５０億円そこそこでございまし

たけれども、今全体の額は１１４億円ぐらいだっ

たと思いますけれども、そのくらいの積み立てを

しております。全額が一般的に使える基金ではあ

りません。目的基金というようなもので、これに
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使うというような目的が決まった基金であります

けれども、西予市で一般会計に属する基金として

はそのように積み立てております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ７番兵頭学君。 

○７番兵頭学君 合併当初５０億円、約９年をか

けて途中３０億円近くに減ったということもお聞

きしておりますが、ここ最近では１１４億円に近

いという、になるという報告でございましたが、

その中の充当可能基金は幾らか、融通がきくお金

だということで解釈しておりますが、その充当可

能基金は今幾らあるのかお教え願ったらと思いま

す。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今の充当可能基金という言

葉でございますが、これは財政健全化比率を計算

するときの充当可能基金というような表現でやっ

ておりますけれども、これは財政調整基金、減債

基金及びその他充当可能基金という区分けをして

表現をしておりますが、このその他充当可能基金

といいますのは、起債や例えば地域振興基金、合

併特例債を使うた地域振興基金でございますが、

このような起債や補助金等を財源として積み立て

られた部分を除く一般会計に属する全ての基金が

対象となりますが、具体的に申しますと、西予市

の庁舎建築事業基金や新市立病院の建設金等、そ

ういう基金を含めて３４基金があります。この合

計額は平成１６年度末で２３億９，１２５万円で

ありましたけれども、平成２４年度末では４６億

５，０２１万円となっておりまして、２２億５，

８９６万円の増となっております。 

 なお、先ほど言いましたように、これらの基金

は目的基金でありますので、各基金の目的のため

でなければ処分することができないと条例に定め

ておりますので、財政調整を目的として充当しよ

うとしたときには当然基金を廃止する必要が出て

こようかと思います。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ７番兵頭学君。 

○７番兵頭学君 今の財政調整基金、たくさんあ

るのかと思えば、やはりいろいろ縛りがあるから

使えないというのが現状かと思います。まだ先ほ

どの質問の中でも、市長のおっしゃられる削減額

はここまでいかないだろうということであります

ので、どうかこの各市町村、近隣市町村も何か一

番金額が多いのが今治市で、約７０億円近く減額

されるという、今治市長が一言、これやったら合

併せんほうがよかったというのをちらっと言われ

たのを放送で聞きましたが、まさにそういう状態

に落ちかねないので、今後とも財政に関しての理

事者の理解と、市民にもこういうことも伝えてい

かなければならないというのが私たち議員の仕事

だと思っておりますので、機会があるごとにそう

いうことは申しておく、皆さんにお知らせするよ

うにしておりますが、悪くならない方向に市政の

ほうを、またかじ取りをよろしくお願いしまし

て、次の質問に入りたいと思います。 

 合併当初、西予市の場合、５町合わせまして４

万７，０００人を超えとった人口が、ことしの８

月で４万２，０００人を切りました。ある調査に

よりますと、平成５２年度には２万６，０００人

という今の人口の約６割に減るという推計がなさ

れております。急激な人口減は当然税収の落ち込

みや労働力不足につながる、強いては人口減に拍

車がかかるということになっております。この人

口流出に対しての対策はとられているのか、まず

それをお伺いします。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 ただいまのご質問について

お答えをいたします。 

 本市の人口は平成２５年７月３１日現在で４万

１，６６１人でありまして、当市総合計画策定時

の、平成１７年当時でございますが、平成２７年

度総人口目標は４万２，５００人ということで想

定をしておりましたが、大きく下回っている状況

でございます。今後もこの傾向は続くと予想され

まして、平成２０年１２月に国立社会保障・人口

問題研究所が推計しました本市の将来推計人口に

よりますと、平成３２年度には３万６，５０３

人、平成４２年には３万８７３人というような結

果が出ております。 

 人口の減少につきましては、全国の過疎地域の

共通の問題、課題でありますが、自然動態等のさ

まざまな要因がありまして、これといった特効薬

はありませんし、どこの自治体もそれを大きな課

題として対策を練っているところでありますが、

本市のこの状況を歯どめをかけるためには、政策

努力により大幅な減少傾向に歯どめをかけまし

て、緩やかな減少で推移していくことを目標に、

まずは雇用対策、宅地開発、住宅建設の促進、子
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育て支援等の各分野の施策で西予市総合計画に基

づき積極的に推進をしているところございます。 

 人口減少に歯どめをかける重要施策として、昨

年度実施させていただきましたまちづくり市民ア

ンケートの中で、市政に関心のあるものや、市に

対するまちづくりに関する意見書で多かった子育

てに関しましては、市長のマニフェスト２０１２

にもありますとおり、安心して子供を育てる環境

として入院医療費の支援、保育料の支援に取り組

み、次世代を育み、豊かに年を重ねるいい実感の

町を目指しているところでございます。また、そ

の他の施策に関しましても、より一層人口流出減

少への対策推進に努めてまいりたいと思っている

ところでございます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ７番兵頭学君。 

○７番兵頭学君 確かに人口減、これは単純にと

めるのがなかなか難しい、これは私も理解できま

すし、どこの市町村もこの問題を抱えておりま

す。市長が掲げられる住みよいまちづくり、そう

いう理念のもとでぜひともこの人口減少を少しで

も削減していただくように、今おっしゃられまし

た子育て支援などは特に力を入れていただく必要

があろうかと思います。私どもも人口減に対して

の心配はしておりますけど、なかなか方策が見つ

からないのが現状であります。どうかこれから推

計される人口減少を、これからとめるという方策

も必要になろうかと思いますので、ぜひそこら辺

の議論も重ねていきたいと思いますが、次にまた

質問を変えます。 

 成年後見人制度についてお伺いします。 

 成年後見人制度、２０００年４月にスタートし

まして、後見人制度は当初は親族の方等が申立人

ということで多くありましたが、いろんな問題が

発生して、最近では首長さんが申請する件数がふ

えていると聞きますが、西予市首長による申し立

て件数はどのくらいあるのか、まずお伺いしま

す。 

○議長 三好生活福祉部長。 

○三好生活福祉部長 それでは、私のほうからた

だいまのご質問、成年後見制度についてのうち、

西予市長による申し立て件数についてお答えした

いと思います。 

 この成年後見制度に関しましては、首長、つま

り市町村長が申し立てる権利は老人福祉法、それ

から知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律によりそれぞれ定められており

ます。一例を申し上げますと、老人福祉法第３２

条の規定では、市長は６５歳以上の者につき、そ

の福祉を図るため、本人の意思能力や家族の有

無、生活状況から判断し、特に必要がある場合は

後見開始の審判請求をすることができることとな

っております。昨年まで西予市において後見開始

の市長申し立ての実績はございませんでしたけれ

ども、今年度、養護者となる親族が全くないとい

う理由から１件、市長申し立てを行い、既に後見

人が選任されたところであります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ７番兵頭学君。 

○７番兵頭学君 まだ１件ということであります

が、今後この申し立ての件数は恐らくふえていく

だろうと思いますし、県内に２０市町ある社会福

祉協議会のうち、松山、今治、八幡浜、伊予市、

四国中央、東温、それから久万高原町に松前町、

松野町の９法人が今法人後見人制度を実施してお

ります。ほかに宇和島市さんも検討されてるとい

うことでございますが、西予市さんはこの社会福

祉協議会の制度をどのように考えられているの

か、お伺いしたいと思います。 

○議長 三好生活福祉部長。 

○三好生活福祉部長 それでは、ただいまのご質

問にお答えいたしたいと思います。 

 議員仰せのとおり、現在県内９つの社会福祉協

議会において法人後見事業を実施いたしておりま

す。市町村長申し立ての約７割を実施していると

いうふうに伺っております。 

 西予市社会福祉協議会においては、現在未実施

となっておりますが、身寄りがないなどの理由に

より、成年後見開始の市町村申し立てが急増して

いる中、後見人の確保が課題となっておりまし

て、弁護士や社会福祉士などの専門職がいない地

域もあるために、社協などによる法人後見事業が

重要な取り組みとなってくると考えております。 

 県社会福祉協議会におきましては、本年度、県

内社協の法人後見事業の支援を目的に県法人後見

支援センターを開設しており、全ての県内の社協

で受任できる体制を整えたいとしておりますの

で、今後市としましても、その体制整備につきま

して、必要なことについては協力してまいりたい

というふうに考えております。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ７番兵頭学君。 

○７番兵頭学君 今後ますます高齢化が進み、ひ

とり暮らしの方もふえていこうかと思います。ぜ

ひそういう社会福祉協議会のほうの西予市の後見

人事業に参画できますように、市のほうとしても

ぜひご協力のほうをお願いしたいと思います。 

 続きまして、防災減災についてお伺いします。 

 ことしの夏、まさに異常気象と呼ぶにふさわし

い夏ではないかと思っております。猛暑続きの西

日本の中で、山陰地方から東北のほうにかけては

豪雨が続き、気象庁でも今まで経験したことのな

い豪雨です、直ちに命を守る行動をとってくださ

いというＮＨＫの放送を一、二度聞いたことがあ

ります。このようなことから、気象庁は平成２５

年８月３０日、特別警報の運用を開始しました

が、当然市町村に対しては都道府県、それから警

察、消防などのさまざまなルートを通じて確実に

情報伝達されると思います。それ以降の市民には

恐らく放送等も使えますのでありますが、自主防

災組織に対しての連絡方法はどのように考えてい

るのか、お伺いしたいと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 ただいまのご質問について

お答えをしたいと思います。 

 今言われたように、特別警報がことしの８月３

０日から気象庁が新たに発表することとなりまし

た。基本的には気象庁からの予報の出し方が特別

に変わったというわけではありませんが、警報や

注意報は地域の基準に従って、西予市は西予市の

基準というようなことで出されます。そのような

中で、平成２３年度の台風１２号において、紀伊

半島を中心に１，８００ミリを超える総雨量があ

り、警報を発表してもなれといいますか、それで

避難がおくれたなどの原因で被害が拡大したと思

われる、そういうようなことがありまして、一般

の警報よりもさらに状況が逼迫しておるというこ

と、そしてすぐに命を守る行動をとるべきだとい

うレベルとして住民にその状況を伝えるべきだと

いうことから、今回この特別警報が発表されるこ

ととなったものでございます。発表の基準は５０

年に一度の値を目安とされておりまして、４８時

間の総雨量４８８ミリ、３時間雨量１４０ミリな

どとなっております。過去の災害で言いますと、

台風の場合は伊勢湾台風クラス、地震の場合は東

北地方太平洋沖地震、岩手・宮城内陸地震、火山

の場合で言いますと、三宅島の噴火などが挙げら

れますけれども、近年は先ほど議員言われたよう

に、各地で観測史上最大というような表記が目立

つような異常気象が続いておりまして、特別警報

が出される可能性は高くなっていると思われま

す。 

 西予市におきましては、幸い市内全域に防災行

政無線があります。これまでもさまざまな気象情

報を防災行政無線で周知をしているところでござ

います。今後におきましても、これまで同様に警

報については状況を判断して周知を行いますし、

特別警報については直ちに周知の放送を流すこと

といたしております。また、特別警報が発表され

れば、これまでの警報と同様にテレビ、ラジオ等

からも情報が流されます。 

 議員のご質問の自主防災組織への連絡というこ

とでございますが、特別警報は全住民に発表され

ますので、組織に対して別の連絡体制について今

のところは考えてはおりませんが、ただ避難勧告

等を発令した場合に、避難所の状況確認など大変

重要なことになります。今後、組織との連絡体制

については確認をとり、進めてまいりたいと考え

ております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ７番兵頭学君。 

○７番兵頭学君 自主防災のことに対して、ちょ

うどきょう傍聴に来られてる明浜の方は自主防災

組織を非常に活発にやられとるとお伺いしており

ます。ところが、私、野村のほうでは組織はでき

ておりますけど、実際活動しているのかと言いま

すと、私の地域では２年ほど前に消火器を持ち出

しまして消火訓練をした。それ以降に防災マップ

を集会所に張りつけたという程度を聞いておりま

すので、実際なかなか自主防災組織はありますけ

ど、いざ避難となれば誰がどうやってとかという

こと自体もまだ確立されていないのが、野村の災

害が少ないというのが、これは自慢になるんかど

うかわかりませんけど、住民の意識の中にうちは

大丈夫じゃけんという考えがあろうかと思いま

す。特にまたこの特別警報が出たにしても、野村

の住民の方は、ほとんどうちは大丈夫じゃけんと

いうような考えの方が多いんではないかという、

そういう心配をしております。ぜひともまたこの

自主防災組織、私どもも当然責任がありますが、
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これの発展がこれから必要ではないかと思ってお

ります。 

 これは最後のほうにまた同じような質問をさせ

ていただきますのでこれぐらいにしまして、続い

て南海トラフの地震に備えて８月２０日の日に南

海トラフ巨大地震をテーマにえひめ防災フォーラ

ムが松山で開催されまして、各市長さんが全員参

加されておるようでございます。そこの中で、食

料備蓄や地域防災、それから耐震化等の議論をさ

れたとあります。西予市の記事も載っておりまし

たが、一部分にしか記載されておりませんので、

当然市民にもそういう知らせるのが必要かと思い

まして、あえてこの場でお聞きしたいと思います

が、まず食料の公的備蓄はどのくらいあるのか、

確保しているのかお教え願ったらと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今のご質問の西予市におけ

る食料の公的備蓄についてお答えをさせていただ

きます。 

 当市では、阪神・淡路大震災が起こった翌日に

自宅以外に避難した方が神戸市の全人口の１０％

であったというような集計結果をもとに、昨年度

から５カ年計画で人口の２０％、１日３食分の公

的備蓄を進めております。その内容といたしまし

ては、保存食、乾燥米飯でありますがアルファ化

米、乳幼児、高齢者及びアレルギー体質の方用の

お粥、保存パン、保存水でございます。また、津

波対策の一環として明浜、三瓶地区に関しては高

台への分散備蓄倉庫設置に向けて現在候補地の選

定、そして設置に向けた任務を進めているところ

でございます。 

 今後、現在の目標値で十分かどうかについては

検討していく必要がございますけれども、現数維

持の場合も消費期限があるために、順次更新をし

ていかなければならないというような事情もござ

います。現在年間５００万円程度を使用して、今

後も更新費用にも、そして新たに備蓄する費用に

も必要になってくるんではなかろうかなと思って

おります。当然のことながら全てをカバーする備

蓄は不可能と考えておりまして、自主防災活動等

の機会を通して、これまでは３日分というよう

な、個人的に皆さん、３日分備えとってください

よというようなことがありましたが、この前の防

災フォーラムでもあったと思いますけれども、現

在は個人的に皆さん、７日分は備えとってくださ

いよというようなことに啓発をしているところで

ございます。その備えつけに対しても啓発活動

を、西予市としても行ってまいりたいと考えてお

ります。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ７番兵頭学君。 

○７番兵頭学君 今、食料備蓄に年間５００万円

近くの予算で、当然賞味期限がありますので、そ

の賞味期限が切れた分はどうされるのか、廃棄処

分されるのか伺いたいと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今の賞味期限が切れたもの

の処分についてということでございますが、当然

賞味期限が切れたらもう廃棄せざるを得ないとい

うようなことで、またその廃棄処分に対する費用

もかかってくるようなことになります。賞味期限

が切れる前、もう賞味期限が切れるころになった

というようなときに自主防災組織の避難訓練時に

使用したり、子供たちにこういうものですよとい

うようなことで学校のほうに、賞味期限が切れる

前のものですので、それを渡してみたりとかとい

うような対策もしながら対応しております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ７番兵頭学君。 

○７番兵頭学君 実はその点をお聞きしたかっ

て、私たち議員も一度はその賞味期限が切れる前

の保存食をぜひ試食したいと思います。私個人の

意見として申しておきたいと思いますが、これは

実は最後に質問しょうか思ようりました避難訓

練、実はずっと以前に私の一般質問で、市全体で

避難訓練は考えれないかという質問をしました

が、各町単位でぐらいしかできないという答弁で

ございましたが、実際何をやるかによって変わっ

てくることもありましょうし、ただ一番最初の冒

頭で申しましたように、西予市はまだ１０年目に

なっておりませんが、やはり５町が一体になっと

るかと言えば、まだなってませんというのが実情

ではないかと思います。この防災訓練を通じて何

か一つのきっかけになればそれもいいのではない

かと思いまして、西予市全体で防災訓練ができな

いかをお伺いします。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今の大規模な防災訓練はで

きないかということでございますが、まず現状の

取り組みについて申し上げますと、市では大規模
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災害訓練として毎年愛媛県の総合防災訓練、原子

力災害広域避難訓練、津波避難訓練、災害のとき

の図上訓練などの訓練に際して住民の方の協力を

いただきながら愛媛県の訓練に参加をいたしてお

ります。また、全国統一防災訓練の土砂災害を想

定した訓練も地域ともども積極的に２年連続して

参加をしております。そのほかにも災害時のスム

ーズな対応を目的とした各区間との通信訓練、各

機関、各省庁が主催する訓練等への参加も行って

いるところでございます。現在は各地域の自主防

災組織が計画された避難訓練をサポートさせてい

ただくなど、地域の実情に合った形で会合、訓練

を行っていただいているところでございます。こ

としも既に１０カ所を超える地域での会合に参加

をさせていただきました。訓練参加についても７

カ所の予定が入っております。その中でも明浜、

俵津地区、三瓶地区の訓練については行政の役割

を決めた取り組みも行っております。 

 議員質問の市全域を対象にした訓練については

今年度予定はしておりません。これはさまざまな

訓練が現時点で行われているため、地域との日程

調整が難しいこと、訓練自体が現在の訓練と大き

く違わないことなどが考えられます。昨年度より

自主防災組織の連絡会を行っておりますけれど

も、今の会の中で地域の要望を伺って全体で取り

組みに賛同いただき、統一した参加が可能であれ

ば、ぜひ言われる市全体の実施に向けても取り組

んでまいりたいと、このように考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ７番兵頭学君。 

○７番兵頭学君 ぜひ西予市全体で一度はやって

いただくように、来年１０年目を迎えるに当たり

ましてのちょうど節目になるのではないかと思っ

ておりますので、ぜひご検討のほどをお願いした

いと思います。 

 次に、最後になりましたけど、空き家対策につ

いても質問させていただきますが、ちょうど先ほ

ど申しましたえひめ防災フォーラムにおいても市

長のほうの答弁が入っておりまして、いろんな条

例と解体の補助金等も検討しているということで

ありますが、まず危険な建物の戸数を市が把握し

ているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今の危険な建物の戸数でご

ざいますけれども、平成２０年度の調査、住宅土

地統計調査で空き家は３，５３０戸、全体の１

７．１％のうち、９７０戸が何らかの問題がある

と思われるような戸数でございます。市では今後

それらの空き家の実態について調査を行っていく

こととしております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ７番兵頭学君。 

○７番兵頭学君 当然空き家と言っても個人の所

有者がおりますので、これは立入調査というのは

なかなか難しいかと思います。ただ、特に市長が

おっしゃっておりましたが、海岸端での道路の狭

いとこでの、南海トラフの大震災により建物の倒

壊等で避難路が塞がれるという可能性は非常に大

きいと思います。これは道路の狭いとこの空き家

は、これは当然そういう可能性があろうかと思い

ます。それに対しての対策、例えば条例制定と

か、解体補助金という言葉もありましたけど、具

体的な対策を今検討されてるのか、お伺いしたい

と思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今ほどの空き家の危険対策

についてお答えをいたします。 

 巨大地震が発生しまして、大津波が発生した場

合の住民対処としては、基本的に高台への避難を

啓発しているところでございます。しかしなが

ら、今ご指摘のとおり、危険家屋の倒壊等により

まして避難路が塞がれるおそれは十分にありま

す。実情としましては、さまざまな理由から所有

者による撤去が進んでない状態でございます。ま

た、行政としても私的財産ということもあり、直

接解体や撤去等の具体的な対策が打ち出せない現

状となっております。このことにつきましては、

昨年６月の第２回定例議会におきまして、酒井議

員から過疎化が進展する中で避けて通れない早急

な課題であり、ぜひ前向きな取り組みの検討が欲

しいという強い要望をいただいたところでありま

す。その際に個人の財産権などのデリケートな問

題も含んでおりまして、慎重な対応が必要でござ

いますけれども、取り組みをしていかなければな

らない重要な問題と認識しているという旨の回答

をさせていただいたところでございます。今言わ

れましたように、先般行われましたえひめ防災フ

ォーラム２０１３におきましても、市長から空き

家対策についての重要性について発言を行ったと

ころでございます。 
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 現在、市では関係課による協議を進めている最

中でございますが、そのような中、先般８月に国

も空き家対策に関する新法、空き家対策特別措置

法案の検討に入るとの情報が発表されました。こ

の法律が現在の対策の障害部分を網羅したもので

あれば、市独自の条例制定の必要はなくなりま

す。今後は動向を注視しながら適切な対策がとれ

るように市における体制を整えていく必要がある

と考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ７番兵頭学君。 

○７番兵頭学君 この巨大地震、あす来るかもし

れませんし、４０年、５０年先かもしれません。

これは誰にもわかりませんが、早急な対策をとる

必要があろうかと思います。対策をとっとって後

悔することはありませんが、とらずに後悔するこ

とはよくありますので、ぜひ少しでも早い空き家

対策、国のほうにもお願いせんといけませんでし

ょうし、市のほうでもその対策をぜひ検討してい

ただきまして、これから起こり得るであろう大震

災に対して少しでも被害が少なくなるようにお願

いしまして、私の一般質問を終わります。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前９時

５１分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１０時０

０分） 

 次に、１８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 きょうは明浜町の区長さ

ん、大勢来られておりますので、本当にありがと

うございます。私も明浜町の出身でございますの

で、一般質問をするに非常に気概を持って質問し

たいと思いますので、理事者の答弁よろしくお願

い申し上げます。 

 もうきょうの愛媛新聞を見ますと、この間から

東京のオリンピック誘致で一面で浮かれておりま

すけれども、私はこれはやはり国がオールジャパ

ンで絡んだ誘致だったと、こういうように思って

おります。この政治そのもの自体はやはり国が中

心になるということが基本でないかと思います。

昨年の暮れの衆議院議員選挙、そして７月の参議

院選挙、やっと安定政権が生まれました。やはり

国は安定政権が生まれたところは成長する度合い

が強いと、こういうように思っております。衆議

院議員、参議院議員選挙につきましては、本当に

いろんな方が出ましたけども、今後安定政権が続

きますようお願いして、日本の国がオリンピック

を誘致したのも安定政権が生まれたからと、かよ

うに思っております。東京オリンピック、夢と希

望が与えられた、わくわくをしております。しか

しながら、５６年ぶりの５６年たってのオリンピ

ックでございますけれども、私どもが団塊の世

代、私が高校３年生のときでございました。その

ころから東京中心型の日本ができ上がり始めたス

タートではなかったかと思います。地方には余り

恩恵がなかったように思います。日本の人口構造

が変わったのもやはり東京オリンピック、５６年

前ではないですが、あと７年ありますんで、その

ころからだったように思います。これからまた７

年後に東京オリンピックが開催されるわけでござ

いますけれども、ますます東京中心型、都市中心

型の日本の国になるんじゃないかと危惧をしてい

る一人でございます。昨日の新聞で本当にそうい

うことをつくづく感じました。あと７年後、私は

何歳になってるんだろう、元気でいられるだろう

か、そう思った方も高齢化の中には多いんじゃな

いかと思います。でも、わくわく感の中でこの朗

報を迎えたいと思います。 

 その一つの中でお話ししますけれども、愛媛新

聞のきのうの大洲市議会議員の選挙がございまし

た。その中で肱川と河辺の現職議員が落選してお

ります。これは合併後、ひとえに人口が減って有

権者が少なくなって、それだけの地域から市議会

議員を出せるだけの人口減少が進んだと、こうい

うことでございましょう。西予市におきまして

も、先ほど兵頭議員がお話ししましたように、質

問がありましてご答弁がありましたけれども、こ

れだけ端々の人口は減っております。全体も減っ

ておりますけれども、急速に明浜などは３，６０

０ぐらいになっております。このようなことを考

えますと、やはり端々から議員とか、そういう目

配りができる市政をこれからもお願いしたいと思

います。それを鑑みまして、今回明浜町地域に関

する質問を提出しております。 

 まず、合併債についてお尋ねをいたしますが、

期限補助率、そして適用率につきましては、先般

の９月２日の全協におきまして配付されました建

設計画変更の期間延長案についてとか、それから

合併特例債を活用するためには、計画期間の変更

をする場合には、計画見直しというものがありま

して、これをやらないと合併債が使えないという
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ような説明もございましたが、それにつきまして

期限補助率、そしてどういうところに合併債が使

えるのか、お示しを願いたいと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 ただいまのご質問について

お答えをいたします。 

 合併時に建設計画を立てて、西予市の建設をす

るというようなことで、一番にその補助として合

併特例債の制度ができましたけれども、その合併

特例債の延長につきましては、今議員申されたよ

うに延長になります。東日本大震災の発生を受け

まして、地方債の特例に関する法律の一部改正が

行われました。被災地は１０年、被災地以外につ

いては合併が行われた日の属する年度及びこれに

続く１０カ年度でございましたけれども、それが

１５カ年度に変更をされました。西予市におきま

しては、先ほど言いましたように、合併時に新市

建設計画を策定いたしまして、平成１６年度から

平成２５年度までを計画期間として合併特例債を

活用し、事業を実施しておりますけれども、今回

の改正により、この計画期間を平成３１年度まで

延長できますので、そこまで延長したいと考えて

おります。 

 補助率につきましては、充当率が事業費の９

５％、そして後年度、その元利償還金につきまし

て７０％が普通交付税の中に算入されるというよ

うなことになります。期間延長の対応でございま

すが、先ほど言いましたように、なぜ延長された

かと言いますと、東日本大震災によりまして、実

際は１０カ年でやる計画で進めていたのが、地震

の津波によりまして計画どおりいかなかったとい

うようなことに端を発しまして、この直接被害を

こうむってない地域におきましても、作業員、物

資等、そういう影響が出ましたので、それで５カ

年間延長するというようなことになりました。実

際は１０カ年で終わりというのが延長されたとい

う経緯を考えますと、今まで建設計画で計画して

おりました事業についての延長が図れるというの

が基本的な考えであろうと思っております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 合併債についてお尋ねい

たしましたのは、今小学校の統合が始まっており

ます。小学校の統合が始まっておりまして、その

跡地計画の跡地検討委員会が今後設けられると思

います。この跡地検討委員会で設けられたりされ

るわけでございますけれども、この小学校の跡地

及び統廃合につきましての合併債が使用できるか

どうか。そして、跡地の校舎を取り壊すときに合

併債は使えないのか、その点お尋ねします。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今のご質問についてお答え

をいたします。 

 先ほども言いましたように、建設計画に入って

ない事業については使えないということが原則で

ございます。小学校の統廃合につきましても、合

併当時、小学校の統廃合は建設に、そういうこと

になるようなことは想定されておりませんでした

ので、当然建設計画の中にその小学校の統廃合に

対する計画は入っておりません。ただ、明浜西中

につきましてはそれをどうするかという問題が残

っておりまして、それは厚生施設とか、そういう

ようなのにしようというような計画は入っており

ましたが、小学校については入っておりません。

原則使えないということでございますが、県に確

認をしましたところ、絶対使えないということで

もないようでございますので、県と相談、そこは

許可がないと建設計画が認められませんので、そ

の辺をなるべく使えられる方向で検討をしなが

ら、協議をしながら進めていきたいと考えており

ます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 地域の人たちが、学校が

なくなることがどれだけ精神的にも疲弊していく

かということはよく私もわかってるつもりでござ

いますけども、その校舎を壊したり、再利用した

ときに跡地検討委員会をやって結論が出て、こう

しようといったときに財源がないというようなこ

とではいけませんので、検討をお願いしたいと思

っておりましたところ、今回の定例議会の中で議

案第８８号に公共施設整備基金条例を上程されて

おります。これはそういう考え方、例えば宇和町

の宇和病院の跡地の問題、そして小学校の各地区

の合併した小学校跡地の問題、こういうものを考

えてこの公共施設整備基金条例制定、本年度２億

５，８００万円ほど組んでおりますが、そういう

意図があるのかどうか、お尋ねします。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今のご質問についてお答え
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をいたします。 

 当然ながらそういう今言われるようなことを想

定してこの基金は創設をいたしました。ですの

で、使える可能性はあります。ただ、やはりそれ

はあくまでも一般財源でございますので、いろん

な方面から検討しながら補助金が使えるような事

業はないかとか、起債が使えるような事業はない

かということを検討しながらその基金も活用して

まいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 多岐にわたっての質問が

多くきょうは構えておりますので、明浜町の関連

したことを結構質問を構えておりますので、時間

もございませんので、次に移りたいと思います。 

 観光開発につきまして、大崎の非常に風光明媚

な夕日の非常にすばらしいところ、景勝地がござ

います。大崎の観光開発については将来図の説明

をお願いします。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 大崎観光開発の将来図とい

うことでございますが、大崎鼻公園は佐田岬半島

宇和海県立自然公園の特別地域に指定されており

まして、大変風光明媚で自然豊かな場所でござい

ます。昨年、平成２４年７月に地元の田之浜の有

志の方々で結成された田之浜開発促進協議会とい

う団体の皆様から、市議会議長宛てに大崎鼻公園

整備及び防災道路整備についての要望が提出され

ました。市としましても、この公園整備について

要望内容の確認を行うべく、１１月に地域の方と

関係する課の職員で現地へ赴きまして、調査検討

をいたしまして、この要望内容について具体的に

整備を進めるべきとの結論が出まして、一部本年

度予算計上をいたしているところでございます。

県立自然公園でございますから、この管理や事業

実施に関する手続等を県とも協議しながら進めて

いるところでございます。 

 具体的な内容につきましては、要望にもござい

ましたように、展望台、園内周回道路、駐車場、

トイレ、遊歩道の設置、花木の植栽等を予定して

いるところでございます。 

 数日前、愛媛大学連携事業というものについ

て、明浜での活動の様子のニュース放送がござい

ました。ちょうど大崎鼻のことですばらしい景観

に感動したとか、進入路が少しわかりづらかった

とか、そういう声が、学生の感想が語られており

ましたけれども、こういった声も大切にしなが

ら、また地元の皆さんとも意思の疎通を図って取

り組んでまいっていきたいと考えているところで

す。 

 以上、答弁とします。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 そういう形で今進められ

てることを通年の予算をかけて、地区の要望を取

り上げていただきたいと思います。今年度のジオ

パークが認定されるであろうと私は確信いたして

おります。その中で、この大崎灯台の観光地とし

て、また生活する人々の生活の場として、ジオパ

ークにかかわりはどのように関連さすような考え

はございますか。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 この場所のジオパーク構想

への対応といたしましては、佐田岬やリアス式海

岸のすばらしさを眺望できる大崎鼻公園を一つの

ジオポイントとして位置づけ、将来的にはジオツ

アーのコースなどに組み入れて、地域住民と来訪

者との交流による活性化につなげることができる

ように、今後整備やＰＲを進めていく計画でござ

います。施設整備は建設後の管理活用が重要でご

ざいまして、ジオパーク構想への取り組み、ある

いはジオツーリズム等の推進には地域の方々の力

が必要です。幸いに当地域では田之浜開発促進協

議会が結成されております。こういう方々を中心

にされまして、公園の日ごろの手入れやジオガイ

ド養成講座等への参加など、今後とも積極的なご

参画にも期待をいたしているところです。 

 以上、答弁とします。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 続きまして、過疎対策に

つきまして、空き家対策、先ほど兵頭学議員のほ

うから質問していただきまして、答弁をいただい

ております。河野総務部長さんが答弁しましたよ

うに、昨年の６月定例で空き家対策について私が

質問いたしております。倒壊して国道のほうへ倒

れそうな家屋があって、その問題から派生した質

問だったと思っております。朝日新聞に出まし

て、１３．８％ぐらいが、全国の２００８年の調

査でございますけども、やはりそういう形が非常

に多くなってる、全国的にも。 

 この問題が、答弁は先ほどもしていただきまし
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たけれども、追加の質問といたしまして、国が法

律整備をしようとしてる、これの内容についてち

ょっとお聞かせ願ったらと、かように思います。 

○議長 九鬼副市長。 

○九鬼副市長 それでは、ご質問のありました国

が現在検討しております新法の内容について、私

どもが情報としてつかんでる分についてご答弁を

申し上げます。 

 まずは、もちろんのことですけども、地方自治

体に計画的な、積極的な推進を図りなさいという

ことがまず第１点。それから、地方自治体、市町

村に空き家の実態調査を促して税務情報の活用、

または立入調査権、そういったものを法的に付与

するというような内容。それから、放置すれば著

しく危険な空き家を特定空き家に指定をいたしま

して、所有者に対して危険除去や修繕命令をする

とか、あるいは行政代執行の実施が可能になると

いうような内容も入っているようであります。ま

た、この危険な空き家が放置されてる原因の一つ

であります固定資産税の軽減措置問題があると思

いますけれども、これにつきましても空き地、空

き家を更地化した場合においても軽減措置を継続

するというような内容も含まれているんではない

かというふうに情報としてつかんでおります。 

 以上であります。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 撤去したときの固定資産

税の土地の軽減措置については国の法律でござい

ますので、以前も申し上げましたけれども、何ら

かの対策をしないと空き家のままでそのままにな

るというようになるかと思います。 

 もう一つお尋ねしますが、調査した中で３，５

３０が先ほど説明がありました１７．１％、これ

につきましての内容、どういう調査をしたのか。

そして、空き家と言いましても質があります。も

う新居同然のところでもう転居していないとこ

ろ、そしてまた空き家になってるけれども、地元

西予市にまだ住んでる方、そして地権もない、誰

もいないというようなところもありまして、多分

９７０戸については非常に危険なところだと。 

 そして、もう一つありますのは、前回の空き家

対策で質問いたしましたのは、今後空き家を利用

して何らかの人口流出だとか、そしてＵターンだ

とか、Ｉターンだとか、そういう形にできないか

という質問もいたしておりました。空き家という

のが非常に多くなってきておりますので、特に商

店街が空き家が多いというのは全国的な流れのよ

うでございます、私の調べたところでは。ですか

ら、ここのどのような形で今後調査をされるの

か、その方法についてお尋ねをいたします。 

○議長 九鬼副市長。 

○九鬼副市長 先ほど部長が申しました戸数につ

きましては、統計上の住宅土地統計調査というと

きの数字でありまして、これは統計調査をする上

での数字でありますので、抽出調査をしておるよ

うでありまして、実際の現状とは若干かけ離れる

ことがあるかと思いますので、こういった今後こ

の空き家対策をする上での資料としては、参考資

料にしかならないと思っておりますので、来年

度、具体的に市としまして実態を正確につかみた

いということで調査をしたいというふうに考えて

おります。 

 その調査の方法は、今ほど議員さんおっしゃい

ましたように、調査員ですとか、行政職員が行っ

ただけではなかなか実態が把握しにくいと思いま

すので、それぞれ一番その地域の事情を詳しく知

っておられる地域の皆様、自主防災組織とか、区

長さんとか、隣近所の方々、そういった方々のご

協力をいただいて実態調査をして、その後おっし

ゃるとおり、そのまま空き家を取り壊すべき空き

家なのか、それともそれが利活用できる空き家な

のかの大きく２つに分類をして、市の方針を決め

ていきたいというふうに考えております。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 ただいま２つと言いまし

たけども、私はほかのところを調べてみますと、

空き家の実態はわかるんです。そしたら、これは

個人所有なんですよ。そこまで踏み込んでいって

分類しないと、次の段階の手が打てないというと

ころに先進地はなったようです。そのあたりも含

めまして検討を願いたいと思います。 

 もう一点ございますのは、この空き家について

本当に国の制度ができなかった場合は、やはり今

観測的な見方をされてますけども、今度総務常任

委員会で適正管理条例を設置してるところとか、

そして空き家バンクというのを自治体が整備して

るところを視察にまいります。そのあたりも私ど

もは勉強してまいりますので、この空き家対策に

つきましては近々でご検討願って調査をしていた

だきたい。昨年の６月にお願いして調査はまださ
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れてないというのが実態だろうと思いますので、

その点早急にお願いしたいと思います。 

 次に移ります。 

 支所につきまして、明浜改築推進委員会設置が

なされました。１回目は市長に対して、委員会が

設置されまして市長に答申をいたしておると思い

ます。再度の委員会設置の理由についてお尋ねを

いたします。 

○議長 宇都宮明浜支所長。 

○宇都宮明浜支所長 それでは、ただいまの質問

にお答えいたします。 

 明浜支所の改築につきましては、平成２３年７

月に明浜支所建設市民検討委員会を立ち上げ、支

所の建設場所及び構造等について諮問し、同年１

０月に委員会から答申を得たところでございま

す。答申では、結論として現在地に再築という内

容であり、その理由といたしまして、周辺の公共

的施設との連携、利用者の利便性、台風等による

災害への対応を優先などが挙げられておりまし

た。しかしながら、東日本大震災による津波被害

及びその後発表されました東南海・南海地震によ

る想定津波高等を踏まえますと、大災害への備え

が社会的要請であり、行政の責務であります。 

 支所の建設場所につきましては、そのリスク対

策等を含め慎重に判断しなければなりません。こ

れを踏まえ、現在地への再築については防災上の

観点からすると立地場所としては適当ではないと

判断したものであります。そこで、庁内において

答申内容の検証と支所建設場所の考え方について

検討を行うとともに、複数の候補地を選定いたし

ました。今回、庁内の検討結果を踏まえ、改めま

して地域住民の代表の方々から意見を伺い、最終

的な候補地の絞り込みと支所建設に向けた具体的

な検討、基本計画の策定を進めるため、再度委員

会を設置したものであります。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 お尋ねしますが、現在の

ところではやらないということでよろしいんでし

ょうか。 

○議長 宇都宮明浜支所長。 

○宇都宮明浜支所長 現在のところはそのような

ことで進めております。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 明浜町で一番人口減少が

激しいのは高山地区でございます。その地に中心

になる建物がやっぱり要る。やはり人々が住んで

る暮らしの精神的にも、物理的にも中心になる建

物が欲しい、私もそう思います。しかしながら、

人口減少がこれだけ進む中で支所機能も合併後、

総合支所から支所になりました。そして、権限も

人数も少なくなっております。このような中で、

支所の機能そのもの自体を現在はどうであり、今

後どのような形に考えておられるかお聞きをいた

します。 

○議長 宇都宮明浜支所長。 

○宇都宮明浜支所長 それでは、ただいまの質問

にお答えいたします。 

 人口問題研究所が発表いたしました日本の将来

推計人口によりますと、西予市の人口は２０２５

年には３万３，１８５人とされており、８月末現

在が４万１，９０３人となっておりますので、約

２０％の減少が見込まれております。こうした人

口動向及び社会情勢等を踏まえ、行政機関の規

模、機能は段階的な見直しを行い、その中で職員

数の調整及び組織機構の再編を行う必要があると

考えております。 

 本市では、平成２３年度から合併当初の総合支

所方式から本庁支所方式へ移行いたしました。こ

れによりまして、複雑化、専門化する地域課題に

対応できる体制と機能の集約を図るとともに、支

所におきましては窓口機能の維持、充実を図って

きたところであります。地域住民にとって最も身

近な支所の果たす役割につきましては、この数年

のうちでは基本的な部分で変わることはないと考

えておりますが、支所の通常的機能や業務形態に

つきましては、本市を取り巻く環境や社会情勢等

を踏まえ、必要性と効率性を総合的に判断しなが

ら今後検討してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 この支所問題については

明浜支所だけではなしに、やはり城川の問題もあ

りますし、各合併１０年たって、本庁が建って、

そして今後人の配置を変えて、これから２０年度

になりますと、さきも人口の減があるという話が

ございましたけれども、やはり西予市、いつか

は、いつかは一カ所にまとめなければだめな時期

が来るんじゃないか、その機能をどう持っていく

か、そしてまたその支所の役割を今後ずっと持ち
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続ける。その問題を提起をいたしておきます。今

後２０年後もありますけども、特に明浜につきま

しては支所機能そのもの自体が、人口分布からい

いますと、旧豊海村は本庁に来る率が非常に現在

高くなっております。行政圏も生活圏もそのよう

な本庁に来る機会のほうが多くなっております。

そのあたりも鑑みて、ここを利用する支所の機能

というものを、これから建てる建物についてはそ

こまで考えて建ててほしい。私はまちおこし、活

性化のためにはどうしても必要だとは思っており

ます。ただし、その方法、建てる内容については

しっかりとご検討していただきたい。そして、私

もオブザーバーになっておりますので、いろんな

形で意見を述べさせていただきたいと、かように

思っております。 

 続きまして、自然エネルギーについてお尋ねを

いたします。 

 財産区、そして代表区長さんにアセスメント調

査がありました。そして、風力発電の計画を我々

は知ったわけでございますけれども、これが今

後、今現在どのような状況になって、進捗状況に

ついてお示しをいただきたい。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 風力発電の計画の進捗状況

でございますけども、現在大和エネルギー株式会

社、それから株式会社ユーラスエナジーホールデ

ィングス、株式会社ジャネックスという３社が西

予市内での事業実施を希望されております。進み

方はまちまちでございます。 

 大和エネルギー株式会社ですが、宇和町の野田

から明浜町高山極山というところでありますが、

のエリアで計画をしておられまして、平成２９年

４月の発電開始を目指しております。現在大和エ

ネルギー株式会社では風車の設置に係る地域の代

表者への説明を行い、風力発電を行うための環境

影響調査の実施、関連調査のための周辺地域への

立ち入りなどの理解を得る作業が終了したと伺っ

ております。今後、環境影響調査や権利者協議な

どを行い、設置位置を決めていく予定と伺ってお

ります。 

 株式会社ユーラスエナジーホールディングスの

計画につきましては、事前調査のために愛媛県と

調整中でございます。 

 もう一社、株式会社ジャネックスは、三瓶町皆

江から明浜町高山にかけての山間地のエリアで計

画をしておられまして、当初は平成２９年４月の

発電開始を目指しておりましたが、事業者の都合

で平成の３１年に発電開始を目標に変更がなされ

ている状況でございます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 大和エネルギーがもう

着々と進んでいるような様子でございますが、こ

の地権者だとか、財産区だとか、地域の方とか、

運搬道だとか、そういう道路もやはり想定される

ことがあろうと思います。そういうことに関して

地域の人たちがどういう協力をしたらいいのか、

それについてお尋ねいたします。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 この事業に対して地域はど

のような協力をしたらいいかということでござい

ますが、この事業につきましては四国電力の再生

可能エネルギー固定価格買取制度が施行されたこ

とを踏まえて四国電力が受け付けた結果、西予市

において３社がプロジェクトの確定を受け、実施

しているもので、基本的に企業の事業展開として

取り組まれております。各企業とも計画を推進し

ていく上で風力発電に適した位置や環境影響調

査、また工事に係る進入路の確保など、地域住民

の生活にかかわる事項が結構あるようでございま

す。これらの風力発電事業は主に企業の収益事業

であり、事業主体は企業ですが、再生エネルギー

を使った公益的な事業でもございます。資源の少

ない日本においてクリーンなエネルギー利用によ

る社会生活の確保は不可欠な事業でございますの

で、地域の皆さんにおかれましては、今後環境影

響評価法に基づき行われる事業者からの住民説明

会等に積極的にご参加をいただき、ご理解に努め

ていただくなど、事業の推移に注視され、まずは

状況を見守っていただきたいと思っております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 自然エネルギーが入るわ

けですので何ら抵抗感はないわけでございますけ

れども、市のメリットはどういう点にございます

か。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 市のメリットでございます

が、思い浮かぶものとしては固定資産税のことも

あるかもしれません。ほれから、それにこの風車
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というのは、実現するとなると広範囲な範囲で仕

事が行われます。それには先ほどからの進入路等

も必要になってくるでしょう。この進入路自体は

風車のみならず、地域の産業活性化や山林の育成

にも役立てることができるかもしれません。防災

上も役立てることができるかもしれません。今思

い浮かびます点としましてはそのようなことがあ

ろうかなというふうに思います。 

 以上、答弁とします。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 ただいま固定資産税のお

話が出ましたけども、１基どれぐらいするんです

か。ちょっと私のほう、見当がつかないものです

から、わかってたらお教え願いたいと思います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 具体的な計算はしておりま

せん。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 続きまして、津波対策に

ついてお尋ねをいたします。 

 想定される被害対策についてお願いいたします

けれども、６月１０日の愛媛新聞に新しく浸水す

る地域とか、そういう防災の被害の想定が出まし

た。それにつきましてお尋ねしますが、実をした

ら現実的に国道３７８号線は狩江地区、田之浜地

区につきましては両方とも切断されたときに、例

えば先ほども３日分を７日分の食料にするという

お話がございましたけれども、これが宇和町のほ

うへ避難するとしても避難路がない。そして、狩

江地区には特老がありまして、弱者を運ぶ能力も

インフラが崩壊してなくなる。これにつきまして

は、狩浜につきましては自民党のほうからもお願

いいたしております。何らかの形で田之浜地区、

狩浜地区の宇和町に抜ける避難路ができないか、

そのあたりはどのようにして考えとられるか、お

尋ねをいたします。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今のご質問でございます

が、田之浜、狩浜地区における宇和地区への避難

路の開設ということでお答えをさせていただきま

すが、現在、今先ほどのご質問にもありましたよ

うに、田之浜地区におきましては田之浜の頂上線

において風力発電の計画がございます。要望が出

た後すぐ現地に担当課のほう、そして地元の方と

行って現地調査をさせていただいておりますけれ

ども、そのころにその話が出ました。やる方向で

やれないかどうか検討をするというようなことで

やっておりましたが、その頂上線のできぐあい、

その頂上線についても先ほども言いましたよう

に、避難路の防災機能もありますので、その辺に

つなげたりする方法はとれないかというようなこ

ともありまして、そこの計画の実施が３１年に延

びておるというようなことでございますが、その

計画が線が出た段階ぐらいにどのような線形でい

ったらええのかというようなことで進めたいとい

うようなことで、今その動向を見ているところで

ございます。 

 そして、狩江地区におきましては、これが２０

年１１月に要望がございまして、その担当課のほ

うに周知をしたところでございますが、現在は既

存農道等の活用や、宇和高山線に向けての市道を

開設することで、海岸部の主要路線が利用できな

いときに宇和町内へ向けての有効な避難道路にな

ると考えております。 

 しかしながら、当市においては現時点では道路

整備計画上で避難道路という位置づけはございま

せん。市道とか林道、農道、こういうものについ

て補助体系も従来からありますし、補助、起債を

使う大きな事業としましては、そういう補助体系

を使わなければ一般財源だけではなかなかできま

せんので、その辺に視点を置いたルートの設定、

そして財源の確保や整備体制など、まだ課題がご

ざいますが、市としましても避難道路の整備につ

きましては重要な、必要な課題であると考えてお

ります。庁内各部署の情報共有をしながら進めて

まいりたいと考えておりますので、またご協力を

よろしくお願いしたらと思います。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 もちろん避難道という名

目はございません。市道、農道、林道、国道と

か、県道とかという形になるかと思いますけど

も、これは津波が来たときに、本当にインフラが

崩壊したときに必ず狩江地区の人たちは出てくる

問題でございますので、今後何らかの形で財源を

構えていただいて、対処していただきたい、この

ように希望しときます。 

 続きまして、津波対策につきましてお尋ねしま

すが、西予市の三瓶、明浜の消防詰所が海岸部に

ほとんどあるわけです。この詰所がほかのところ



－78－ 

よりも先に津波の被害に遭うというところばかり

に建っておりますが、今後この浸水するであろう

消防詰所の移転とか、そういうことは考えておら

れませんか。 

○議長 菊池消防本部消防長。 

○菊池消防本部消防長 ただいまの質問について

お答えいたします。 

 明浜町、三瓶町にある消防詰所は現在２５カ所

あります。昨年度、各方面隊に対しまして消防詰

所の高台移転に関する意向調査を実施したとこ

ろ、ほとんどの部において移転希望はございませ

んでした。このことについては、想定される津波

対策よりも日常的な性能性の観点から判断された

ものと認識しております。 

 今後においても、老朽化に伴う詰所の建てかえ

を順次更新してまいりますが、地元及び該当消防

団員と十分に協議の上、施工したいと思っており

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 消防団が以前のように火

事、防火の目的が非常に強かった時代、私らが副

団長をやってたときはそういう時代でした。３・

１１以来、津波とか消防団は意識的にも防災の役

目が非常に高くなってる。そういう中での日常生

活の形で防災、津波が来るのが現在５２分後ぐら

いを想定されてますけども、これでは間に合うと

いう方面隊の返事と、こういうことでございま

す。そういうことでしたら私どもも言いませんけ

ども、やっぱり一般市民としては安全なところで

詰所はどうだろうかという意見が出てまいりまし

たので、このような質問をいたしました。これは

消防団の判断に任せざるを得ないという考え方を

私も持ちました。 

 続きまして、関連するかもわかりませんが、７

番の消防団について、消防団の地域の再編はずっ

ともう何年も団員数、それで団員数によって地方

交付税も入るでしょうし、いろんな形で反映され

る地域があります。そして、人口もだんだんだん

だん減ってまいっております。 

 そのような中で質問をいたしますけども、消防

団の条例施行年度、そして団員数の決定について

お尋ねをいたします。 

○議長 菊池消防本部消防長。 

○菊池消防本部消防長 西予市消防団条例は、西

予市合併と同時であります平成１６年４月１日に

施行しております。この西予市消防団の定数は、

東宇和、三瓶町合併協議会において、旧５町の消

防団条例で定められた定数はそのまま継承すると

いう決定事項に基づいて１，８９５人と定めら

れ、現在に至っております。この消防団の定数及

び統合問題は、地域の人口増加が見込めない現状

において、合併以来においても各方面隊や消防団

幹部会でかねてから検討されてきた懸案事項でも

あります。全国的な消防団員数の減少に反して阪

神・淡路大震災以降、消防団の重要性が再認識さ

れております。東日本大震災においても、消防団

の活動によって多くの命が救われたことから、地

域の防災リーダーとしての期待が大きくなってき

ております。 

 当市におきましても、東南海・南海地震による

被害が予測されており、地域に密着した消防団の

命を守る活動に大きな期待が寄せられてるところ

であります。このような状況のもと、現時点では

団員数や部の統廃合によって消防力を低下させる

ことはできないと判断しております。そこで、機

能別消防団員制度や、消防団協力事業所表示制度

など、団員確保策を通して市民の皆様にご理解を

いただくよう努力していく所存であります。今後

は西予市内の人口動態、国の政策や地域の動向を

把握、加味した上でしかるべきときを捉えて再協

議していきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 この問題につきまして

は、私どもの俵津地区の第３部の方から、消防団

の補充ができないということで、以前も城川のほ

うか野村のほうでございまして、条例を変えまし

て対応しておりますね。こういう問題がありまし

てこのようなお話をするわけでございますが、今

俵津地区で、８４戸のとこで１９人の部がある。

２６３の戸数で２４の団員の部がある。そして、

１８３戸で２２の部があります。そうすると、８

４戸で１９ってのは４軒に１軒ぐらい１人消防団

員いると。そして、これを鑑みまして、先ほども

おっしゃられましたけど、この条例は合併になっ

てるって言いますけども、旧町を踏襲してるわけ

ですから、実際の条例の中身は旧町のときのまま

ということですね。その旧町のままの条例でやり

ますと、宇和町の消防団員と明浜町の消防団員は
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人口割でいきますと倍半分になるんですよ。もち

ろんたくさんの消防団員がおるということは、お

っしゃられるとおり安全・安心、生命、防災、防

火、そういう役割をしっかり果たしてるというこ

とになりますけれども、それだけ人口減少になっ

て危機にそこまで迫ってる形になってるので、先

ほど答弁がありましたが、協議をしますというお

話がございました。しましたけれども、いろんな

ことで西予市は１つということで平均化してま

す。消防団員数が旧町の違いで宇和町と明浜町の

団員数が倍半分、これもよしとすべきか、よしで

なしとすべきか、答弁願います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 今、酒井議員の消防団の定数の問題

でございますけども、これは非常に重要な問題で

す。私どもも定数削減っていうことも考えざるを

得ないような時期もちょっと実際あったわけでご

ざいますけども、しかし今ほど消防長もお話しし

ましたとおり、今消防団に対する期待感が非常に

高まっておるというのも今のご質問にもあったと

おりでありますし、私どもも答えたとおりであり

ますから、ただ定数削減でいいのかどうかってい

う問題は、これはやはり真剣に考えなくてはいけ

ないし、ただ人口比の中で消防団員数を検討する

っていうのはちょっと考えるべきではないかな、

それだけ消防団の方々が地域密着でやっていただ

いておることに対しては私も本当に感謝をしてお

ります。したがって、もう一つ考えますと、消防

団員の定数の問題と含めて考えるのは、明浜にあ

る女子消防隊の問題、あるいは野村にあります機

能別消防団員の問題、そういうところにも踏み込

んで消防団の人数を確保していくということが今

後私どもの西予市における重要な課題だと、この

ように認識しておりますので、ぜひともご理解と

ご協力と、地域に対するご説明をお願いをしたい

と思っております。 

 以上です。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 私は消防団員の責任者か

ら団員を補充するのが難しいという話を言いまし

たけど、削減とは言ってはおりません。温かくそ

の地区なんかも、非常に多いとこはそれだけ守ら

れてるわけですからいいわけですよ、本来から言

えば。一方をふやして一方を減らすか、西予市全

体では一緒という形にされるのか、一つテーマが

ありますのは、俵津地区のあれだけの地域に、こ

れだけ交通網が発達したり、情報伝達ができるの

に１００メーターの間のとこに３カ所も要るのか

と、団員数の問題を言ってるわけじゃないです。

そういうことも考えるし、そういうことを考えて

再編をする考え方はあるかという質問なんです

よ。ですから、頭から団員数を減らして平均化し

ようと、そういう問題ではないです。市民の方か

ら言われるのは、総勢消防団員が俵津地区で６５

名、５３０戸で６５名なんですよね、そしてコン

パクトな地域なんですよ。だから、そういう問題

も考えられたらどうかということを提案しておき

ます。 

 以上、少し答弁願います。 

○議長 菊池消防本部消防長。 

○菊池消防本部消防長 ただいまの意見ですが、

おっしゃるとおりでございまして、その再編成と

かということに対しまして、消防力がマイナスに

ならないということでありましたら、もちろんの

こと幹部会、または地元の消防団、地元の人と協

議しながら、それは再編成も考えていく必要があ

ると思っております。 

 以上です。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 そこで、防災も含めて地

元消防団との危機管理室、そしてまたは消防署の

本庁、こういうとこの話し合いはどのようにされ

ておりますか。 

 実を言いましたら、危機管理室とやっても今度

消防署のほうとまたやらないけない、そういう問

題が自主消防の中にもあります。そういう連携が

とれる形はどのようにして努力をなされてるか、

お聞きをいたします。 

○議長 菊池消防本部消防長。 

○菊池消防本部消防長 ただいまの質問ですが、

西予市消防団におきましては、副方面隊以上の集

まる西予市消防団幹部会を年２回以上開催してお

ります。それに市長、消防長、危機管理課長、そ

の他担当者が出席しまして各地域の消防団員から

出される意見協議をしまして、その結果を行政に

反映させている状況でございます。また、近年、

大規模災害を想定した避難訓練や講習会など、自

主防災組織を中心に開催されており、その際にお

きましては地域の消防団員、消防署、危機管理課

が地元組織と連携して進めております。今後新し
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い想定により策定される地域防災計画に基づいて

引き続き訓練を重ねていく必要があると考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 ただいままで地区に対す

る質問を細々といたしましたけれども、やはり先

ほど冒頭でも述べましたように、人口減になって

るところの悲哀というのは、そしてこれからのど

うしたら活性化するかということに対して、小学

校はなくなっていく、そして人口はだんだんだん

だん若者はなくなっていく、このあたりについて

の質問をさせていただきました。今後端々がどう

したら夢が持てる、希望が持てる、そのような集

落になれるような形を、また行政からもご指導い

ただきまして、議会も精いっぱいの努力をいたし

ますので、今後ともよろしくお願い申し上げまし

て、私の一般質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前１０

時５８分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時１

０分） 

 次に、４番田中徳博君。 

○４番田中徳博君 それでは、議長の許可をいた

だきましたので、一般質問をさせていただきま

す。一括質問として質問させていただきますの

で、よろしくお願いします。 

 議員として２年目であり、今回、身近なきょ

う、あすにかかわる質問をさせていただきたいと

思います。 

 まず、防災意識の向上についてお伺いします。 

 １、モニタリングポストとはなにか。 

 目的や設置場所、データ等の現状はどうなって

いるか。市民にわかりやすく数値の捉え方を説明

してるかどうかお伺いしたいと思います。 

 次に、行政職員の待遇について。 

 １、育児休業について。 

 また、教職員と比較しての条件はどうなってい

るか。利用の現状は。復帰後、復職後のケアはど

うなっているか。また、男性の利用状況及びその

問題点としては何があるか。また、市として何を

バックアップしてるかお伺いしたいと思います。 

 ２番目に、ノー残業デーへの取り組みについて

お伺いしたいと思います。 

 現状と今後の展開についてお知らせ願いたいと

思います。 

 次に、２０１７えひめ国体について。 

 １、受け入れ態勢について。 

 乙亥会館及び運動公園多目的広場、市営宇和球

場の整備、またそれに伴う宿泊施設、駐車場、食

事場所、トイレ等の整備はどうなっているのか。 

 また、市長が賛同され、目指される交流産業型

経済、この中の西予市の地域に合った農業形態を

選択し、地域経済の再生を目指すと、この中にあ

ります直売所、農村レストラン、農家民泊やグリ

ーンツーリズムと、また認定待ちとなっておりま

すジオパークの受け入れ態勢との兼ね合いについ

てお伺いしたいと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 私のほうからは、田中議員

からの防災意識の向上についてのご質問について

お答えをいたします。 

 議員ご質問のモニタリングポストとは、大気中

の放射線量を継続的に自動観測をする設備でござ

います。これまでは伊方原子力発電所の周辺部へ

の設置にとどまっておりましたが、東日本大震災

の福島第一原子力発電所の事故を受け、防護対策

決定のためのデータ把握、地域での日ごろの放射

線量の確認等を目的に、津波等の自然災害発生時

にもできる限り計測が可能な地域を選定して、県

と四国電力が増設をしたものでございます。これ

まで西予市内には設置されておりませんでしたけ

れども、広報せいよ４月号で皆様にお知らせをし

ましたとおり、平成２４年度に三瓶のあらパー

ク、明浜のシーサイドサンパーク、野村のシルク

博物館に県が設置をし、市役所の本庁前に四国電

力が設置をされ、計４基が設置をされておりま

す。データについては常時モニターで確認できる

ほか、県のホームページ、スマートフォン等でほ

かの地域、過去のデータについても知ることがで

きます。四国電力分は本庁入り口に設置しており

ます環境モニター等の表示装置でも確認ができる

ようになっております。また、そのほかにも市内

ではガラス線量計による測定を７カ所で、ハンデ

ィーの移動用測定器、サーベイメーターによる測

定を１３カ所で行うなど、さまざまな測定を愛媛

県が実施しているところでございます。 

 当然のことながら、異常数値を検知した場合に

は、県、四国電力から情報が市のほうに入ること



 

－81－ 

となっておりますし、市としても直ちに住民の

方々への情報伝達を行うようにしております。モ

ニタリングポストには設置者が表示数値について

も説明書きを行っておりますけれども、市民にわ

かりやすい説明とは言いがたい部分もございま

す。今後設置者とも協議を行い、理解しやすいよ

う見直しを検討したいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 九鬼副市長。 

○九鬼副市長 それでは、２番目の行政職員の待

遇についてのご質問にお答えをいたします。 

 まず、育児休業についてのご質問ですが、育児

休業とは３歳に達しない子供を養育する場合に、

職員の申請に基づいて休業を許可する制度であり

ます。なお、この間は給与は支給されませんが、

ただ共済組合等々から休業手当金が給与の約６割

程度、子供が１歳になるまでは支給をされます。

このような制度の中で、教職員との比較はという

ことでありますけれども、いずれも育児休業の取

得要件や取得できる期間などは同じ条件となって

おります。これは県職員、市職員ともに地方公務

員の育児休業に関する法律の規定に基づきまして

条例を制定しているためであります。 

 次に、育児休業を取得している状況であります

けれども、平成２４年度における西予市職員の育

児休業取得者数は３５名で、全員が女性職員とな

っています。 

 復帰後のケアにつきましては、育児短時間勤務

制度とか、育児部分休業制度等条例で定めている

ものや、各所属で業務分担による配慮等により、

復帰しやすい環境づくりに努めているところであ

ります。 

 男性職員の育児取得状況は、平成２５年度から

１名の男性職員が１年間の予定で育児休業を取得

しております。ただ、問題としては男性が育児休

業を取得することにまだまだ社会的、地域的に理

解を十分に得られにくい状況があるのではないか

というふうに心配をいたしております。市として

のバックアップとしては、性別に関係なく職員が

安心して育児に専念できるよう、人事異動による

人員の確保や、臨時職員の任用を行っているとこ

ろであります。 

 続いて、ノー残業デーの取り組みについてお答

えをいたします。 

 ノー残業デーとは、ご案内のとおり、あらかじ

め日時を指定しまして、特別緊急の業務が発生し

ない限り勤務時間終了時後に定時で退庁すること

を定めた日であります。ノー残業デーの意義は、

勤務を時間までに終わらせるという意識を高め、

効率のよい働き方ができることが、ひいては職員

自身の生活時間を確保することができることとな

り、生き生きと働ける職場づくりにもつながるも

のと考えております。また、職員の健康管理の面

における効果も期待されます。ノー残業デーの実

施につきましては、現在は各部署の判断に任せて

おりまして、取り組んでいる事例として毎週金曜

日をノー残業デーとしている部署が実際にござい

ます。今後は市全体での取り組みが可能かどう

か、各所属の状況を確認いたしまして、職員組合

からも意見を聴取しながら検討してまいりたいと

いうふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 内藤教育部長。 

○内藤教育部長 ２０１７えひめ国体、受け入れ

態勢についての１、乙亥会館及び宇和運動公園多

目的広場、市営宇和球場の整備等についてお答え

をいたします。 

 相撲競技を開催する乙亥会館につきましては、

比較的新しい施設であるため、大規模な改修は予

定しておりませんが、経年劣化等の軽微な改修は

必要と考えております。 

 次に、ソフトボール競技を開催します宇和運動

公園多目的広場でありますが、多目的広場の拡

張、土の入れかえ、暗渠排水設備及び夜間照明施

設の改修を主な事業として計画を進めておりま

す。 

 また、市営宇和球場につきましては、老朽化が

著しく大規模な改修が必要でありますから、球場

の全面改修を計画しており、今年度実施計画を行

いまして、平成２６年度から２カ年計画で施設整

備に取りかかる計画でございます。 

 宿泊施設につきましては、国体開催の実情に照

らしまして、市内の宿泊施設を最大限に活用する

こととし、不足する部分につきましては民泊の計

画を予定いたしております。民泊の準備等につき

ましては、県の方針が決定次第、民泊予定地区へ

の説明会等の開催を実施し、理解と協力を得るよ

う進めてまいりたいと考えております。 

 駐車場につきましては、競技会場周辺の既存駐

車場を最大限に活用しながら、不足分につきまし
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ては公共施設等の駐車場、グラウンド等を臨時駐

車場として計画いたしております。また、来場者

の利便性を損なわないように、駐車場から競技会

場まではシャトルバスの運行を計画いたしており

ます。 

 食事場所につきましては、競技会場に隣接する

形で憩いの広場、休憩所等を仮設施設で対応する

計画を考えており、その一部に食事スペースを確

保する予定であります。また、その広場には西予

市の特産品等の販売スペースを確保し、西予市の

ＰＲをあわせて進めていきたいと計画しておりま

す。 

 トイレにつきましては、競技会場のトイレを活

用いたしますが、国体開催時には多くの来場者が

予定されるため、仮設トイレを設置して対応をす

る計画であります。 

 以上、それぞれの計画につきましては、去る８

月９日に設置しました第７２回国民体育大会西予

市準備委員会において協議検討を進めてまいりた

いと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 次に、国体の受け入れ態勢

２項目めの、受け入れ態勢と交流産業型経済及び

ジオパーク認定後の受け入れ態勢との兼ね合いで

ございますが、まず西予市内では市の関係する直

売所が５つございます。宇和町のどんぶり館、野

村町のほわいとファーム、乙亥の里直売所、城川

町のきなはい屋、三瓶町の潮彩館がそれぞれ地域

で収穫された新鮮な農産物を中心に販売し、地域

の活性化と都市との交流に取り組んでおります。 

 農家レストランは現在のところ西予市内にはご

ざいませんが、農家民泊につきましては、市内で

は宇和町、野村町、城川町にそれぞれ１カ所ずつ

あると認識しております。直売所、農家レストラ

ン、農家民泊などは、都市と農村に住む人たちの

交流を図るために重要な拠点であり、今後は生活

研究協議会や婦人団体などとも連携し、企業的な

経営感覚を持って意欲的な経営を行う農家や組織

が育っていくことを期待しております。 

 えひめ国体では全国各地から多数の選手や応援

の皆様が来市されることが予想されます。仮にジ

オパーク認定が得られますと観光客の増加も期待

されるところでございます。これからは西予市の

魅力を全国に発信する絶好の機会だと捉えてお

り、そのための施設整備につきましては関係部局

が連携して総合的にかつ計画的に推進し、訪れて

いただく方々に満足いただく環境を提供できるよ

う努めてまいりたいと考えております。 

 また、海抜ゼロメートルから１，４００メート

ルまでの多様性を持った大地の上に成り立ってい

るさまざまな自然や文化、暮らし、農林水産物、

食などを積極的にＰＲできるよう、マップやパン

フレット、ホームページ、看板等の情報発信ツー

ルの整備に加えて、地域の紹介や案内ができる人

材育成などにつきましても、計画的に関係部局で

相互に連携を取り合って進めてまいりたいと考え

ております。国体の受け入れやジオパークの認定

を契機に、西予市の豊富な食材を活用した農家レ

ストランや農家民泊が整備され、都市と農村の交

流人口の増加につながることを期待しておりま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ４番田中徳博君。 

○４番田中徳博君 いろいろと答弁をいただきま

した。その中で順を追って感想を述べてみたいと

思います。 

 モニタリングポスト、これは実は電力業者に任

せっ放しになっているんじゃなかろうかと危惧し

ておりました。一般的に業者は自分の不都合は隠

蔽してしまうというような体質があるというよう

に思われますので、ぜひ市が主導権を握って指導

していただきたいと思います。 

 次の、育児休暇についてですが、子育て支援と

か男女共同参画とかといわれる中で、絵に描いた

餅にならないようにしてほしいと思います。先

日、歴博で行われた西予市地域医療セミナーで

は、愛大医学部の女子大生の意見の中に、学生の

半分近くが女性であると、この子たちが将来結婚

して出産し、育児、このことを考えたときに不安

が残ると。そういったことを考えたときに、病院

に託児所を併設すれば医師不足問題にも少しはプ

ラスの要因になるんじゃなかろうかと思ったりも

しました。 

 あと、ノー残業デーですが、ちまたでは金曜日

に実施されてる企業も多いと思います。ただ、部

署により仕事の量や質が異なると、また土曜日に

そっと来て仕事したほうが仕事がはかどるとかと

いう話も聞いたことがあります。ぜひノー残業デ

ー、進めていただきたいと。ただ、アブ蜂取らず
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のありがた迷惑ではなく、創意工夫によりピンチ

をチャンスに変えていただき、ぜひ職員の方の心

身共の健康、心のケアにもつながるような形にし

てほしいと思います。上司の方の適切な役割分担

も必要だと思っております。 

 あと続きまして、えひめ国体について。 

 先日、愛媛県知事が会見されたときのファイル

の中に四国八十八カ所の世界遺産登録という分が

ありました。観光振興だけでは目的を見誤る、約

１，２００年間、人生に絶望した多くの人がより

どころとして四国を歩いたという歴史の重みや価

値を素直に受けとめ、発信し、つないでいく延長

線上に登録があるということを会見でおっしゃっ

ておられたようです。ここに西予市の将来も少し

見えてくるんじゃなかろうかと、４３番札所、ま

た間もなく認定されるであろうジオパーク、えひ

め国体、この辺の兼ね合いを含めておもてなしの

心、またそういう施設、また人が来ていただくこ

とで活性化と、そういったトータル的な行政のほ

うの方向づけをしていただきたいと思います。将

来に備えて一丸となってそういった方向へ取り組

んでいただきたいと思います。 

 一つだけ質問があります。 

 細かいところなんですが、農家民泊が各町、宇

和に１、野村に１、城川に１軒あると答弁の中に

ありました。この方たちに対する援助的なもの、

ずっと継続していただきたいということで、少し

何か資料がありましたら報告していただきたいと

思うんですが、よろしくお願いします。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 農家民泊への援助でござい

ますけども、私の記憶では城川の分は個人が自主

的に設置されているものだと思っております。そ

れから、これは城川田穂ですが、宇和は卯之町に

ございまして、野村は渓筋、この２つは市の単独

事業である活性化事業で援助を行ったものでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長 ４番田中徳博君。 

○４番田中徳博君 答弁いろいろありがとうござ

いました。 

 行政の足を引っ張る一般質問ではいけないと思

っておりますが、今回積み残しました問題、駅前

開発、駐車場有料化の検討のその後とか、災害用

備蓄物資整備事業、これは先ほど兵頭議員が質問

をされました。また、有害鳥獣等の対策ですね、

今後の課題とかといった分を勉強して、次の課題

に乗せたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 以上で終わります。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前１１

時３４分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後１時００

分） 

 ただいまから議案順に質疑を行いますが、質疑

は大綱の質疑のみに願います。 

  （日程２） 

○議長 日程第２、議案第８８号「西予市公共施

設整備基金条例制定について」から議案第９４号

「西予市簡易水道及び愛媛県条例水道の設置に関

する条例の一部を改正する条例制定について」ま

での７件を一括議題といたします。 

 まず、議案第８８号「西予市公共施設整備基金

条例制定について」に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第８９号「西予市子ども・子

育て会議設置条例制定について」に対する質疑を

行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第９０号「西予市が設置する

一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果

の縦覧等の手続に関する条例制定について」に対

する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第９１号「西予市税条例の一

部を改正する条例制定について」から議案第９４

号「西予市簡易水道及び愛媛県条例水道の設置に

関する条例の一部を改正する条例制定について」

までの４件に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、議案第９５号「市道路

線の変更について」から議案第９７号「市道路線

の認定について」までの３件を一括議題といたし

ます。 

 これより本案３件に対する一括質疑を行いま
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す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、議案第９８号「平成２

５年度西予市一般会計補正予算（第２号）」を議

題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 中村君。 

○５番中村敬治君 第９８号の議案のページ数で

２１ページをごらんいただいたらと思いますが、

この中で農林水産業費というところの、農作物か

んがい対策事業費５００万円についてお尋ねいた

します。 

 私も水田を耕作しておりますけれども、ことし

の夏の７月、８月は例年にない干ばつでございま

して、水不足によりましてため池も空になってま

いりました。そういうことで、大変地元の水回し

さんがご苦労をされておりました。そういうこと

で、今回事業を得た形で補正予算を計上していた

だいたというのは非常にありがたいことだと思っ

ております。 

 そこでお尋ねしたいのは、この事業の概要とい

いますかメニューですね、こういうものはどうい

うものになっておるのか。そして、また補助率と

か執行基準、そして今後の流れについて西予市の

皆様方、特に農家の方々にこの機会でご説明願っ

たらと思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 農業振興費の農作物かんが

い対策事業費、補正が５００万円の概要について

ご説明を申し上げます。 

 ことしの７月は平年に比べて降雨量が２５％と

大変厳しい、しかも高温の夏でありました。そこ

で、農作物等に干ばつ被害が起こるおそれが出ま

して、これに対して予防する予防策についての助

成を提案しておるところでございます。補助金で

ございますが、この内容ですが、水の確保に必要

となったポンプの購入費、動力ポンプ等に係る平

年を超える光熱水費、バキュームカーなりタンク

ローリー、そういう給水車のリース料などに対し

まして、その費用の２分の１程度を助成しようと

考えております。手続等につきましては、議決を

いただきましたならば、直ちに各地域の区長さん

あるいは農業振興委員さん等を通じまして、全戸

に連絡がとれるような形をとって、これに該当す

る、対象を一応今２戸以上の方が実施されたもの

というふうに考えておりますが、これについて申

請を受け付けていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長 ５番中村敬治君。 

○５番中村敬治君 ただいま答弁いただきました

ので大体わかったんですけど、合併後こういう同

様な事例があったんじゃないかと思うんですけれ

ども、その年度とそのとき計上されました補正予

算だと思いますけれども、そういうものがわかれ

ば教えていただきたいのと、今回５００万円とい

うことで計上されておるわけですけれども、皆さ

ん農家の方から集計されまして、５００万円を超

えた場合、いわゆる不足した場合はどうされるの

か、これはまたさらなる追加補正をしていただけ

るのかどうか、これはお願いになるんですけれど

も、いずれにしろこれは農家の方が待っておられ

ますので、早くいろいろなその基準等を設定され

て、周知されまして、早く執行していただきたい

ということでございます。 

 以上で私の質問は終わります。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 この５００万円という額を

計上したのは先ほどご質問がございましたよう

に、平成２１年度ですが、これは田植え前後とい

うふうに記憶しておりますけども、干ばつがござ

いました。そのときの実績が細かい数字は記憶し

てないんですが４００万円余りだったということ

で、ほぼ同額の５００万円を今回計上いたしまし

た。ＪＡさんあたりともいろいろ相談してのこと

でございます。それで、今後万一不足する場合が

あれば、市民の皆様に不公平、不平等がないよう

な措置をとらせていただきたいというふうに考え

ております。 

○議長 ５番中村敬治君。 

○５番中村敬治君 はい、ありがとうございまし

た。 

○議長 ほかにありませんか。 

 ３番菊池純一君。 

○３番菊池純一君 今の予算書の１５ページ、総

務費の地域振興費というのがあります。せいよ部

マネージャー事業というので６７９万３，０００
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円、このせいよ部マネージャー事業というこの狙

いはなんですか。それともう一つ、この５名とい

うふうに人数が決まっておりますが、何を根拠に

５名なんでしょうか。また、これは単年度の事業

なんでしょうか。どういうふうに考えておられる

か、お願いいたします。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今のせいよ部マネージャー

事業でございますが、西予市で２６年度に合併１

０周年となることを記念いたしまして、せいよ部

マネージャーと称します広報宣伝担当者を募集し

まして、そして２６年度の、ことしは募集と、そ

して採用、そしてその５名の採用したマネージャ

ーの宣伝マンとなる研修をするというような事業

でございますが、５名というのに、その根拠はと

いうことでございますが、どうして５名にしたか

というような確たる根拠は余りないんですが、５

名程度まずしてみたらどうかというようなことで

案を出させていただいております。 

 先ほど言いましたように、これは単年度で終わ

るのかということでございますが、今言いました

ように、合併１０周年事業として、そしてそのと

きに合わせて西予市を外にアピールする、そして

特産品の販売も１０周年記念としても力を入れて

やりたいと考えておりますので、そのときに花を

添えるというような意味でもありますので、単年

度というか、来年度に向けての準備の費用を今回

上げさせていただいております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ほかにありませんか。 

 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 今のページの一つ前の１４ペ

ージ、総務費の総務管理費の２０目駅前開発事業

費１，３６４万円、議案説明のときに説明があっ

たのかもしれないんですけれども、この事業の説

明をもう一回ちょっとお願いしたいと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 この事業は国が、合併し

て、そして財政的に厳しい状況でありながらたく

さんの施設、合併しましたんでいろんな施設を引

き継いでやっておると、そういう事業に関しまし

て自治体だけではなかなかそれを運営していくの

は難しいというようなことで、昔で言うＰＦＩで

すが、そういう事業に力を入れる。それで、今回

全額補助でやる予定でございますけれども、先導

的官民連携支援事業、こういうネーミングの中で

取り組む事業でございます。 

 今回計画しておりますこの先導的官民連携支援

事業につきましては、まず駅前事業を西予市のモ

デル事業として考えております。今までのＰＦＩ

は施設単体というような、そういう点で考えてお

りましたけれども、今回は例えば駅前開発事業で

ありますと駅前、そして重伝建地区、そして商店

街、ここを面としての網羅した中での新型の西予

市版の官民連携の事業ができないかというような

ことをちょっと金額が張りますけれども、専門的

な方をアドバイザーとしながら委託してやってい

きたいということでございます。これをしてどう

いう結果になるかということは先導的ですので、

まだ具体的な案は見えておりませんけれども、こ

とし全国で３６カ所、最初の募集で手が挙がりま

して、２２カ所採用になったというようなこと

で、今回西予市も手を挙げてやっていきたいとい

う事業でございます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 ありがとうございました。ち

ょっと私がお聞きしたいのは、今全額国の事業と

いうことでありがたい話ではあるんですけども、

今ちょうど駅前については駅前づくりの検討委員

会というのがありまして、私もその中に今入らせ

ていただいとるんですけども、まだその中の要す

るに答申の結果も出てないわけですよね。ですか

ら、いや何でこれ、先導的やから先走って予算と

っとるんかなというふうな理解をしたんですけれ

ども、そこの駅前づくりの検討委員会からの今後

出てくる答申とかとの整合性というのはどういう

ふうに考えておられるのか、ちょっとお聞きした

いと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今のご質問ですが、確かに

私どももそういう気持ちがありまして、ちょっと

気を使わなければならないなというようなところ

もございますが、どっちにしても検討委員会から

の答申がなければいろんなことはできませんけれ

ども、それも含めて今手を挙げとかないと、その

募集時期がありますので、それを今挙げさせてい

ただいて、その答申も尊重しながら、そこの中で

どう動けるかということで検討させていただいた

らと思っております。 
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 以上、答弁といたします。 

○議長 ９番松山清君。 

○９番松山清君 ２３ページの７款１項４目の観

光費、ジオパーク推進事業の３３６万円につい

て、これが何であるかということについてちょっ

とお尋ねしたいんですけども、ジオパークはもう

認定が間近という段階において、この推進という

のはどういうことなのかという観点からこの内容

の説明をお願いしたいのと、もう一点は今後こう

やって補正で出てくるということ、こういうこと

はまたほかに今年度あるのか、あるいは来年度以

降、どういうことを考えられてるのかということ

をお尋ねしたいと思います。 

 これにつきまして、一番当初のこれが何である

かということが、エミフルＭＡＳＡＫＩのシンポ

ジウムとかという説明があったんですけども、要

するに今月末ぐらいにこの発表があるわけですけ

ども、今ここで補正を申請してエミフルＭＡＳＡ

ＫＩでシンポジウムをやるという意味は何なのか

と。それで、どういうシンポジウムの中身を予定

されてるのか、ちょっとそこら辺がこの補正予算

で出てくるタイミングとやろうとされてることの

狙いっていうのが、私が感じてるのはちょっと違

うんじゃないかと、推進よりももっと次の段階の

ことをやるべきなのか、そこら辺についてお尋ね

いたします。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 このジオパーク推進事業と

いうものでございますけども、事業名は余り一言

一句こだわってもこだわらないでもいいというふ

うに感じておりますが、ただ推進するということ

は、ジオパーク構想というものは、私は永遠に推

進していくものだというふうに思っております。

ですから、そういう意味を一点ご理解願いたいと

思いますが、なぜ今ということでございますけど

も、これは一つのシリーズものになっておりまし

て、来年１月ごろにエミフルＭＡＳＡＫＩという

ところでシンポジウムをまず計画しております。

これで、ここに子供たちを中心に据えた子供目線

によるシンポジウムを開催していこうと、あわせ

て対外へ西予市はジオパーク構想を推進している

んですよということをアピールしていこうという

ふうに考えております。仮称四国西予ジオパーク

学会というものを立ち上げて、そこでシンポジウ

ムをする。そこには大学教授さんとか、先進地の

専門者等を講師に迎えたりしてと考えておるわけ

ですが、それに先立ちまして市内の小・中学生に

よる市内のジオポイント視察研修のバスツアーを

まず一つ行う。ほれから、もう一つ市内中学生で

構成するジオパーク探検隊というものを結成しま

して、ジオポイント等の取材をして、その取材記

事を愛媛新聞に中学生新聞というものがあるそう

ですが、そこにばっと掲載しようというふうに計

画しておるわけです。この小・中学生はシンポジ

ウムには必ず参加していただいて、この成果とか

発表とか、一部講師もシンポジウムに努めていた

だくと、そういう仕掛けを考えております。 

 以上です。 

  （９番松山清君「今後」と呼ぶ） 

 今後。 

 済いません、もう一度お願いします。 

  （９番松山清君「今後の計画」と呼ぶ） 

 今後の計画というのはジオパーク自体ですか、

この…… 

  （９番松山清君「推進事業としてこれをやっ 

  たとしてことしはこれで終わりということで 

  すか」と呼ぶ） 

 推進事業っていうのは総括した考え方でありま

して、今回はこのシンポジウムなりバスツアーを

行いますが、また次のステップではどのような形

の推進事業が出てくるか、今のところまだ未定で

すけども、このお金をどんだけ使うかということ

はまたちょっと別問題になると思いますが、推進

していこうと、それは考えております。 

○議長 ８番小野正昭君。 

○８番小野正昭君 教育関係の予算で２点お伺い

をしたらと思います。 

 まず１点目は、２６ページの１０款１項７目ス

クールバス管理費、スクールバス維持管理事業、

これは消防署の指摘で耐震化ですか、何かの指摘

があって建てかえを計画されとるようにお聞きを

しますけれども、その設計委託料になっておると

思いますが、今概要がわかればどの程度の広さ

で、どういう構造のものを予定されとるのか、ま

ず１点、お聞きをしたいと思います。 

 ２点目が、ページ２８ページ、これも１０款６

目７項文化振興施設建設費、朝日文楽会館建設事

業、これの１２２万９，０００円、これについて

の概要説明をお願いをまずいたします。 

○議長 内藤教育部長。 
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○内藤教育部長 ただいまのご質問ですが、三瓶

スクールバスの維持管理事業４００万円につきま

しては、三瓶スクールバス事務所、三瓶授産場が

作業場として使用いたしておりました建物がこの

たび消防署の老化対象物立入検査におきまして、

建築構造上に不備があるというふうに認められ、

準耐火建物への改築指導を受けましたために、ス

クールバスの事務所の建てかえに係る設計委託料

でございますが、現在車庫の床面積が３０１．５

６平米ありまして、１５０平米以上の建物につき

ましては準耐火物の建築物としなければならない

というふうに定められているようでございます。

専門家の方の意見等を参考にしますと、木造建築

の場合、新築で準耐火物建築物をつくることは可

能ということでありますが、既存建物を準耐火物

建築物に改修することは困難であるというような

ことで、現行の車庫は使用できないということ

で、新たに同程度の車庫を建築する、そのための

設計委託料を今回計上させていただいておりま

す。 

 次に、朝日文楽会館の建設事業１２２万９，０

００円でございますが、これにつきましては八反

返しやどんちょう、大道具類の舞台備品は特殊な

ものであるということから、設計委託料９４万

５，０００円と会館建築確認申請等手数料２８万

４，０００円を合わせました合計１２２万９，０

００円を計上するものであります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ８番小野正昭君。 

○８番小野正昭君 まず、１点目の内藤部長の答

弁で、ちょっと私理解できないんですけれども、

家庭授産場云々というふうな答弁が出てきたと思

うんですけれども、家庭授産場ということになり

ますとこれは生活福祉のほうなんですが、この事

業目的というか、事業主体は車庫なのか、それと

も授産場に付随をした建物なのか、その辺の区分

けがわからんのですよ。ですから、これは車庫と

してやるのか、車庫であればどういうふうな、い

わゆる耐火構造にされるのか、どういう程度の平

米数になるのか、授産場を含めたものなのか、そ

の辺が今の部長の答弁ではちょっと理解しにくか

ったんで、再度答弁を求めます。 

 それから、２点目の朝日文楽の八反返しの予

算、工事費が９４万５，０００円と聞きましたけ

ども、これは市長が大変気を使っていただいて、

応分の理解をしていただいてのことだと思いま

す。この予算をつけていただいたからにはご案内

のように、これは舞台には普通の舞台と人形舞台

とありますんで、普通の設計者、普通の方では技

術的に経験的に不可能な分がありますので、その

分は十分配慮をしていただいて、遺漏のないよう

な方法をとっていただきたいなと、これは要望を

しておきます。 

 １点目の質問をお願いします。 

○議長 内藤教育部長。 

○内藤教育部長 先ほどの三瓶授産場というお話

をさせていただきましたが、現在使っております

スクールバスの車庫は、当初三瓶授産場の作業場

として使用をしていたものであります。それで、

現在スクールバスの車庫として使っておりますの

で、今度新たな車庫を建設するということでの設

計委託料を計上させていただいております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ８番小野正昭君。 

○８番小野正昭君 それで、十分その目的は理解

ができました。 

 それでしたら、その車庫が完成するまでに現在

の車庫を取り壊すんだと思うんですけども、現在

の場所へいわゆる建てかえるんだと思いますけれ

ども、そのバスはその間どこへ駐車をされるの

か、またいわゆる外的被害がないような工夫のあ

るところへやはり駐車をしてもらわんと、即子供

たちの登校に影響を及ぼすわけですので、その辺

のところはどういうふうな計画をされておるの

か、お聞きをします。 

○議長 内藤教育部長。 

○内藤教育部長 現在のところはまだ仮の車庫と

しての設置場所については現在検討中で、この場

所に仮設の車庫ということはまだ考えておりませ

んが、先ほど言われましたように、車を保管して

いるときに危害に遭わないような対策は十分考え

て仮設場所を検討していきたいというふうに思っ

ております。 

 仮設場所といいますのは、青空駐車になると思

いますけど、そこは十分検討していきたいと思っ

ております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程５） 
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○議長 次に、日程第５、議案第９９号「平成２

５年度西予市授産場特別会計補正予算（第２

号）」から議案第１０９号「平成２５年度西予市

病院事業会計補正予算（第２号）」までの１１件

を一括議題といたします。 

 これより本案１１件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程６） 

○議長 次に、日程第６、議案第１１２号「西予

市立学校及び幼稚園設置条例の一部を改正する条

例制定について」を議題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程７） 

○議長 次に、日程第７、認定第１号「平成２４

年度西予市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」を議題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １９番兵頭勇君。 

○１９番兵頭勇君 ２４年度の一般会計の決算認

定の件で一点だけお伺いをしたいというふうに思

います。 

 ページは１６ページになります。固定資産税に

ついてですが、１６ページの備考の中に国土交通

省分１，４８５万３，４００円が入っておりま

す。このうち、野村ダムに対する固定資産税は幾

ら入っておるのか、全額なのか、このうちの幾ら

なのかお尋ねをしたいと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今のご質問でございます

が、この国有資産等所在市町村交付金及び納付金

のうち、国土交通省分１，４８５万３，４００

円、これは全額野村ダムの分でございます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程８） 

○議長 次に、日程第８、認定第２号「平成２４

年度西予市授産場特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」から認定第１３号「平成２４年度西予市

野村介護老人保健施設事業会計決算の認定につい

て」までの１２件を一括議題といたします。 

 これより本案１２件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 ただいま議題となっております議案３６件につ

いては、お手元に配付いたしております常任委員

会付託表及び特別委員会付託表のとおり各委員会

に付託いたします。 

  （日程９） 

○議長 次に、日程第９、陳情第３号「三瓶地区

の良好な保育環境を求める陳情書」を議題といた

します。 

 本陳情につきましては、お手元に配付いたして

おります陳情文書表のとおり、厚生常任委員会に

付託いたします。 

  （日程１０） 

○議長 次に、日程第１０、要望第１号「西予市

林業振興対策事業費補助金（間伐材出荷促進対策

事業）の強化を図り、搬出間伐に係る経費負担を

軽減することを求める要望書」を議題といたしま

す。 

 本要望につきましては、お手元に配付いたして

おります要望文書表のとおり、産業建設常任委員

会に付託いたします。 

 各常任委員会及び特別委員会においては、各議

案及び陳情並びに要望について十分に審査を行

い、最終日の本会議において委員会審査の経過と

結果について、各委員長の報告を求めることとい

たします。 

 以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

 ９月２５日は午後２時から会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午後１時３４分 
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       平成２５年第３回西予市議会定例会会議録（第４号） 

１．招 集 年 月 日 平成２５年９月２５日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 平成２５年９月２５日 

          午後２時００分 

１．閉     会 平成２５年９月２５日 

          午後３時１３分 

１．出 席 議 員        
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１．地方自治法第１２１条により 
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   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  九 鬼 則 夫 

   教  育  長  宇都宮 又 重 

   公営企業部長  平 野 松 市 

   会 計 管 理 者  井 上 謙 二 

   総務企画部長  河 野 敏 雅 

   産業建設部長  福 原 純 一 

   生活福祉部長  三 好 幸 二 

   教 育 部 長  内 藤 利 明 

   明 浜 支 所 長  宇都宮 松 夫 

   野 村 支 所 長  井 上 尚 喜 

   城 川 支 所 長  徳 居 隆 利 

   三 瓶 支 所 長  西園寺 良 徳 

   消防本部消防長  菊 池   直 

   総 務 課 長  宗   正 弘 

   財 政 課 長  道 山 升 文 

   企画調整課長  浅 野 信 也 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  井 関 通 夫 

   議 事 係 長  佐 藤 陽一郎 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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      議  事  日  程 

 １ 議案第 ８８号 西予市公共施設整備基金

条例制定について 

   議案第 ８９号 西予市子ども・子育て会

議設置条例制定について 

   議案第 ９０号 西予市が設置する一般廃

棄物処理施設に係る生活

環境影響調査結果の縦覧

等の手続に関する条例制

定について 

   議案第 ９１号 西予市税条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第 ９２号 西予市国民健康保険税条

例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第 ９３号 西予市予防接種実費徴収

条例の一部を改正する条

例制定について 

   議案第 ９４号 西予市簡易水道及び愛媛

県条例水道の設置に関す

る条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第 ９５号 市道路線の変更について 

   議案第 ９６号 市道路線の廃止について 

   議案第 ９７号 市道路線の認定について 

   議案第 ９８号 平成２５年度西予市一般

会計補正予算（第２号） 

   議案第 ９９号 平成２５年度西予市授産

場特別会計補正予算（第

２号） 

   議案第１００号 平成２５年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別

会計補正予算（第１号） 

   議案第１０１号 平成２５年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

補正予算（第１号） 

   議案第１０２号 平成２５年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第２号） 

   議案第１０３号 平成２５年度西予市後期

高齢者医療特別会計補正

予算（第２号） 

   議案第１０４号 平成２５年度西予市介護

保険特別会計補正予算

（第２号） 

   議案第１０５号 平成２５年度西予市農業

集落排水事業特別会計補

正予算（第２号） 

   議案第１０６号 平成２５年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第２号） 

   議案第１０７号 平成２５年度西予市簡易

水道事業特別会計補正予

算（第２号） 

   議案第１０８号 平成２５年度西予市上水

道事業会計補正予算（第

２号） 

   議案第１０９号 平成２５年度西予市病院

事業会計補正予算（第２

号） 

   議案第１１２号 西予市立学校及び幼稚園

設置条例の一部を改正す

る条例制定について 

   認定第  １号 平成２４年度西予市一般

会計歳入歳出決算の認定

について 

   認定第  ２号 平成２４年度西予市授産

場特別会計歳入歳出決算

の認定について 

   認定第  ３号 平成２４年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算の認定

について 

   認定第  ４号 平成２４年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

歳入歳出決算の認定につ

いて 

   認定第  ５号 平成２４年度西予市国民

健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定について 

   認定第  ６号 平成２４年度西予市後期

高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定について 

   認定第  ７号 平成２４年度西予市介護

保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

   認定第  ８号 平成２４年度西予市農業

集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定につい

て 
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   認定第  ９号 平成２４年度西予市公共

下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

   認定第 １０号 平成２４年度西予市簡易

水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

   認定第 １１号 平成２４年度西予市上水

道事業会計決算の認定に

ついて 

   認定第 １２号 平成２４年度西予市病院

事業会計決算の認定につ

いて 

   認定第 １３号 平成２４年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計決算の認定について 

   要望第  １号 西予市林業振興対策事業

費補助金（間伐材出荷促

進対策事業）の強化を図

り、搬出間伐に係る経費

負担を軽減することを求

める要望書 

 ２ 委員会の閉会中の継続審査の件 

 ３ 発議第  ３号 西予市議会会議規則の一

部を改正する規則制定に

ついて 

 ４ 決議案第 １号 自転車乗車用ヘルメット

着用推進宣言決議案の提

出について 

 ５ 意見書案第３号 「地方税財源の充実確

保」を求める意見書

（案）の提出について 

   意見書案第４号 「森林吸収源対策及び地

球温暖化対策に関する地

方の財源確保」のための

意見書（案）の提出につ

いて 

追加 議案第１１３号 西予市同報系防災行政無

線デジタル整備工事請負

契約について 

   議案第１１４号 平成２５年度西予市一般

会計補正予算（第３号） 
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本日の会議に付した事件 

 １ 議案第 ８８号 西予市公共施設整備基金

条例制定について 

   議案第 ８９号 西予市子ども・子育て会

議設置条例制定について 

   議案第 ９０号 西予市が設置する一般廃

棄物処理施設に係る生活

環境影響調査結果の縦覧

等の手続に関する条例制

定について 

   議案第 ９１号 西予市税条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第 ９２号 西予市国民健康保険税条

例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第 ９３号 西予市予防接種実費徴収

条例の一部を改正する条

例制定について 

   議案第 ９４号 西予市簡易水道及び愛媛

県条例水道の設置に関す

る条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第 ９５号 市道路線の変更について 

   議案第 ９６号 市道路線の廃止について 

   議案第 ９７号 市道路線の認定について 

   議案第 ９８号 平成２５年度西予市一般

会計補正予算（第２号） 

   議案第 ９９号 平成２５年度西予市授産

場特別会計補正予算（第

２号） 

   議案第１００号 平成２５年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別

会計補正予算（第１号） 

   議案第１０１号 平成２５年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

補正予算（第１号） 

   議案第１０２号 平成２５年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第２号） 

   議案第１０３号 平成２５年度西予市後期

高齢者医療特別会計補正

予算（第２号） 

   議案第１０４号 平成２５年度西予市介護

保険特別会計補正予算

（第２号） 

   議案第１０５号 平成２５年度西予市農業

集落排水事業特別会計補

正予算（第２号） 

   議案第１０６号 平成２５年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第２号） 

   議案第１０７号 平成２５年度西予市簡易

水道事業特別会計補正予

算（第２号） 

   議案第１０８号 平成２５年度西予市上水

道事業会計補正予算（第

２号） 

   議案第１０９号 平成２５年度西予市病院

事業会計補正予算（第２

号） 

   議案第１１２号 西予市立学校及び幼稚園

設置条例の一部を改正す

る条例制定について 

   認定第  １号 平成２４年度西予市一般

会計歳入歳出決算の認定

について 

   認定第  ２号 平成２４年度西予市授産

場特別会計歳入歳出決算

の認定について 

   認定第  ３号 平成２４年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算の認定

について 

   認定第  ４号 平成２４年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

歳入歳出決算の認定につ

いて 

   認定第  ５号 平成２４年度西予市国民

健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定について 

   認定第  ６号 平成２４年度西予市後期

高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定について 

   認定第  ７号 平成２４年度西予市介護

保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

   認定第  ８号 平成２４年度西予市農業

集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定につい

て 
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   認定第  ９号 平成２４年度西予市公共

下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

   認定第 １０号 平成２４年度西予市簡易

水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

   認定第 １１号 平成２４年度西予市上水

道事業会計決算の認定に

ついて 

   認定第 １２号 平成２４年度西予市病院

事業会計決算の認定につ

いて 

   認定第 １３号 平成２４年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計決算の認定について 

   要望第  １号 西予市林業振興対策事業

費補助金（間伐材出荷促

進対策事業）の強化を図

り、搬出間伐に係る経費

負担を軽減することを求

める要望書 

 ２ 委員会の閉会中の継続審査の件 

 ３ 発議第  ３号 西予市議会会議規則の一

部を改正する規則制定に

ついて 

 ４ 決議案第 １号 自転車乗車用ヘルメット

着用推進宣言決議案の提

出について 

 ５ 意見書案第３号 「地方税財源の充実確

保」を求める意見書

（案）の提出について 

   意見書案第４号 「森林吸収源対策及び地

球温暖化対策に関する地

方の財源確保」のための

意見書（案）の提出につ

いて 

追加 議案第１１３号 西予市同報系防災行政無

線デジタル整備工事請負

契約について 

   議案第１１４号 平成２５年度西予市一般

会計補正予算（第３号） 
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  開議 午後２時００分 

○議長 ただいまの出席議員は２０名でありま

す。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、議案第８８号「西予市公共施

設整備基金条例制定について」から議案第１１２

号「西予市立学校及び幼稚園設置条例の一部を改

正する条例制定について」までの２３件及び認定

第１号「平成２４年度西予市一般会計歳入歳出決

算の認定について」から認定第１３号「平成２４

年度西予市野村介護老人保健施設事業会計決算の

認定について」までの１３件並びに要望１件の３

７件を一括議題といたします。 

 各委員会における審査の経過と結果について各

委員長の報告を求めます。 

 まず、松山総務常任委員会委員長の報告を求め

ます。 

 ９番松山清君。 

○松山清総務常任委員長 去る９月１０日の本会

議において、当委員会に付託されました議案５件

及び認定２件について、９月１３日と１４日に審

査を行いましたので、報告をいたします。 

 議案第８８号から議案第１１２号までの５件に

ついては、お手元の配付のとおり原案可決決定い

たしました。 

 認定第１号、認定第４号については、認定する

ことと決定いたしました。 

 次に、審査過程において、委員より出された質

疑並びに理事者の答弁を抜粋して報告いたしま

す。 

 議案第８８号「西予市公共施設整備基金条例制

定について」は、統廃合による今後の校舎解体予

定について質疑があり、現在はまだ教育部局で検

討中であるため計画していないが、国の補助や起

債が充てられた場合、その足りない分をこの基金

で対応したいとの答弁があり、５年延長となった

合併特例債が使用できるよう県や市町村長会に要

望してほしいとの意見が出されました。 

 また、目的基金を財政調整基金に一本化しては

どうかとの意見に対しては、財政調整基金は突発

的な予算不足に対応するものであるので、目的基

金は目的別にしておいた方が有効利用しやすいと

の答弁でした。 

 議案第９８号「平成２５年度西予市一般会計補

正予算（第２号）」について、財政課所管分で

は、体育施設と公共施設についてその区別はどう

なっているのかとの質疑に対して、広い意味では

体育施設も公共施設であるが、体育を目的とする

施設が体育施設であり教育委員会が所管し、その

ほかの一般の公共施設は行政部局の所管となり、

帰属する基金もそれぞれが所管するとの答弁でし

た。 

 また、公共施設整備基金の今後の積立予定につ

いては、繰越金等積み立てに充てる財源が出れば

増額する予定との答弁でした。 

 危機管理課所管分では、西予市全体での避難訓

練を早急に実施すべきじゃないかとの質疑に対し

て、次年度に向けて概算予算を立て、自主防災連

絡協議会と検討したいとの答弁でした。 

 企画調整課所管分では、宇和地区のデマンドタ

クシー料金３００円は高いとの質疑に対して、宇

和地区はデマンドタクシーで直接新病院に行くこ

とができるが、城川地区はデマンドタクシーの後

路線バスで乗り継ぎしないと病院に行けないとの

説明があり、利用料金については新病院の開院ま

でに検討したいとの答弁でした。 

 監理用地課所管分では、公用車が初年度登録後

１８年経過しており、６６０cc未満の四輪駆動車

を１３９万５，０００円で購入する予定であると

の説明がありました。 

 教育総務課所管分では、野村小学校南校舎改築

事業の継続費補正について、平成２５年度は６５

０万円増の１億９，１４０万円となり、２６年度

は９６７万円増の２億８，８１５万６，０００円

になっているとのことで、労務単価が引き上げと

なったためであるとの説明でした。明浜地区統合

校舎については、建築面積が予定より小さくなる

ので、労務単価による補正はしなくてよいとの説

明でした。 

 文化体育振興課所管分では、朝日文楽会館建設

事業において、八段返しは特殊な舞台装置であ

り、専門業者による設計及び施工にしてほしいと

の要望に対して、そのように考えているとのこと

でした。 

 議案第１０１号「平成２５年度西予市育英会奨

学資金貸付特別会計補正予算（第１号）」では、

奨学資金を借り入れする人が減っているが、返済

免除等の対策はできないのかとの質疑に対して、
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現在は原資を貸し付けて償還する制度であり、予

備費もふえていることから今後検討したいとの答

弁でした。 

 認定第１号「平成２４年度西予市一般会計歳入

歳出決算の認定について」財政課所管分では、文

化会館裏駐車場の有料化を検討されているようだ

が、借りている民有地の面積と借地料は幾らかと

の質疑に対し、１，８３４平米で月額４１万円で

あるとの答弁でした。 

 総務課所管分では、昨年のＬＥＤ外灯の設置台

数について、明浜町で５基、宇和町で２２基、野

村町で１１基、城川町で９基、合計４７基との報

告でした。 

 人事評価制度推進事業については、人材育成の

ために行っているもので、手当等への反映につい

ては検討中であり、昇級試験については現在未検

討との説明でした。 

 危機管理課所管分では、防災倉庫について８４

基計画しており、現在４７カ所設置済みで、残り

を順次設置していく予定であるとの説明がありま

した。 

 津波対策で海抜標示がされているが、基準の海

抜ゼロメートルがわからないとの質疑に対し、海

抜ゼロメートルの標示を何カ所か設置検討したい

との答弁でした。 

 企画調整課所管分では、地域審議会の今後につ

いての質疑に対して、１０年目であり、あと一回

の開催で終了するとの答弁でした。 

 情報推進課所管分では、ふるさとＣＭ大賞事業

１万２，０００円は、元気が出る活動を支援する

事業で宣伝効果もあり、金額が少額ではないかと

の意見に対して、これまでの状況も勘案し今後検

討したいとの答弁でした。 

 電算管理費が多額であるが、クラウド計画はど

うなっているのかとの質疑に対しては、周辺市町

との連携も考慮した上で今後検討したいとの答弁

でした。 

 学校教育課所管分では、電話教育相談員設置事

業５４万５，０００円について、相談員の数や相

談回数について質疑があり、相談員１名で週３回

午後に相談の機会を設けており、昨年の相談件数

は２件であったとの報告でした。 

 電子黒板については、各校１台は導入してお

り、大規模校は複数入っているとのことで、今後

の導入計画は、移動にやや難点があり、タブレッ

ト等の機器や統合による校数の減少もあわせて検

討したいとの答弁でした。 

 教員住宅の現状と今後については、平成２４年

度に老朽化による数戸の解体も行い、現在５７戸

中３３戸に入居され、残りは空き家となってお

り、今後は公営住宅への転用も考えていくとの答

弁でした。 

 生涯学習課所管分では、結婚推進事業は大切な

事業であり、結婚推進課か係を新設してはどうか

との意見に対して、結婚推進の担当については現

在生涯学習課及び各教育課に１名の担当者を置い

ており、横の連携も図って推進していきたいとの

答弁でした。 

 また、図書館の改善の質疑があり、システム改

修は行うようにしているが、ＤＶＤ観賞などの見

直しについてはスペースの問題もあり今後の検討

課題としたいとの答弁でした。 

 文化体育振興課所管分では、宇和球場改修につ

いて硬式球場として公認されるよう改修してほし

いとの要望があり、そのように進めたいとの答弁

でした。 

 消防本部所管分では、新病院ができても三瓶地

区の救急搬送はできないのかとの質疑に対して、

かかりつけの場合は搬送可能であるが、基本は八

幡浜消防に任せることになっているとのことで、

三瓶の管轄問題については事務レベルでの話し合

いを続けていきたいとの答弁でした。 

 以上、委員長報告といたします。 

 平成２５年９月２５日、総務常任委員会委員長

松山清。 

○議長 次に、小野厚生常任委員会委員長の報告

を求めます。 

 ８番小野正昭君。 

○小野正昭厚生常任委員長 去る９月１０日の本

会議において、当委員会に付託されました議案並

びに認定について、９月１３日及び１７日に委員

会を開催し審査を行いましたので、その経過と審

査結果についてご報告申し上げます。 

 お手元に配付のとおり、議案１４件並びに認定

１０件については、いずれも原案どおり可決及び

認定をいたしました。 

 次に、審査過程において委員より出された質疑

並びに理事者の答弁を抜粋して報告いたします。 

 初めに、議案第９４号「西予市簡易水道及び愛

媛県条例水道の設置に関する条例の一部を改正す
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る条例制定について」では、本条例改正に起因す

る事業概要とその対象である川津南簡易水道につ

いての質疑があり、今回の事業は農林水産省所管

の中山間地域総合整備事業で愛媛県において整備

が進められていた営農飲雑用水施設が完成したこ

とにより、県からその施設の譲与を受け、無給水

域である川津南地区に給水を開始するものであ

る。中山間地域総合整備事業における補助対象事

業費は約４億２，６００万円であり、当該事業費

のうち市が１０％、地元受益者が５％を負担して

実施された事業であるとの答弁でありました。 

 また、その水道料金は種別を家事用として基本

水量を１０立米とし、基本料金が１，３００円、

基本水量を超える１立米当たりの超過料金が１０

０円であるが、その設定根拠についての質疑があ

り、その算定において平成７年から平成２４年ま

での川津南地区における人口の推移などを基礎

に、平成２５年から平成５７年までの３３年間の

人口推計などを精査した中で算出しているとの答

弁がありました。 

 次に、議案第９８号「平成２５年度西予市一般

会計補正予算（第２号）」について社会福祉課所

管では、明浜俵津の大浦地区における破損遊具の

撤去後の計画及び点検・管理に対する質疑では、

撤去後は２６年度当初予算において新設に係る予

算計上を予定しており、点検・管理については業

者に委託しているほか、市の担当職員により年数

回の巡回を行い対応をしているとの答弁でありま

した。 

 次に、認定第１号「平成２４年度西予市一般会

計歳入歳出決算の認定について」では、高齢福祉

課所管分に関して、生活交通路線巡回バス運行事

業における方式についての質疑に対し、平成２６

年７月に開院予定の新市立病院を見越した既設路

線の見直しなどを検討しているが、子細について

は企画調整課で検討中との答弁がありました。 

 なお、委員から、新病院経営はもとより、市民

の足の確保のため連絡を密にするようにとの要望

がありました。 

 また、介護予防事業の取り組みについての質疑

では、健康づくり推進課とも連携し、１次予防事

業による病気の発症予防、第２次予防事業では要

介護状態となるおそれの高い方を対象に早期発見

に努めている。 

 また一方では、健康寿命の長い生活を営める社

会の実現のため、特定健診を初めノルディックウ

オークを中心としたイベントの開催など、トータ

ル的な対応が必要と考えているとの答弁がありま

した。 

 その他健康づくり推進課所管の地域自殺対策緊

急強化事業において、「こころの健康講演会」で

中学２年生を対象とした理由については、子供を

取り巻く社会環境は大きく変化している。特に思

春期に当たり少年式を迎える年齢でもあることか

ら市内の中学２年生を対象とした旨の答弁があり

ました。 

 また、西予市における自殺者数の推移について

は、減少傾向にあるとのことでありました。 

 認定第１０号「平成２４年度西予市簡易水道事

業特別会計歳入歳出決算の認定について」では、

水道料金の滞納に係る対応についての質疑があ

り、鋭意努力をしているが、過年度分の収納はな

かなか困難であるというのが現状である。対応に

ついては、取扱要領に基づき督促、給水停止予

告、給水停止通知などの後、給水停止を行うこと

としているが、滞納者における家族構成などおの

おのの事情を勘案しながら判断しているとの答弁

でした。 

 また、不納欠損処理の年数については５年を目

安にしている。住所不定などの原因が明らかでな

いものについては不納欠損とするが、居住されて

いる場合は原則不納欠損処理は行っていないとの

答弁でした。 

 認定第１２号「平成２４年度西予市病院事業会

計決算の認定について」では、宇和病院における

医師体制の現状について、近年全国的な医師不足

や医師の偏在が問題となる中、宇和病院において

も慢性的な医師不足が続いており、常勤医師７名

（内科４名、外科３名）による診療に当たってい

たが、今年４月より整形外科の常勤医師１名、ま

た７月からは泌尿器科の常勤医師１名を確保する

ことができ、来年７月の新病院開院までに目標で

ある常勤医師１０名の確保に向け努力をしている

との説明がありました。 

 以上、委員会報告といたします。 

 平成２５年９月２５日、厚生常任委員会委員長

小野正昭。 

○議長 次に、宇都宮産業建設常任委員会委員長

の報告を求めます。 

 １０番宇都宮明宏君。 
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○宇都宮明宏産業建設常任委員長 産業建設常任

委員会の報告を申し上げます。 

 当委員会では、平成２５年９月１０日に本会議

で付託された案件について委員会審査を行いまし

た。 

 議案第９５号「市道路線の変更について」から

議案第１０６号「平成２５年度西予市公共下水道

事業特別会計補正予算（第２号）」についての６

件は、お手元に配付のとおり原案可決決定いたし

ました。 

 また、認定第１号「平成２４年度西予市一般会

計歳入歳出決算の認定について」から認定第９号

「平成２４年度西予市公共下水道事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」の３件につきまして

は、全会一致で認定と決しました。 

 要望第１号「西予市林業振興対策事業費補助金

（間伐材出荷促進対策事業）の強化を図り、搬出

間伐に係る経費負担を軽減することを求める要望

書」は、趣旨採択と決定いたしました。 

 続きまして、審査の過程で各委員より出された

主な意見を抜粋して報告いたします。 

 議案第９８号「平成２５年度西予市一般会計補

正予算（第２号）」のうち農業水産課所管分、農

作物干害対策事業５００万円については、夏の渇

水に対応するための農業用水確保に係る必要経費

の２分の１を補助するとの説明がありました。 

 次に、建設課所管分、在宅リフォーム補助事業

１，０００万円については、５月から８月末まで

の問い合わせが１５９件あり、また既に６８件の

交付決定が行われており、今後も申し込みがある

との見込みから、補正予算として増額するとの説

明がありました。来年度以降の事業継続はとの質

疑には、引き続き予算要求をしたいとの答弁があ

りました。 

 次に、認定第１号「平成２４年度西予市一般会

計歳入歳出決算の認定について」のうち、農業水

産課所管分では、ため池等農地災害危機管理対策

事業について、市内１８カ所のため池ハザードマ

ップを作成したとの説明があり、委員より、被害

が想定される地域への周知がもっと必要ではない

かとの意見がありました。 

 建設課所管分につきましては、崖崩れ防災対策

事業について、未実施箇所の早期実施と地元負担

金のあり方について質疑があり、難しい問題とし

て受けとめており念頭に置きながら取り組んでい

きたいとの答弁がありました。 

 農業委員会所管分では、農地転用等について申

請者へのわかりやすい説明や指導をすべきだとの

意見がありました。 

 以上、委員会審査報告といたします。 

 平成２５年９月２５日、産業建設常任委員会委

員長宇都宮明宏。 

○議長 次に、兵頭西予市新市立病院建設特別委

員会委員長の報告を求めます。 

 ７番兵頭学君。 

○兵頭学西予市新市立病院建設特別委員長 西予

市新市立病院建設特別委員会の審査報告を申し上

げます。 

 去る９月１０日の本会議において、当委員会に

付託されました議案第１０９号「平成２５年度西

予市病院事業会計補正予算（第２号）」のうち、

歳入歳出予算に関する西予市新病院建設特別委員

会所管分について委員会審査を行いました。 

 審査結果は、議案を原案のとおり全会一致で可

決決定いたしました。 

 審査経過は、一時借入金の限度額について３億

円から１０億円に改めること及び資本的収入につ

いては、医療機器整備に対する補助が採択とな

り、国庫補助金２，６２３万８，０００円を減額

し、病院本体工事に対する愛媛県地域医療再生基

金が追加配分されたことから、県補助金２，４７

９万４，０００円を増額、不足額１４４万４，０

００円は企業債及び一般会計からの出資金で対応

するとの説明があり、全会一致で原案可決決定い

たしました。 

 以上、特別委員会審査報告といたします。 

 平成２５年９月２５日、西予市新市立病院建設

特別委員会委員長兵頭学。 

○議長 以上で各委員長の報告は終わりました。 

 これより各委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより議案順に採決を行います。 

 まず、議案第８８号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８８号「西予市公共施設整備基金条例制
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定について」は委員長報告のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第８８号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第８９号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８９号「西予市子ども・子育て会議設置

条例制定について」は委員長報告のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第８９号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第９０号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第９０号「西予市が設置する一般廃棄物処

理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手

続に関する条例制定について」は委員長報告のと

おり決定することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第９０号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第９１号から議案第９４号までの４

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第９１号「西予市税条例の一部を改正する

条例制定について」から議案第９４号「西予市簡

易水道及び愛媛県条例水道の設置に関する条例の

一部を改正する条例制定について」までの４件は

委員長報告のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

９１号から議案第９４号までの４件は原案のとお

り決定いたしました。 

 次に、議案第９５号から議案第９７号までの３

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第９５号「市道路線の変更について」から

議案第９７号「市道路線の認定について」までの

３件は委員長報告のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第９５号か

ら議案第９７号までの３件は原案のとおり決定い

たしました。 

 次に、議案第９８号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第９８号「平成２５年度西予市一般会計補

正予算（第２号）」は委員長報告のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第９８号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第９９号から議案第１０９号までの

１１件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第９９号「平成２５年度西予市授産場特別

会計補正予算（第２号）」から議案第１０９号

「平成２５年度西予市病院事業会計補正予算（第

２号）」までの１１件は委員長報告のとおり決定

することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第９９号か

ら議案第１０９号までの１１件は原案のとおり決

定いたしました。 

 次に、議案第１１２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１２号「西予市立学校及び幼稚園設置

条例の一部を改正する条例制定について」は委員

長報告のとおり決定することにご異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

１１２号は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、認定第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 認定第１号「平成２４年度西予市一般会計歳入

歳出決算の認定について」は委員長報告のとおり

認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、認定第１号は原
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案のとおり認定することに決定いたしました。 

 次に、認定第２号から認定第１３号までの１２

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 認定第２号「平成２４年度西予市授産場特別会

計歳入歳出決算の認定について」から認定第１３

号「平成２４年度西予市野村介護老人保健施設事

業会計決算の認定について」までの１２件は委員

長報告のとおり認定することに賛成の議員の起立

を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、認定第２号から

認定第１３号までの１２件は原案のとおり認定す

ることに決定いたしました。 

 次に、要望第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 要望第１号「西予市林業振興対策事業費補助金

（間伐材出荷促進対策事業）の強化を図り、搬出

間伐に係る経費負担を軽減することを求める要望

書」については委員長報告のとおり趣旨採択とす

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、要望第１号は趣

旨採択とすることに決定いたしました。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、委員会の閉会中の継続

審査の件を議題といたします。 

 厚生常任委員会委員長から、目下委員会におい

て審査中の陳情第３号「三瓶地区の良好な保育環

境を求める陳情書」について、会議規則第１１０

条の規定により、お手元に配付いたしております

申出書のとおり、閉会中の継続審査としたい旨の

申し出がありました。 

 本申し出について厚生常任委員会委員長の説明

を求めます。 

 ８番小野委員長。 

○小野正昭厚生常任委員長 去る９月１０日の本

会議において、当委員会に付託されました陳情第

３号「三瓶地区の良好な保育環境を求める陳情

書」について、９月１７日に委員会を開催し、陳

情者からの意見聴取を踏まえ、慎重に審査をいた

しました。 

 委員会としては、三瓶地区の良好な保育環境を

求める本陳情の趣旨については、十分理解はでき

るが、行政の民営化に対する方針が決定されてい

ないこと、また受け入れの主体となるひまわり保

育園の体制及び環境整備等につき今後十分に調査

する必要があることの意見が多数を占めたことか

ら、今回継続審査とすることに決定いたしまし

た。 

 以上、審査の経過並びに申し出の説明といたし

ます。 

○議長 委員長の説明は終わりました。 

 これより本申し出に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 委員長から申し出のとおり、陳情第３号につい

ては閉会中の継続審査の申し出を承認することに

ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、陳情第

３号については閉会中の継続審査の申し出を承認

することに決定いたしました。 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、発議第３号「西予市議

会会議規則の一部を改正する規則制定について」

を議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 議会運営委員会委員長元親孝志君。 

 元親孝志君。 

○元親孝志議会運営委員長 発議第３号「西予市

議会会議規則の一部を改正する規則制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 現時点において正規の議会活動として認められ

ているものは、本会議、委員会で活動のほか、議

員派遣の活動など限られたものだけの状態になっ

ております。そのため議会だより編集委員会の活

動はいまだ任意の活動として実施しており、事故

等が発生した場合、公務災害の適用が受けられな

い状態にあります。今回西予市議会会議規則の一

部改正により議会だより編集委員会を議会の運営

上、協議または調整を行うための場として規定す
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ることを提案させていただきました。これにより

正規の議会活動として位置づけ、事故発生時など

において公務災害の適用が受けられるよう規則の

改正を行うものであります。よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

○議長 提案理由の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 発議第３号は、会議規則第３７条第２項の規定

により委員会付託を省略いたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 発議第３号「西予市議会会議規則の一部を改正

する規則制定について」は原案のとおり決定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、発議第３号は原

案のとおり決定いたしました。 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、決議案第１号「自転車

乗車用ヘルメット着用推進宣言決議案の提出につ

いて」を議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務常任委員会委員長松山清君。 

 ９番松山清君。 

○松山清総務常任委員長 決議案第１号「自転車

乗車用ヘルメット着用推進宣言決議案の提出につ

いて」提案理由を申し上げます。 

 交通事故のない安全・安心なまちづくりは、市

民全ての願いであります。 

 しかしながら、当市においても交通事故の発生

は後を絶たず、特に自転車を利用する市民にとっ

て道路における危険は大きな脅威となっておりま

す。県内でも自転車利用者による交通死亡事故が

多発しており、痛ましい事故防止のため先制的な

安全対策を講じることが急務であります。よっ

て、市民一人一人がみずからの命を守るため、さ

らには一丸となって交通意識を高揚させ全てのと

うとい命を守るため、自転車乗車用ヘルメットの

着用を市を挙げて推進するものであります。 

 決議案はお手元に配付のとおりであります。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長 提案理由の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 決議案第１号は、会議規則第３７条第２項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 決議案第１号「自転車乗車用ヘルメット着用推

進宣言決議案の提出について」は原案のとおり決

定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、決議案第１号は

原案のとおり決定いたしました。 

  （日程５） 

○議長 次に、日程第５、意見書案第３号「「地

方税財源の充実確保」を求める意見書（案）の提

出について」及び意見書案第４号「「森林吸収源

対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確

保」のための意見書（案）の提出について」の２

件を一括議題といたします。 

 本案２件について提案理由の説明を求めます。 

 議会運営委員会委員長元親孝志君。 

 １２番元親孝志君。 

○元親孝志議会運営委員長 それでは、意見書案

第３号及び意見書案第４号を一括して提案理由の
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説明を申し上げます。 

 意見書案第３号「「地方税財源の充実確保」を

求める意見書（案）の提出について」の提案理由

を申し上げます。 

 地方財政は、社会保障関係費などの財政需要の

増加や地方税収の低迷等により厳しい状況が続い

ております。こうした中、基礎自治体である市

が、住民サービスやまちづくりを安定的に行うた

めには地方税財源の充実確保が不可欠でありま

す。よって、地方交付税は本来の役割である財源

保障機能・財源調整機能が適切に発揮されるよう

増額することなど５項目の地方交付税の増額によ

る一般財源総額の確保及び地方税源の充実確保に

関する６項目の早期実現を求めるものでありま

す。 

 意見書案はお手元に配付のとおりであります。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。

よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお

願い申し上げます。 

 続きまして、意見書案第４号「「森林吸収源対

策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保」

のための意見書（案）の提出について」の提案理

由を申し上げます。 

 地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減

は、地球規模の重要かつ喫緊の課題となってお

り、森林の公益的機能に対する関心と期待は大き

くなっております。このような中、地球温暖化対

策のための石油石炭税の税率の特別措置が導入さ

れましたが、使途が限定され森林吸収源対策及び

地球温暖化対策に関する地方の財源確保について

は、早急に総合的な検討を行うとの方針にとどま

っております。地球温暖化防止をより確実なもの

とするためには、森林吸収源対策や再生可能エネ

ルギーの活用などの取り組みを山村地域の市町村

が主体的・総合的に実施することが不可欠であり

ます。よって、最も重要な機能を有する森林の整

備・保全等を推進する市町村の役割を踏まえ、石

油石炭税の税率の特例による税収の一定割合を森

林面積に応じて市町村に譲与する仕組みの構築を

強く求めるものであります。 

 意見書案はお手元に配付のとおりであります。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。

よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長 提案理由の説明は終わりました。 

 これより本案２件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 本案２件については、会議規則第３７条第２項

の規定により委員会付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより意見書案ごとに採決を行います。 

 まず、意見書案第３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 意見書案第３号「「地方税財源の充実確保」を

求める意見書（案）の提出について」は原案のと

おり決定することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、意見書案第３号

は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、意見書案第４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 意見書案第４号「「森林吸収源対策及び地球温

暖化対策に関する地方の財源確保」のための意見

書（案）の提出について」は原案のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、意見書案第４号

は原案のとおり決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後２時５２

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後２時５４

分） 

 お諮りいたします。 

 ただいま市長から提出されました議案第１１３

号「西予市同報系防災行政無線デジタル整備工事

請負契約について」及び議案第１１４号「平成２

５年度西予市一般会計補正予算（第３号）」の２
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件を本日の日程に追加し、追加日程として議題と

いたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、２件を

本日の日程に追加し、追加日程とすることに決定

いたしました。 

  （追加） 

○議長 追加日程第１、議案第１１３号「西予市

同報系防災行政無線デジタル整備工事請負契約に

ついて」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 議案第１１３号「西予市同

報系防災行政無線デジタル整備工事請負契約につ

いて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 野村地域の防災行政無線は、昭和５７年に整備

されたものでございまして、老朽化に伴う設備更

新が困難なため、現在使用しておりますアナログ

方式の防災行政無線のデジタル化整備を行うもの

であります。 

 主な工事内容につきましては、本庁舎への親局

の設置、支所・消防署等への遠隔操作卓の整備、

大野山への中継局の設置、各地域の屋外子局の設

置、各家庭への戸別受信機の配布などでありま

す。 

 本工事につきましては、去る８月２７日に事前

審査型一般競争入札を執行したところ、調査基準

価格を下回る入札となったため、低入札価格調査

を実施し、西予市低入札価格審査会において工事

履行の可否について審査を行いました。審査の結

果、今回の入札価格で履行可能と判断されたこと

から、株式会社富士通ゼネラル・株式会社小関電

工共同企業体、代表者、株式会社富士通ゼネラル

四国支店支店長中井孝司氏と工事請負費５億４，

８３１万円で工事請負仮契約を締結いたしました

ので、議会の議決を求めるものであります。 

 なお、本工事に係る概要等につきましては、別

紙参考資料をご参照ください。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願いをいたします。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１３号は、会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１３号「西予市同報系防災行政無線デ

ジタル整備工事請負契約について」は原案のとお

り決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１１３号

は原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 追加日程第２、議案第１１４号「平成２

５年度西予市一般会計補正予算（第３号）」を議

題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

○三好市長 議案説明の前に、一言お礼を申し上

げます。 

 約３年前よりジオパーク構想を推進してまいり

ましたけども、昨日日本ジオパーク委員会から四

国ジオパークが日本ジオパークとして正式に認定

されました。議員各位、市民の皆様のご支援のお

かげでありまして、心から感謝を申し上げます。 

 また、本議会ではそれを祝うためにジオ啓発用

のシャツを全員このように着ていただきました。

感謝を申し上げたいと思います。 

 それでは、議案第１１４号「平成２５年度西予

市一般会計補正予算（第３号）」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 今回提案いたします補正予算は、６月２４日、

２５日、７月３日の梅雨前線及び９月３日、４日

の台風１７号の影響による豪雨等により被災しま

した各施設の早期復旧を図るためのものでありま

す。 

 その概要といたしましては、公共土木施設９４
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カ所、農地・農業用施設４９カ所、林業用施設２

６カ所及び明浜農林漁業体験実習館の復旧に係る

経費２億８，７１６万１，０００円のほか、防災

対策事業としまして野村・河成小学校の落石防護

柵設置工事費１６４万２，０００円及び野村町中

通川地区崖崩れ防災対策事業費１，０３０万円を

計上するものであります。 

 また、県の治山事業で中断しておりました林道

程野桂線災害復旧事業において９月３日に県から

林業災害の着工指示を受けましたが、設計労務単

価の改定により工事請負費が２１９万５，０００

円不足するためにこれを増額いたしました。これ

らに伴いまして、歳入で分担金及び負担金１，３

４０万１，０００円、国庫支出金１億３，６９５

万９，０００円、県支出金６００万円、寄附金１

５０万円、諸収入１０万９，０００円、市債１億

５６０万円をそれぞれ増額し、その上で歳出に対

して不足する額につきまして財政調整基金繰入金

３，７７２万９，０００円を繰り入れするもので

あります。これによりまして既決いただいており

ます歳入歳出予算の総額にそれぞれ３億１２９万

８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ２８７億５，８２９万３，０００円と定め

るものであります。 

 このほか地方債の補正では、さきに述べました

各事業の追加によりまして災害復旧事業費の事業

債の限度額を変更いたしております。 

 以上、よろしくご審議を賜り、ご決定いただき

ますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ５番中村敬治君。 

○５番中村敬治君 ただいま説明のありましたよ

うに災害復旧が非常にたくさんございまして、建

設課そして農業水産課、そして林業課、ほれから

教育総務課と多岐にわたっておるわけですけれど

も、この議案第１１４号の補正予算につきまして

今後のスケジュール、災害復旧のスケジュールな

ど３点についてお尋ねいたします。 

 まず、第１点としましては、公共災害復旧そし

て単災、これらの災害査定はいつごろ予定されて

おるのか。 

 また、２番目として単災について例年採択率は

どの程度あるのか。 

 また、３番目として単災の年度内発注率につき

まして金額ベースで例年の数字で結構なんです

が、どの程度年内の発注が行われておるのか。 

 最後に、要望でございますけれども、災害です

ので地域の皆さん、関係者の方が非常に困ってお

られると思いますので、できるだけ早く復旧でき

るよう努めていただきたいと思います。お願いで

ございますが、以上で私の質問は終わります。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 ただいまの災害に関するご

質問についてですが、１番目の災害査定のスケジ

ュールですけども、いわゆる市道・河川等の公共

土木施設につきましては、１０月末から１１月上

旬ごろになるのではないかというふうに聞いてお

ります。 

 それから、農地・農業用施設及び林業施設、林

道でございますけども、これはまだこれも未定で

ありますが、１１月の中旬ころになるのではない

かというふうに聞いております。 

 それから、２番目の採択率、いわゆる補助災の

査定の採択率ということでよろしいでしょうか。 

  （５番中村敬治君「単災の採択率」と呼ぶ） 

 単独災害の採択率というご質問でございます

が、今回提案している単独災は、純粋な一般財源

で実施しようとしているものでして、これはもう

市の予算計上をすればお認めいただければ実施で

きるというふうに考えております。それでよろし

いでしょうか。 

  （５番中村敬治君「はい」と呼ぶ） 

 それから、３番目の単独災害の発注率ですが、

これにつきましては、予算お認めいただきました

ら直ちに可能なものから発注をしてまいりたいと

いうふうに、年度内１００％発注を目指したいと

思っております。 

 最後の早期実施でございますが、当然のことと

考えておりまして、発注できるものから順次、補

助災につきましては査定終了後、直ちに発注に向

けての事務手続に入って、整い次第年度内発注に

向けて取り組んでまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

  （５番中村敬治君「ありがとうございまし 

  た」と呼ぶ） 

○議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 
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 お諮りいたします。 

 議案第１１４号は、会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１４号「平成２５年度西予市一般会計

補正予算（第３号）」は原案のとおり決定するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１１４号

は原案のとおり決定いたしました。 

 以上で全日程を終了いたしました。 

 市長より閉会の挨拶があります。 

 三好市長。 

○三好市長 平成２５年第３回西予市議会定例会

の閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 去る９月２日に開会いたしました本定例会の会

期中、議員各位には本議会及び各常任委員会にお

きまして上程いたしました案件に関して慎重な審

議を賜り、条例の制定及び一部改正並びに補正予

算や平成２４年度決算などの重要な案件をいずれ

も原案どおり可決またはご承認いただきました。

ここに衷心より厚くお礼を申し上げる次第でござ

います。 

 さて、皆様も既にご案内のとおり、昨日日本ジ

オパーク委員会が開催され、本市を含め全国で７

地区が新たな日本ジオパークとして認定されまし

た。いよいよ日本ジオパークの一員として四国西

予ジオパークがスタートするわけでございます。

振り返りますと、西予市は平成２３年度から出前

講座やジオツアー、ジオパークセミナー、ジオガ

イド養成講座などさまざまな活動を進めてまいり

ました。特に昨年の７月には、西予市議会を初

め、市内およそ５０にも上る組織や団体、企業な

どのご支援、ご協力を得て四国西予ジオパーク推

進協議会を立ち上げ、より強力にジオパーク活動

を推進してまいったわけでございます。この間西

予市議会の皆様方には本市のジオパーク活動に対

して終始格別なご支援とご協力をいただきまし

た。市民を代表する皆様方のお力添えが今回の認

定に大きくつながったことは間違いありません。

心から厚くお礼を申し上げる次第でございます。 

 ただジオパーク認定を受けたことは、西予市に

とりましては大変大きな前進でございますが、決

してゴールではありません。これからが認定にな

った四国ジオパークをいかにして地域振興に結び

つけていくかという大きな目標に向かってスター

トをするわけであります。私は多様な地域遺産を

持つこのふるさとに自信と誇りを持って、なお一

層のジオパーク活動を推進していく所存でござい

ますので、今後とも変わらぬご支援、ご協力を賜

りますようお願い申し上げます。 

 ところで、ことしで第２回目となります西予市

おイネ賞事業応募作品の件でございますが、先般

応募を締め切りしましたところ、北は北海道から

南は沖縄までの２９名と医学生１０名のほか、ア

メリカ在住の医師２名を含め計４１名の応募をい

ただきました。現在審査員に審査依頼をしている

ところでございまして、今月末に採点が提示され

る予定となっております。その後受賞者の決定を

行い、表彰式を１０月２７日に愛媛県歴史文化博

物館で行うことにしております。 

 またあわせて、「シーボルトの娘・楠本イネを

語る」と題してのシンポジウムを予定しておりま

すので、皆様方もぜひご出席をいただきたいと思

っております。 

 季節は秋本番を迎えようとしておりますが、こ

の夏は例年以上に猛暑が続き、体力も落ちており

ます。また、季節の変わり目はとにかく体調を壊

しがちでございます。議員各位におかれまして

は、健康に十分ご留意をいただき、市政運営に一

層のご尽力を賜りますようお願い申し上げまし

て、簡単でございますけれども閉会のご挨拶とい

たします。どうもありがとうございました。 

○議長 これをもって平成２５年第３回西予市議

会定例会を閉会といたします。 

 ご苦労さまでした。 

  閉会 午後３時１３分 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

  西予市議会議長 

 

  西予市議会副議長 

 

   同    議員 

 

   同    議員 
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平成２５年第３回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第 ８７号 
平成２５年度西予市業務用パソコン等の取得につい

て 
25.９.２ 原案可決 

議案第 ８８号 西予市公共施設整備基金条例制定について 25.９.25 原案可決 

議案第 ８９号 西予市子ども・子育て会議設置条例制定について 25.９.25 原案可決 

議案第 ９０号 

西予市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環

境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例制定に

ついて 

25.９.25 原案可決 

議案第 ９１号 西予市税条例の一部を改正する条例制定について 25.９.25 原案可決 

議案第 ９２号 
西予市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制

定について 
25.９.25 原案可決 

議案第 ９３号 
西予市予防接種実費徴収条例の一部を改正する条例

制定について 
25.９.25 原案可決 

議案第 ９４号 
西予市簡易水道及び愛媛県条例水道の設置に関する

条例の一部を改正する条例制定について 
25.９.25 原案可決 

議案第 ９５号 市道路線の変更について 25.９.25 原案可決 

議案第 ９６号 市道路線の廃止について 25.９.25 原案可決 

議案第 ９７号 市道路線の認定について 25.９.25 原案可決 

議案第 ９８号 平成２５年度西予市一般会計補正予算（第２号） 25.９.25 原案可決 

議案第 ９９号 
平成２５年度西予市授産場特別会計補正予算（第２

号） 
25.９.25 原案可決 

議案第１００号 
平成２５年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計補正予算（第１号） 
25.９.25 原案可決 

議案第１０１号 
平成２５年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計補

正予算（第１号） 
25.９.25 原案可決 

議案第１０２号 
平成２５年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第２号） 
25.９.25 原案可決 

議案第１０３号 
平成２５年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号） 
25.９.25 原案可決 

議案第１０４号 
平成２５年度西予市介護保険特別会計補正予算（第

２号） 
25.９.25 原案可決 

議案第１０５号 
平成２５年度西予市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号） 
25.９.25 原案可決 

議案第１０６号 
平成２５年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号） 
25.９.25 原案可決 

議案第１０７号 
平成２５年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号） 
25.９.25 原案可決 

議案第１０８号 
平成２５年度西予市上水道事業会計補正予算（第２

号） 
25.９.25 原案可決 

議案第１０９号 
平成２５年度西予市病院事業会計補正予算（第２

号） 
25.９.25 原案可決 

議案第１１０号 西予市消防団消防ポンプ自動車の取得について 25.９.２ 原案可決 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第１１１号 
西予市消防署小型動力ポンプ付水槽車の取得につい

て 
25.９.２ 原案可決 

議案第１１２号 
西予市立学校及び幼稚園設置条例の一部を改正する

条例制定について 
25.９.25 原案可決 

議案第１１３号 
西予市同報系防災行政無線デジタル整備工事請負契

約について 
25.９.25 原案可決 

議案第１１４号 平成２５年度西予市一般会計補正予算（第３号） 25.９.25 原案可決 

認定第  １号 
平成２４年度西予市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 
25.９.25 認  定 

認定第  ２号 
平成２４年度西予市授産場特別会計歳入歳出決算の

認定について 
25.９.25 認  定 

認定第  ３号 
平成２４年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 
25.９.25 認  定 

認定第  ４号 
平成２４年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計歳

入歳出決算の認定について 
25.９.25 認  定 

認定第  ５号 
平成２４年度西予市国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定について 
25.９.25 認  定 

認定第  ６号 
平成２４年度西予市後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定について 
25.９.25 認  定 

認定第  ７号 
平成２４年度西予市介護保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 
25.９.25 認  定 

認定第  ８号 
平成２４年度西予市農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 
25.９.25 認  定 

認定第  ９号 
平成２４年度西予市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 
25.９.25 認  定 

認定第 １０号 
平成２４年度西予市簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 
25.９.25 認  定 

認定第 １１号 
平成２４年度西予市上水道事業会計決算の認定につ

いて 
25.９.25 認  定 

認定第 １２号 
平成２４年度西予市病院事業会計決算の認定につい

て 
25.９.25 認  定 

認定第 １３号 
平成２４年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

決算の認定について 
25.９.25 認  定 

報告第 １１号 平成２４年度健全化判断比率の報告について 25.９.２ 報  告 

報告第 １２号 平成２４年度資金不足比率の報告について 25.９.２ 報  告 

報告第 １３号 西予市土地開発公社の経営状況について 25.９.２ 報  告 

報告第 １４号 
株式会社野村町地域振興センターの経営状況につい

て 
25.９.２ 報  告 

報告第 １５号 株式会社エフシーの経営状況について 25.９.２ 報  告 

報告第 １６号 株式会社城川開発公社の経営状況について 25.９.２ 報  告 

報告第 １７号 株式会社どんぶり館の経営状況について 25.９.２ 報  告 

報告第 １８号 
あけはまシーサイドサンパーク株式会社の経営状況

について 
25.９.２ 報  告 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

報告第 １９号 株式会社グリーンヒルの経営状況について 25.９.２ 報  告 

報告第 ２０号 財団法人宇和文化会館の経営状況について 25.９.２ 報  告 

報告第 ２１号 西予ＣＡＴＶ（株）の経営状況について 25.９.２ 報  告 

請願第  １号 産業廃棄物処理施設建設反対を求める請願書 25.９.２ 不 採 択 

要望第  １号 

西予市林業振興対策事業費補助金（間伐材出荷促進

対策事業）の強化を図り、搬出間伐に係る経費負担

を軽減することを求める要望書 

25.９.25 趣旨採択 

 委員会の閉会中の継続審査の件 25.９.25 承  認 

発議第  ３号 
西予市議会会議規則の一部を改正する規則制定につ

いて 
25.９.25 原案可決 

決議案第 １号 
自転車乗車用ヘルメット着用推進宣言決議案の提出

について 
25.９.25 原案可決 

意見書案第３号 
「地方税財源の充実確保」を求める意見書（案）の

提出について 
25.９.25 原案可決 

意見書案第４号 
「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方

の財源確保」のための意見書（案）の提出について 
25.９.25 原案可決 

 




